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1 商品名
日本建設機械要覧2019

電子書籍（PDF）版
建設機械スペック一覧表、

電子書籍（PDF）版

2 形態 電子書籍（PDF） 電子書籍（PDF）

3 閲覧
Web上で閲覧

パソコン、タブレット、
スマートフォンからアクセス

Web上で閲覧
パソコン、タブレット、

スマートフォンからアクセス

4 内容 要覧全頁 spec一覧表

5 改訂 3年毎 3年毎

6 新機種情報 要覧クラブで対応 要覧クラブで対応

7 検索機能 1.単語検索 1.単語検索

8

附属機能
注）タブレット・ス

マートフォンは、
一部機能が使え
ません。

・しおり　・拡大・縮小　・付箋機能 
・ペン機能　・目次からのリンク　・各
章ごと目次からのリンク　・索引からの
リンク　・メーカHPへのリンク

・しおり　・拡大・縮小　・付箋機能 
・ペン機能　・メーカHPへのリンク

9
予定販売
価格

（円・税込）

会員 55,000（3年間） 49,500（3年間）

非会員 66,000（3年間） 60,500（3年間）

10 利用期間 3年間 3年間

11 同時ログイン 3台 3台

12 認証方法 ID＋パスワード ID＋パスワード

13 購入方法 WEB上にて申込み（HP参照下さい） WEB上にて申込み（HP参照下さい）

お問合せ先：業務部　鈴木英隆　TEL：03-3433-1501　E-mail：suzuki@jcmanet.or.jp

一般社団法人日本建設機械施工協会

　当協会では、国内における建設機械を網羅した『日本建設機械要覧』を2019年3月に刊行し、現場技術者の

工事計画の立案、積算、機械技術者の建設機械のデータ収集等に活用頂き、好評を頂いております。

　このたびこの建設機械要覧に関して更に便利に活用いただくよう新たに次の2種類の電子書籍（PDF）版を発

売いたしますので、ここにご案内申し上げます。

　是非とも活用いただきたく、お願い申し上げます。

発売時期

令和元年5月　HP：http://www.jcmanet.or.jp/

Webサイト　要覧クラブ

　2019年版日本建設機械要覧およびスペック一覧表電

子書籍（PDF）版購入の方への特典として、当協会が運

営するWebサイト（要覧クラブ）上において2001年版

から、2016年版日本建設機械要覧のPDF版が閲覧及び

ダウンロードできます。これによって2019年版を含め

ると1998年から2018年までの建設機械データが活用

いただけます。

　また、同じ要覧クラブ上で新機種情報も閲覧およびダ

ウンロードできます。

様々な環境で閲覧できます。

タブレット、スマートフォンで外出先でもデータ

にアクセスできます。

2019年版

日本建設機械要覧電子書籍（PDF）版
発売通知
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　本協会では、国内における建設機械の実態を網羅した『日本建設機械要覧』を1950
年より3年ごとに刊行し、現場技術者の工事計画の立案、積算、機械技術者の建設機械の
データ収集等に活用頂き、好評を頂いております。
　本書は、専門家で構成する編集委員会の審査に基づき、良好な使用実績を示した国産
および輸入の各種建設機械、作業船、工事用機械等を選択して写真、図面等のほか、主
要緒元、性能、特長等の技術的事項、データを網羅しております。購読者の方々には欠
かすことのできない実務必携書となるものと確信しております。

　2019年版日本建設機械要覧購入の方への特典として、当協会が運営するWebサイト
（要覧クラブ）上において2001年版から2016年版までの全ての日本建設機械要覧の
PDF版が閲覧及びダウンロードできます。これによって2019年版を含めると1998年か
ら2018年までの建設機械データが活用いただけます。
 なお同じ要覧クラブ上で2019年版要覧以降発売された新機種情報もご覧いただけます。

・B5判、約1,276頁／写真、図面多数／表紙特製

・2016年版より外観を大幅に刷新しました。

2019年版

発売のご案内

2019年版　内容

・ブルドーザおよびスクレーパ

・掘削機械

・積込機械

・運搬機械

・クレーン、インクラインおよび

ウインチ

・基礎工事機械

・せん孔機械およびブレーカ

・トンネル掘削機および設備機械

・骨材生産機械

・環境保全およびリサイクル機械

・コンクリート機械

・モータグレーダ、路盤機械

および締固め機械

・舗装機械

・維持修繕・災害対策用機械

および除雪機械

・作業船

・ICT建機、ICT機器　

　　　　　　　（新規）

・高所作業車、エレベータ、

リフトアップ工法、横引き工法

および新建築生産システム

・空気圧縮機、送風機およびポンプ

・原動機および発電・変電設備等

・建設ロボット

・WJ工法、CSG工法、タイヤ、

ワイヤロープ、燃料油、潤滑剤

および作動油、検査機器等

平成31年3月

発 刊 日

一般価格　53,900円（本体49,000円）

会員価格　45,100円（本体41,000円）

（注）送料は1冊900円（複数冊の場合別途）

価　　格（消費税10％含む）
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一般社団法人日本建設機械施工協会　発行図書一覧表（令和 3年 3月現在）

№ 発行年月 図　　　　書　　　　名 一般価格
（税込）

会員価格
（税込） 送料

 1 R  3 年 1 月 情報化施工の基礎　～ i-Construction の普及に向けて～ 2,200 1,870 700
  2 R  2 年 5 月 よくわかる建設機械と損料　2020 6,600  5,610  700
  3 R  2 年 5 月 橋梁架設工事の積算　令和 2年度版 11,000 9,350 900
  4 R  2 年 5 月 大口径岩盤削孔工法の積算　令和 2年度版 6,600  5,610  700
  5 R  2 年 5 月 令和 2年度版　建設機械等損料表 8,800  7,480  700
  6 R 元年 9月 大口径岩盤削孔工法の積算　令和元年度版 6,600  5,610  700
  7 R 元年 6月 日本建設機械要覧 2019 年電子書籍（PDF）版 66,000  55,000  －
  8 R 元年 6月 建設機械スペック一覧表 2019 年電子書籍（PDF）版 60,500  49,500  －
  9 R 元年 5月 橋梁架設工事の積算　令和元年度版※ 11,000  9,350  250
10 R 元年 5月 令和元年度版　建設機械等損料表 8,800  7,480  700
11 H31 年 3 月 日本建設機械要覧　2019 年版 53,900  45,100  900
12 H30 年 8 月 消融雪設備点検・整備ハンドブック 13,200  11,000  700
13 H30 年 5 月 よくわかる建設機械と損料  2018 6,600  5,610  700
14 H30 年 5 月 大口径岩盤削孔工法の積算　平成 30 年度版 6,600  5,610  700
15 H30 年 5 月 橋梁架設工事の積算　平成 30 年度版 11,000  9,350  900
16 H30 年 5 月 平成 30 年度版　建設機械等損料表 8,800 7,480 700
17 H29 年 4 月 ICTを活用した建設技術（情報化施工） 1,320  1,100  700
18 H28 年 9 月 道路除雪オペレータの手引 3,850  3,080 700
19 H26 年 3 月 情報化施工デジタルガイドブック【DVD版】 2,200  1,980  700
20 H25 年 6 月 機械除草安全作業の手引き 990  880  250
21 H23 年 4 月 建設機械施工ハンドブック　（改訂 4版） 6,600  5,604  700
22 H22 年 9 月 アスファルトフィニッシャの変遷　　 3,300  700
23 H22 年 9 月 アスファルトフィニッシャの変遷【CD】 3,300  250
24 H22 年 7 月 情報化施工の実務 2,200  1,885  700
25 H21 年 11 月 情報化施工ガイドブック 2009 2,420  2,200  700
26 H20 年 6 月 写真でたどる建設機械 200 年 3,080  2,608  700
27 H19 年 12 月 除雪機械技術ハンドブック 3,143  700
28 H18 年 2 月 建設機械施工安全技術指針・指針本文とその解説 3,520  2,933  700
29 H17 年 9 月 建設機械ポケットブック　（除雪機械編） 1,048  250
30 H16 年 12 月 2005 「除雪・防雪ハンドブック」 （除雪編）※ 5,238  250
31 H15 年 7 月 道路管理施設等設計指針（案）道路管理施設等設計要領（案）※ 3,520 250
32 H15 年 7 月 建設施工における地球温暖化対策の手引き　 1,650  1,540  700
33 H15 年 6 月 道路機械設備 遠隔操作監視技術マニュアル（案） 1,980  700
34 H15 年 6 月 機械設備点検整備共通仕様書（案）・機械設備点検整備特記仕様書作成要領（案） 1,980  700
35 H15 年 6 月 地球温暖化対策　省エネ運転マニュアル  550 250
36 H13 年 2 月 建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック（第 3版） 6,600  6,160  700
37 H12 年 3 月 移動式クレーン、杭打機等の支持地盤養生マニュアル（第 2版） 2,724  2,410  700
38 H11 年 10 月 機械工事施工ハンドブック　平成 11 年度版 8,360  700
39 H11 年 5 月 建設機械化の 50 年 4,400  700
40 H11 年 4 月 建設機械図鑑 2,750  700
41 H10 年 3 月 大型建設機械の分解輸送マニュアル※ 3,960  3,520  250
42 H9 年 5 月 建設機械用語集 2,200  1,980  700
43 H6 年 8 月 ジオスペースの開発と建設機械 8,382  7,857  700
44 H6 年 4 月 建設作業振動対策マニュアル 6,286  5,657  700
45 H3 年 4 月 最近の軟弱地盤工法と施工例 10,266  9,742  700
46 Ｓ 63 年 3 月 新編　防雪工学ハンドブック【POD版】 11,000  9,900  700
47 Ｓ 60 年 1 月 建設工事に伴う濁水対策ハンドブック※ 6,600  250
48 建設機械履歴簿  419  250

49 毎月　25 日 建設機械施工 880  792  700
定期購読料　年12冊　9,408円（税・送料込）

購入のお申し込みは当協会HP　http://www.jcmanet.or.jp の出版図書欄の「ご購入方法」から「図書購入申込書」をプリ
ントアウトし，必要事項をご記入のうえ，FAXまたはメール添付してください。
※については当協会HP　http://www.jcmanet.or.jp の出版図書欄をご参照ください。

消費税 10％



特　　集
都市環境の整備向上，都市基盤
整備

巻頭言 4 都市設計の先で
羽藤　英二　�東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻　教授

行政情報 5 スマートシティの推進に向けた取組
土屋　俊博　�内閣府　政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付　参事官（統合戦略担当）付　政策調査員

11 国土交通省におけるスマートシティの取組
酒井　祐介　�国土交通省　都市局　都市計画課　都市計画調査室　課長補佐

17 道路ビジョン「2040 年，道路の景色が変わる」
人々の幸せにつながる道路に向けて
藤浪　武志　�国土交通省　道路局　企画課　課長補佐

24 災害に強い首都「東京」形成ビジョン
山本　浄二　�国土交通省　水管理・国土保全局　治水課　流域減災推進室　課長補佐
河野　禎徳　�東京都　市街地整備部　防災都市づくり課　統括課長代理（防災計画担当）

特集・�
技術報文

29 世帯数急減を前提とした今後の地方都市の都市計画と都市基
盤整備の進め方
樋口　　秀　�新潟工科大学　工学部工学科　建築・都市環境学系　教授

36 宮城県上工下水一体官民連携運営事業
みやぎ型管理運営方式
田代　浩次　�宮城県企業局　水道経営課　課長

41 ICT を活用した下水道施設Web 広域監視の拡大
宮崎　哲也　�長崎市　上下水道局事業部　事業管理課　下水道企画係長

46 統合分析による下水道分野の維持管理事業方式の検討手法
山口　　治　�㈱奥村組　東日本支社　リニューアル技術部　工事所支援グループ　グループ長
池田　　元　�㈱奥村組　東日本支社　リニューアル技術部　工事所支援グループ　主任
柴田　憲一　�㈱奥村組　投資事業開発本部　新事業開発部　インフラ事業開発課　課長

54 包括的民間委託による下水道管路の維持管理
山中　明彦　�パシフィックコンサルタンツ㈱　プロジェクトイノベーション事業本部　シニアテクニカルディレクター

59 インフラ施設の稼働データ分析におけるAI 技術の適用
マンホールポンプAI 異常運転検知システムの紹介
小松　一登　�㈱クボタ　水環境総合研究所　担当課長

63 稼働中ダムの改造工事における仮締切の施工
西郷発電所ダムに導入した可倒式仮締切
高木　秀和　�㈱熊谷組　土木事業本部　ダム技術部　部長
中村　正雄　�㈱熊谷組　九州支店　土木部　担当部長
江島　裕章　�㈱熊谷組　九州支店　土木部　担当部長

68 下水道管きょの更生工法・形成工法
アルファライナー工法
田熊　　章　�東亜グラウト工業㈱　技術開発室　室長
西尾　元樹　�東亜グラウト工業㈱　技術開発室　課長

目　　次

http://www.jcmanet.or.jp/
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72 建物管理プラットフォームを活用した維持管理サービス
鈴木　雄介　�鹿島建設㈱　建築管理本部　建築技術部　技術企画グループ　課長代理

77 覆工コンクリート打設作業の品質向上・省力化への取組み
ホース伸縮式連続打設システムの現場適用
鈴木　拓也　�㈱大林組　生産技術本部　トンネル技術部　主任
西浦　秀明　�㈱大林組　生産技術本部　トンネル技術部　副部長
松浦健太郎　�北陸鋼産㈱　技術営業部　副部長

82 巨礫を含む砂礫地盤のシールド掘進施工実績
水害から街を守る放水路トンネル
生形　　剛　�大成建設㈱　札幌支店土木部　課長

89 音響管を用いたニューマチックケーソンの排気騒音低減装置
角田　晋相　�㈱錢高組　技術本部　技術研究所　主席研究員

交流のひろば 95 海ごみ問題の現実と対策
藤枝　　繁　�鹿児島大学産学・地域共創センター　特任教授，（一社）JEAN　代表理事，漂着物学会　事務局長

ずいそう 99 新潟とお蕎麦
小栁　一太　�福田道路㈱　執行役員新潟本店長

部会報告 101 機電技術者のための講演会報告
建設業部会　機電技術者交流企画WG

108 新工法紹介　機関誌編集委員会

統計 109 建設工事受注額・建設機械受注額の推移　機関誌編集委員会

110 行事一覧（2021 年 1月）

112 編集後記（竹田・太田）

◇表紙説明◇

（上）MaaSや自動運転に対応した人が主役の都市交通ターミナル 
（下）人中心の空間として再生した，まちのメインストリート

道路ビジョン「2040 年，道路の景色が変わる」～人々の幸せにつながる道路に向けて～　は，ポス
トコロナの新しい生活様式や社会経済の変革も見据えながら，概ね 20 年後の日本社会を念頭に，道路
政策を通じて実現を目指す社会像，その実現に向けた中長期的な政策の方向性を提案するものである。
表紙のイメージは，複数の将来像から抽出。
出典：道路ビジョン「2040 年，道路の景色が変わる」（国土交通省）

2021年（令和 3年）3月号 PR目次
【ア】 
朝日音響㈱…………………… 表紙 3
【カ】
コベルコ建機㈱……………… 後付 1

コマツ………………………… 表紙 4
【タ】
大和機工㈱…………………… 表紙 2

㈱鶴見製作所………………… 後付 5
【マ】
マシンケアテック㈱…… 後付 2・3
マルマテクニカ㈱…………… 後付 4

三笠産業㈱…………………… 後付 6
【ヤ】 
吉永機械㈱…………………… 表紙 2



4 建設機械施工 Vol.73　No.3　March　2021

巻頭言

都市設計の先で
羽　藤　英　二

自動走行対応型都市の国際設計競技に何度か参加し
たことがあるのだけれど，大抵は，自動走行専用の道
路と建築の一体的な設計と，乗り換え空間におけるモ
ビリティの混在の問題が論点となる。コンペの質問で
は，自動走行の可能性や人間中心の都市と旧来の都市
の違いを質問されることも多い。実際にコンペに勝っ
たプロジェクトでは，都市建設が始まっており，自動
走行バスの運用が導入された都市も出始めている。今
後の展開が楽しみである。
このような都市設計の現場では，最適設計理論の活

用に向けた議論が始まっている。具体的には，自動走
行とリモート社会，自動決済によって，都市社会が劇
的な変化を遂げるから，新たな地理的圏域と都市構造
のあり方を描き替えようという論調の中で，特にネッ
トの内外でさまざまなセンサー情報を用いて，膨張を
続けるバーチャル－フィジカルな領域をどのように設
計すべきかは重要なテーマとされる。人々のネット内
外の行動を強化学習モデルで記述し，期待効用を最大
化しうるパレートフロンティア分析などの計算手法の
開発が進んでいる。
一方で，新たな都市が，いつも真っ白なスケッチブッ

クに描けるわけではない。中国の都市設計であっても
こうした条件は日本と同じで，ランドスケープ上の制
約条件や旧都市の歴史的背景の読み込みは必須とな
る。実務的な問題はもっと複雑で，設計提案と計画の
間の齟齬は，契約手続きの手戻りや制約条件のやりと
りや見直しを要求するし，工事図面の段階で，実はこ
の設計はできないといったことも起こる。そう考える
と，不確実性の中で，膨大な設計─計画─施工パター
ンのシミュレーションが必要ということになる。
従前から，計画・設計・工事・契約の不確実性に対

して，最適設計問題を考えるなら，スパコンによる並
列計算が問題解決の方向性の一つとして考えられてき
た。近年，こうした最適設計において，CNN（畳み
こみニューラルネットワーク）を使うことで計算速度
を向上させ，膨大な数の設計パターンの評価を可能に
する方法論も提案されている。AI そのものはたいし

て賢くはないのだけれど，なんとなくそれっぽい値＝
近似を多量に計算することを生かして，賢く都市設計
とその実装の現場に生かしていこうとする方法論と
いっていいだろう。
こうした方法が，建設現場の環境情報と個々の機材
の動き，工事の進捗データを用いた逆強化学習による
メタモデルと結びつくことで，建設機械施工の現場を
変えていく可能性はないだろうか。都市の形がゆっく
りと，あるいは災害を契機として急激に変化するとし
たら，そこで求められる建設資材も，建設機器も，環
境計測の不確実性も，特徴量として抽出され，ボルツ
マンマシンの中で，最適化され，それぞれの技術の形
態と契約の変更を迫れることになるかもしれない。旧
態依然とした慣習や風景は，さまざまな技術革新と価
値観の更新によって，変わるかもしれない。
COVID-19 を私たちはワクチンを使って封じ込めよ
うとしている。その一方で，この 1年間に私たちは，
10 年早回しされたリモート社会を体験した。災害は
トレンドを加速させる。東日本大震災で，三陸沿岸の
中小都市の人口減少が加速したことは記憶に新しく，
南海トラフ地震や首都直下地震は，こうしたトレンド
をさらに後押しすることになるだろう。COVID-19 と
リモート勤務によって，首都から人口流出が始まって
いる。逃げ恥で描かれたような子育てを中心にした新
たな生活者像を希求する生活者の声に耳を傾けたと
き，今，家族や会社，コミュニティやネットに，そし
て都市に何ができるかが問われているのではないか。
かつて，コルビュジェは，ペストの後，欧州を超えて
劇的な発展を始めていた米国NYに向かい，摩天楼の
建設ラッシュによって塗り替えられようとしていた
（近代から現代へ向かう）都市風景の展開を，「伽藍が
まだ白かった頃」で論じた。防疫と移動の進化は，時
代を超えて，都市基盤整備における重要な論点たりえ
るのは間違いあるまい。今，新たな都市像のスケッチ
が求められている。

─はとう　えいじ� �
東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻　教授─
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行政情報

スマートシティの推進に向けた取組

土　屋　俊　博

スマートシティは，ICT 等の新技術を活用しつつ，マネジメント（計画，整備，管理・運営等）の高
度化により，都市や地域の抱える諸課題の解決を行い，また新たな価値を創出し続ける，持続可能な都市
や地域であり，Society 5.0 の先行的な実現の場と定義している。政府では関係府省庁が連携し，国内外に
おけるスマートシティの展開を推進している。本稿では政策の概要について紹介する。
キーワード： Society 5.0，リファレンスアーキテクチャ，都市OS，スマートシティ官民連携プラットフォーム

1．はじめに

政府では，「科学技術・イノベーション基本法」に
基づき，科学技術・イノベーション政策を策定してい
る。平成 28 年 1 月 22 日には科学技術関連の 5ヵ年計
画である「第 5期科学技術基本計画」が策定された。
この計画においては，科学技術の振興によって目指す
社会像「Society 5.0」の姿を定義している（図─ 1）。
この基本計画の年次計画として作成されている「統

合イノベーション戦略」の 2020 年度版（令和 2年 7
月に閣議決定）では，国内外の課題を乗り越え成長に
つなげるためのイノベーションの創出促進，Society 

5.0の実装の必要性をうたっている。そのためにスマー
トシティの実現を掲げている（図─ 2）。
近年，スマートシティのモデル事例作りを推進する
事業が全国各地で進められてきた。しかし，政府が主
導する事業は，事業終了後の自律的・持続的な発展が
課題となっており，実証実験で終了してしまうケース
が多く，また個別地域で得た知見を他地域に学びとし
て蓄積し，ノウハウをいかにして展開・利活用するか
が課題となっていた。
こうした問題意識の下，平成 31 年 3 月，官房長官
のもとに設けられている「統合イノベーション戦略推
進会議」において，スマートシティ事業に関する国の

特集＞＞＞　都市環境の整備向上，都市基盤整備

図─ 1　Society�5.0 で実現する社会
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基本方針（①ビジョンの明確化，②アーキテクチャに
よる全体俯瞰，③相互運用性の確保，④拡張性の確保，
⑤組織・体制の整備）が合意され，関係府省が連携し
てスマートシティに重点的に取り組むこととなった。

2．多様な分野間のデータの連携に向けて

近年，「データの利活用」に焦点を当てた実証・実
装が関係省庁においてそれぞれ進められている。例え
ば内閣府でも，「戦略的イノベーション創造プログラム」
（cross-ministerial  Strategic  Innovation Promotion 
Program：SIP）において，データ連携に関する研究
活動を進めている。SIP 第 1 期（平成 26 ～ 30 年）に
おいては，モビリティ，防災，農業など，分野ごとに
データ基盤をつくり，自動運転の基盤となるダイナ
ミックマップ（工事，渋滞などの情報を紐づけた高精
度 3次元地図）の整備や，平常時・災害時を越えたデー
タ連携による基盤的防災情報流通ネットワーク
（SIP4D）の実用化などの成果を挙げてきた。交通，
エネルギー，インフラ，防災，物流，観光，健康・医
療，金融等の多様なデータの連携により，様々なサー
ビスを展開し，スマートシティの実現につながること

が期待される。
その際，様々な分野において活用されているデータ
を相互運用するためには，分野をまたがるデータの共
有をするための様々な取り決めが必要となる。そこで
政府では「Society 5.0 のリファレンスアーキテクチャ」
として，「戦略・政策」「ルール」「組織」「機能」「デー
タ」「データ連携」「アセット」そして「セキュリティ・
認証」といった，どんな分野でも検討が必要となるよ
うな要素の分類を行った（図─ 3）。
他方，各々の地域において，その地域特有の課題解
決を目指したスマートシティ化の検討が進んでいる
が，今後日本全体でスマートシティの取組が進むこと
を想定すると，いくつかの問題が想定される。例えば，
①分野，都市毎に個別に実装がされ，他地域とのデー
タの相互運用が図られにくい，②分野間でサービスが
統合されず，住民の利便性が向上しにくい，③構築さ
れたシステム，サービスの再利用ができず，社会全体
としての開発コストが高止まりする，といった問題で
ある。データの連携という観点では，当初から，全国
共通的なスマートシティのサービスを生むための，多
様なデータの利活用を行う共通の基盤が用意されてい
るのが理想ではあるが，実際にはどういったデータを

図─ 2　統合イノベーション戦略 2020（概要）
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集めていくと役に立つかは，実際にスマートシティを
構築する当事者でなければわからないところもある。
社会ニーズが先か基盤の設計が先か，については様々
な議論があるが，お互いが顔を見合わせ，整備を待っ
ているようでは先に進まない。そこで，先行的にスマー
トシティに取組んでいる地域のやり方を参照し，共通
的な項目を吸い上げ，今後スマートシティを作ってい
く地域において参照できるような手順，設計，すなわ
ちアーキテクチャが必要である。
ここではいわゆるスマートシティを構築するために

必要な全体像を俯瞰する設計図をアーキテクチャと呼
ぶ。ドイツが提唱する Industry4.0 においてもアーキ
テクチャを活用し，各企業のデータやシステムを個別
機能，ルール，データ，アセットなどの構成要素に分
解し，関係性を可視化することで関係者間の相互理解
を円滑に進めている。同様に，スマートシティにかか
わる自治体，市民，民間企業，研究機関といった方々
同士で言葉の定義を揃え，どういった部分の議論を行
うか，の参照になるものとして設定している。
SIP 第 2 期（平成 30 ～令和 4 年）では，さまざま

な分野のデータがつながる分野間データ連携基盤の整
備を開始し，令和 4年度までに本格稼働させるべくプ
ログラムを進行させている。
令和元年度には，前述の「Society 5.0 のリファレン

スアーキテクチャ」に基づき，スマートシティ分野に
おけるアーキテクチャの構築・実証研究事業を行っ
た。関係府省が連携して「スマートシティアーキテク
チャ検討会議」を発足し，有識者とともに，スマート
シティの基盤となるプラットフォームの相互運用性や

機能の拡張性を確保するために参照すべき「リファレ
ンスアーキテクチャ」の構築を行った。
令和 2年度からは，各府省のスマートシティに採択
された事業はこのリファレンスアーキテクチャを参照
しながら構築されている。各々の都市のデータを互い
に参照でき，さまざまな民間企業，大学，NPOが参
画できるような拡張性を確保していく。

3．リファレンスアーキテクチャの構成

このスマートシティリファレンスアーキテクチャは
「Society 5.0 リファレンスアーキテクチャ」の構造に
倣い，構成されている。構成要素は以下の通りであり，
各地でスマートシティを構築する際に各項目について
検討いただく形で参照いただきたい（図─ 4）。

（1）スマートシティ戦略・政策
各地域の課題を踏まえて大目的を制定し，階層構造
のある目標に整理した上で具体施策にまで落とし込む
ことで，統一感のあるスマートシティ戦略を構成する。

（2）スマートシティルール
スマートシティの計画を実施・運営し，様々な施策
やサービス提供を実施するにあたっては，国等の定め
る関連法令を順守することは当然必要であるが，より
効果的にスマートシティを推進し，また利用者目線に
立ったサービス提供を行うためには，スマートシティ
組織の運営やサービス提供に関する適切なルールを各
地域において策定し運用することも重要である。

（3）スマートシティ組織
スマートシティに関わるプレーヤーの位置づけを整
理。包括的な推進及び運営を行う「推進主体」に加え
て，受益者，サービサー，アドバイザー，監視・チェッ
ク者及び投資家・データ等提供者が考えられる。

（4）スマートシティビジネス
ビジネスモデルは，提供されるサービスや構成組織・
プレーヤーなど各スマートシティの種類に応じて多様
な選択肢があり，参考として 3種類のビジネスモデル
のイメージを例示している。また，施策の提供におい
ては，施策設計段階から利用者を巻き込み，彼らの「エ
ンドツーエンド」でのニーズを捉えた「利用者中心」
性が重要であり，その方法を示す体験デザインを紹介
している。

図─ 3　Society�5.0 のリファレンスアーキテクチャ
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（5） スマートシティの都市 OS（機能・データ・デー
タ連携）

①相互運用（つながる），②データ流通（ながれる），
③拡張容易（つづけられる），という仕組みを具備す
るための機能ブロックを定義。スマートシティのユー
スケースに合わせた機能選択・追加を可能にすること
が重要である。

（6）スマートシティアセット
主にその都市に関連する資産や資源であり，都市

OSを通してデータ化や制御され得るものである。課
題を解決するために必要なデータの生成を目的とし，
資産や資源をデータ化するためのデバイスや，それら
を都市OSに連携するためのネットワークや中継機器
等から構成される。生成されるデータの例としては，
地域に設置されている様々な IoT センサ等のセンサ
デバイスから生成される河川・潮位水位等の環境デー
タ，公共交通の運行状況データ，防犯カメラ画像デー
タ，地域内の利用者が所有する自動車やスマートフォ
ンが取得する位置情報等がある。
利用者に提供するスマートシティサービスにより，

必要なスマートシティアセットが異なる。

4． リファレンスアーキテクチャの狙い・効果

上記を踏まえ，今後国内では統一されたスマートシ
ティリファレンスアーキテクチャ構築により，
① 都市課題の解決にスマートシティを活用する際

に，産官学が共通指針とすべきリファレンスを提
供する
② 都市内／間のサービス連携や各都市における成果
の横展開を容易にする。また，国内における成功
モデルを，同じ課題を抱える世界各国の都市へ展
開可能にする
③ スマートシティの共通実行環境（都市OS）上で
のサービス開発に投資を集中できるようにし，新
たなビジネスモデルの創出を促進する，といった
ことを狙い，効果を創出する
なお，このリファレンスアーキテクチャは内閣府の
Web サイトにて「ホワイトペーパー」としてまとめ
られている。また，初めて読む方，スマートシティの
検討・構築を行う方向けに「リファレンスアーキテク
チャの使い方」として理解しやすいハンドブックを公
開している（図─ 5）。
また，各地でのスマートシティの推進に向けては，
ベンダーに過度に依存するのではなく自治体や地方の
大学，産業界，地域のステークホルダーが地域課題の
解決に参画するような体制をつくっていくことが肝要
である。

5． スマートシティの普及展開に向けて～産
官学の連携の場

令和元年 8月に合計 459 の自治体・企業・研究機関
などを会員とする「スマートシティ官民連携プラット
フォーム」を 4府省（内閣府・総務省・経済産業省・

図─ 4　スマートシティのリファレンスアーキテクチャ
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国土交通省）の共同で設立した。このプラットフォー
ムには，スマートシティに関わる関係府省の他，スマー
トシティ関連の代表的な 6つの事業に採択された企
業，大学・研究機関，地方公共団体等が参加している。
具体的な事業および採択事業数としては，総務省の
「データ利活用型スマートシティ推進事業」や，国土
交通省の「スマートシティモデル事業」「日本版
MaaS 推進・支援事業」経済産業省による「パイロッ
ト地域分析事業」，内閣府地方創生推進事務局の「未

来技術社会実装事業」そして前述の内閣府「SIP アー
キテクチャ構築・実証研究事業」である。
その後，令和 2 年度の各府省事業に採択された企
業，大学・研究機関，地方公共団体等が新たに加わり，
現在（令和 2年 8 月末時点）は 536 の団体，124 のオ
ブザーバーに参加いただいている（図─ 6）。
2019 年 8 月のプラットフォーム設立以来，上記事
業を一元的に参照できるWeb サイトを作成・公開し
た。（参考：http://www.mlit.go.jp/scpf/）また，関

図─ 5　ホワイトペーパーと「リファレンスアーキテクチャの使い方」

図─ 6　スマートシティ官民連携プラットフォーム
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係府省が個別地域におけるスマートシティ事業に対す
る実装支援を実施したり，会員間で共通的な課題の検
討・対策を行う「分科会」を編成した。その他，情報
交換や自治体と企業のマッチング等を展開していく。
このプラットフォームを軸に，官民が一体となって全
国各地のスマートシティの取組を強力に推進してい
く。

6．おわりに

以上の通り，国内における情報共有の仕組みとして
の官民連携プラットフォームの形成，各地域において
効率的なスマートシティの実装に向けた共通アーキテ
クチャの構築，さらには国際展開を見据えて，海外の
都市との連携によりスマートシティの推進を行ってい
る。また，令和 2年度は「国家戦略特別区域法の一部
を改正する法律」が成立し，「まるごと未来都市」と
表現する「スーパーシティ」構想の実現に向けた取組
みも本格化していく。スマートシティの特別版と表現
するスーパーシティの推進により，全国のスマートシ
ティの検討が進むことが期待される。

Society 5.0 は抽象的な社会像を示したものである
が，各都市のデジタルトランスフォーメーションや科
学技術の活用等，スマートシティの社会実装を進めて
いくなかで，Society 5.0 の具体的なイメージを共有
し，より多様で，地域格差を克服した，人間が主役と
なった活力ある社会の実現を目指していきたい。
 

《参　　照》
SIP サイバー /アーキテクチャ構築及び実証研究の成果公表   
https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20200318siparchitecture.html

スマートシティ官民連携プラットフォーム   
https://www.mlit.go.jp/scpf/

内閣府国家戦略特区（スーパーシティ構想）   
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/supercity/
openlabo/supercitycontents.html

［筆者紹介］
土屋　俊博（つちや　としひろ）
内閣府　政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付
参事官（統合戦略担当）付　政策調査員
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行政情報

国土交通省におけるスマートシティの取組

酒　井　祐　介

国土交通省では，関係府省との連携のもと，AI，IoT 等の新技術をまちづくりに取り入れた「スマー
トシティ」の取組を積極的に推進している。具体的には，全国の牽引役となる先駆的な取組を行う「先行
モデルプロジェクト」等を選定し，プロジェクトの社会実装に向けて，財政的な支援や国土交通省らの職
員をモデルプロジェクト地区へ派遣しハンズオン支援等を実施している。本稿では，国土交通省における
スマートシティの取組について紹介する。
キーワード： Socoety5.0，スマートシティ，課題オリエンテッド，全体最適，公民連携，モデルプロジェ

クト，実行計画，社会実装

1．はじめに

少子高齢化，東京一極集中と地方の衰退等，我が国
の都市・地域を取り巻く社会経済情勢は依然として厳
しい状況にある。こうしたなか，IoT，ロボット，人
工知能（AI），ビッグデータといった社会の在り方に
影響を及ぼす新たな技術の開発が進んできており，こ
れらの先端技術をあらゆる産業や社会生活に取り入
れ，経済発展と社会的課題の解決を両立していく新た
な社会である「Society 5.0」の実現を政府として目指
しているところである。Society 5.0 とは，サイバー空
間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度
に融合させたシステムにより，経済発展と社会的課題
の解決を両立する，人間中心の社会のことであり，ス
マートシティは Society5.0 のショーケースとして中核
的な取組として位置づけられている。本稿では，我が
国におけるスマートシティの動向について概観し，国
土交通省におけるスマートシティの取組について紹介
する。

2．我が国におけるスマートシティの動向

先に述べたとおり，スマートシティは Society 5.0
のショーケースとして中核的な取組と位置づけられて
おり，各種の政府方針等においてその取組の推進が求
められている。例えば，平成 31 年 4 月に開催された
第 6回経済財政諮問会議では，「IoT 等の新技術を活
用したスマートシティをまちづくりの基本」とし，戦

略的に推進していく旨の総理発言があったほか，令和
2年 7 月に閣議決定された「統合イノベーション戦略 
2020」等では，スマートシティの実現を通じて
Society 5.0 の本格的社会実装を行うこと等が位置付け
られている。
このような状況のなか，政府としては，官房長官を
議長とする閣僚会議である統合イノベーション戦略推
進会議を司令塔に，各府省局長級のメンバーにより構
成されるイノベーション政策強化推進チームにおいて
具体の議論を重ねながら，関係府省連携と連携し，ス
マートシティの取組を進めているところである。

3．国土交通省が考えるスマートシティ

（1）スマートシティとは
国土交通省においては，平成 30 年 8 月に『スマー
トシティの実現に向けて～中間とりまとめ』を策定し
たところであり，スマートシティを『都市の抱える諸
課題に対して，ICT 等の新技術を活用しつつ，マネ
ジメント（計画，整備，管理・運営等）が行われ，全
体最適化が図られる持続可能な都市または地区』と定
義している（図─ 1）。
2010 年頃にスマートシティという用語が使われ出
した頃には，エネルギーをはじめとした「個別分野特
化型」の取組みが中心であったが，近年は，ICT・デー
タ利活用型スマートシティとして，「環境」，「エネル
ギー」，「交通」，「医療・健康」等，複数分野に幅広く
取り組む「分野横断型」を謳う取組みが増加しており，

特集＞＞＞　都市環境の整備向上，都市基盤整備
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海外では，デンマーク・コペンハーゲンの「Copenhagen 
Connecting」のほか，国家を挙げてスマートシティ
に取り組む事例が出現し，中国の「雄安新区」，シン
ガポールの「バーチャルシンガポール」などがある。

（2）スマートシティが実現する社会
生活者の視点としては，スマートシティが実現した

社会では，生活者は，物理的な距離や時間的な制約か
ら解き放たれ，削減 ･ 短縮された余剰の時間につい
て，本当に時間を使いたい活動や，付加価値の高い活
動，つまり，「人に出会い，交流の中で啓発を受ける
こと」「希有な物品の展示を見に行き，感動すること」
「共通の目的や趣味をもつコミュニティの活動に参加
し，現場でモチベーションを共有すること」などといっ
た様々なヒト・モノ・コトに出会うための経験的な活
動に対し，より多くの時間を注入できるようになる（図
─ 2）。

行政をはじめとする都市の管理者・運営者の視点と
しては，計画，整備，管理・運営の面で従来の都市管
理，経営手法とは大きく異なるプロセスが実現できる
可能性があり，具体的には①静的データ利用から動的
データの利用へ，②マクロの視点からミクロの視点
へ，③エピソードベースからエビデンスベースへ，④
分野個別の解から分野横断の解への 4つの観点で，管
理者・運営者の視点の変化が想定される（図─ 3）。

（3）スマートシティの基本コンセプト
スマートシティを推進していくにあたっての基本的
な考え方として，以下のコンセプトを掲げているとこ
ろである。
① 技術オリエンテッドから課題オリエンテッドへ
新技術によって，都市が抱える諸課題を解決するス
マートシティで重要な要素は，解決すべき課題の設定
が曖昧なままに，やみくもに技術を使うことを優先し

図─ 1　スマートシティの定義

図─ 2　生活者の視点のイメージ
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てしまうこと，つまり，技術オリエンテッドの取組み
になってしまうことである。都市に住む人のQOLの
向上がスマートシティの目指すべき目的であり，持続
可能な取組みとしていくためには，都市のどの課題を
解決するのか？何のために技術を使うのか？その技術
を使って何がしたいのか？を常に問いかけ，まちづく
りの明確なビジョン，計画を持つことや，それらの達
成にあたっては何が課題となっているのかを意識した
上で取組を進めていくことが必要である（図─ 4）。
②個別最適から全体最適へ
これまでのスマートシティの取組みにおいては，エ

ネルギー利用の最適化，気象観測データに基づく防災

情報の迅速な提供など，様々な分野で ICT 等の新技
術の導入によってこれまで想定すらできなかったよう
な最適解の発見と具体化を実現してきている。しか
し，元来，都市は多様な主体が多様な活動を行ってい
る場であり，1つの分野，あるいは 1つの主体にとっ
ての最適解が都市全体にとっての最適解にならない場
合が多々あることから，都市計画とは分野間，主体間
の総合調整，合意形成により全体最適を目指す営みそ
のものとなっており，都市全体の観点からの全体最適
を提供することをスマートシティの取組みのコンセプ
トとする（図─ 5）。全体最適化を進めるにあたって
は，各分野のデータを共通プラットフォーム上で統合

図─ 3　都市の管理者・運営者の視点イメージ

図─ 4　課題オリエンテッドの考え方

図─ 5　個別最適全体最適のイメージ
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的に管理・分析するなど，主体間の連携・協働ととも
に，データや技術を連携することが重要である。
③公共主体から公民連携へ
スマートシティの取組みを持続可能なものにしてい

くためには，ステークホルダー間で課題の認識，住民
の希望等を共通認識として持った上で都市の課題解決
に取り組まなければならない。そこで，重要となるの
が，共通の理解と認識の場となる「プラットフォーム」
となり得る協議会等である。協議会等によりまちづく
りのビジョンの策定，各々の利害やスマートシティの
重要な要素となる情報の取扱い，さらに，整備された
次世代技術の陳腐化の防止や継続的な維持更新に向け
た方針など整備以後のマネジメントまで含めた包括的
な調整をしながら，整備に向けた検討を進めていく体
制の構築が重要となる（図─ 6）。

4． 企業，自治体等からのシーズ・ニーズ提案

モデル事業の実施を含め，政府を挙げてスマートシ

ティ施策を進める上での参考とするため，民間事業者
等および地方公共団体を対象に，まちづくりに活用し
ている技術や，まちづくり上の課題に関するシーズ・
ニーズ調査を実施した。その結果，146 の企業・大学
等の団体からシーズの提案，61 の地方公共団体から
ニーズの提案（図─ 7）があり，地方公共団体のニー
ズと企業のシーズのマッチング等，各地域の取組へ活
用されることを期待する観点から，提案内容を国土交
通省都市局HPに掲載している。
（https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_
plan_tk_000044.html）

5．モデル事業の選定と実行計画の策定

（1）モデル事業の選定
先に述べたコンセプトを念頭に，平成 31 年 3 月に
都市・地域における課題の解決を図るべく，民間企業，
地方公共団体等が連携し，持続可能で分野横断的な取
組の早期実装に向けたモデル事業の募集を行った。

図─ 6　推進体制のイメージ

図─ 7　スマートシティの実現に向けたシーズ・ニーズの提案募集結果



15建設機械施工 Vol.73　No.3　March　2021

その中から，事業の熟度が高く，全国の牽引役とな
る先駆的な取組を行う「先行モデルプロジェクト」を
15 事業，選定した。また，国が重点的に支援を実施
することで事業の熟度を高め，早期の事業化を促進し
ていく「重点事業化促進プロジェクト」を 23 事業，
選定した。
また，令和 2年度もモデルプロジェクトの追加公募

を行い，先行モデルプロジェクト 7事業，重点事業化
促進プロジェクト5事業が追加で選定された（表─1，
2）。

（2）スマートシティの実装化のポイント
これらの事業に対しては，内閣府，総務省，経済産

業省，国土交通省が事務局を務めるスマートシティ官
民連携プラットフォームの枠組みを活用し，関係府省
とも連携しつつ，国土交通省らの職員をモデルプロ
ジェクト地区へ派遣し，ハンズオン支援を行っている
ところである。
このハンズオン支援等を通じて得られた知見とし

て，スマートシティを着実に推進し実装化していく上
でのポイントは以下の通りであると考えている。1つ

目が取組を牽引し，関係者間調整を担う組織・人材が
充実していることである。専門的な ICT 技術だけで
はなく，経営や行政などあらゆる専門分野間の調整を
し，取組を牽引する組織・人材が必要である。例えば，
柏市における UDCK や松山市における UDCMは，
研究機関や民間企業との連携を通じて，プロジェクト
を牽引する立場を担っている。
2つ目が官民各種のデータにおけるオープンなデー
タ領域を確保することである。例えば，ある法人にお
いては，かつてプラットフォーム上のデータをオープ
ン（公開）領域とクローズ（非公開）領域に分け，ク
ローズ領域は有償での提供を行っていた。
最後に，コンソーシアム構成員におけるデータ・導
入技術等にかかる協調領域と競争領域との区分が明確
化していることである。この際，可能な範囲で協調領
域を広く確保し，コンソーシアム構成員相互に保有す
るデータ，導入技術を共有することが必要である。例
えば，東京都千代田区大丸有エリアでは，業種を超え
てコンソーシアム構成員が保有する電力使用量や人々
の消費活動データ等を共有し，新たなサービスを創出
する社会実験を民間イノベーションプラットフォーム
で検討している。

表─ 1　先行モデルプロジェクト一覧 表─ 2　重点事業化促進プロジェクト一覧

※灰色はR2年度に追加選定された地区



16 建設機械施工 Vol.73　No.3　March　2021

（3）実行計画の策定
こうしたハンズオン支援や資金面での支援を行って

きたところ，令和元年度に選定された 15 の先行モデ
ルプロジェクトにおいては，都市・地域における将来
像，将来像の実現にむけた課題・取組，取組の社会実
装に向けたロードマップ，社会実装後の持続可能な取
組体制等を示した「スマートシティ実行計画」が策定
されたところである。各事業の概要については以下の
URLを参照されたい。
（https://www.mlit.go.jp/report/press/toshi07_hh_ 
000154.html）
今後，この実行計画に基づき，各地でスマートシティ
が社会実装されるよう，関係府省連携のもと，引き続
き支援していく所存である。

6．おわりに

これまで国土交通省におけるスマートシティの取組
等について概観してきた。
引き続き，これらの取組を通じ，関係省庁と連携し
ながらスマートシティの取組を推進していく所存であ
る。
 

［筆者紹介］
酒井　祐介（さかい　ゆうすけ）
国土交通省
都市局　都市計画課　都市計画調査室
課長補佐
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行政情報

道路ビジョン「2040 年，道路の景色が変わる」
人々の幸せにつながる道路に向けて

藤　浪　武　志

国土交通省では，社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会の提言として，令和 2年 6月に「2040 年，
道路の景色が変わる」を発表した。「2040 年，道路の景色が変わる」は，ポストコロナの新しい生活様式
を見据えながら，道路政策を通じて実現を目指す未来・社会像と中長期的な政策ビジョンとしてとりまと
めたものである。本稿では，本ビジョンの概要や，実現に向けての課題等について紹介する。
キーワード：道路，ビジョン，ポストコロナ，政策，技術革新

1．はじめに

現代社会は，あらゆるものが変化し，不確実性，複
雑性，曖昧さが増している。コロナ禍のように突如発
生するパンデミックや急速に進む技術革新など，予測
困難な事象が多数存在し，明確な未来を見通すことは
極めて難しい状況である。しかし，未来は必然的にも
たらされるものではなく，我々が積み重ねる意志決定
により作り上げるべきものではないだろうか。
国土交通省では，社会資本整備審議会道路分科会基

本政策部会の提言として，ポストコロナの新しい生活
様式を見据えながら，「2040 年，道路の景色が変わる」
と題し，道路政策を通じて実現を目指す未来・社会像
と中長期的な政策ビジョンをとりまとめた。
本ビジョンの策定にあたっては，有識者の意見に加

え，新たな試みとして，中堅職員の提言も反映するな
ど，これまでとは異なるプロセスを採用した。

2． 道路の役割再考　～「進化」と「回帰」～

2015 年 9 月の国連サミットで採択された，2030 年
までに持続可能でよりよい世界を目指す「SDGs」は，
「誰一人取り残さない」をスローガンとして掲げ，地
球上のすべての人々の幸せの実現を目指すものであ
る。本ビジョンでも，「人々の幸せの実現」を道路政
策の原点に置き，道路が果たすべき役割を再考した。
道路の役割の 1つは，移動のための空間の提供であ

る。過去 20 年間を振り返れば，移動の効率性，安全
性等の社会的課題に改善が見られるものの，解消まで
には至っていない。一方，技術革新により，人・モノ・

サービスの移動の効率性，安全性を極限まで高めた道
路へ進化するチャンスを迎えているといえる。
道路は，人々が交流しコミュニケーションを育む場
でもある。かつて道路は，子供の遊び場や大人の井戸
端会議の場としても活用されていた。私たちの幸せの
実現のためには，道路を人々が滞在し交流できる空間
に回帰することが求められているのではないだろう
か。

3． 道路の景色はどう変わる？  
～ 5つの将来像～

ビジョン策定のにあたり，デジタル革命の進展，価
値観やライフスタイルの多様化等に伴い，私たちの「移
動」がどのように変わり，「道路の景色」がどう変化
するのか，5つの将来像を予測した。

（1）通勤帰宅ラッシュが消滅
通信の高速大容量化が進展しバーチャルコミュニ
ケーションが可能となり，満員電車による通勤等の義
務的な移動が激減すると予測される。居住地から職場
までの距離制約が無くなり，自然や観光資源の豊かな
郊外や地方への移住・定住が増加するであろう。

（2）公園のような道路に人が溢れる
旅行や健康のためのウォーキング等，楽しむ移動が
増加すると予測される。道路空間が，人が外出したく
なる壮大な「アメニティ空間」となり，道路空間が変
わることで，まちそのものの景色も変わるであろう。

特集＞＞＞　都市環境の整備向上，都市基盤整備
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（3）人・モノの移動が自動化・無人化
自動運転の普及により交通事故は劇的に減少すると

ともに，マイカー所有からシェアリングが中心となる
と予測される。自動化の進展が無人物流を普及させ，
「小型自動ロボット」等が道路を走り回るであろう。

（4）店舗（サービス）そのものが移動
完全自動運転化により，飲食店や医院などの小型店

舗型サービスが道路上を移動するようになるであろ
う。中山間地域では，移動小型店舗が道の駅等と連携
し，買い物や医療などの日常生活を支えるであろう。

（5）災害時に被災する道路から救援する道路へ
災害発生時に道路ネットワークが速やかに災害モー

ドに切り替わり，避難，救援，物資輸送等に係る交通
が確実にモニタリング・誘導され，人命救助，被災地
の速やかな復旧に最大限力を発揮するであろう。

4． 道路行政が目指す「持続可能な社会の姿」
と「政策の方向性」

以上のシナリオを踏まえ，概ね 20 年後を見据え，
道路政策を通じて実現を目指す 3つの社会像と政策の
方向性を提案した。

（1） 日本全国どこにいても，誰もが自由に移動，交
流，社会参加できる社会

今後，都市でも中山間地域でも，人口は減少するが，
そこに住む人の生活・生業が持続可能となるような地
域社会を形成する必要がある。新技術を活用し道路
サービスを高度化することで，すべての人が交通事故
や渋滞の心配なく自由に移動し，交流や社会参加によ
り幸せを実感できる社会の構築を目指す。
①国土がフル稼働し，国土の恵みを享受（図─ 1）
全国を連絡する幹線道路ネットワークと高度な交通
マネジメントにより，日本各地で人が自由に居住し，

図─ 1　「国土がフル稼働し国土の恵みを享受」の具体イメージ
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移動し，活動する。
②マイカーなしでも便利に移動できる道路（図─ 2）
マイカーを持たなくても便利に移動できるモビリ

ティサービス（MaaS）がすべての人に移動手段を提
供する。
③交通事故ゼロ（図─ 3）
人と車両が空間をシェアしながらも，安全で快適に

移動や滞在ができるユニバーサルデザインの道路が，
交通事故のない生活空間を形成する。
④行きたくなる，居たくなる道路（図─ 4）
まちのメインストリートが，行きたくなる，居たく

なる美しい道路に生まれ変わり，賑わいに溢れたコ
ミュニティ空間を創出する。

（2） 世界と人やモノが行き交うことで経済の活力
を生み出す社会

社会の持続可能性を高めるためには，経済成長が不
可欠である。海外から人・モノ・サービスを呼び込み，
国内に広く流動させるとともに，日本からも海外に人・
モノが積極的に進出することで，経済の活力を生み出
す必要がある。世界と人やモノ，サービスが行き交う
活力あふれる社会の構築を目指す。

図─ 2　「マイカーなしでも便利に移動できる道路」の具体イメージ

図─ 3　「交通事故ゼロ」の具体イメージ
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⑤世界に選ばれる都市へ（図─ 5）
卓越したモビリティサービスや賑わいと交流の場を

提供する道路空間が，投資を呼び込む国際都市として
の魅力を向上させる。
⑥持続可能な物流システム（図─ 6）
自動運転トラックによる幹線輸送，ラストマイルに

おけるロボット配送等により省人化された物流システ
ムが平時や災害時を含め持続可能なシステムとして機
能。
⑦世界の観光客を魅了（図─ 7）
日本風景街道，ナショナルサイクルルート，道の駅
等が国内外から観光客が訪れる拠点となり，多言語道

図─ 4　「行きたくなる，居たくなる道路」の具体イメージ

図─ 5　「世界に選ばれる都市へ」の具体イメージ
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案内等きめ細かなサービス提供により外国人観光客や
外国人定住者の利便性・満足度が向上。

（3） 国土の災害脆弱性とインフラ老朽化を克服し
た安全に安心して暮らせる社会

災害は日本が持続的な成長を目指す上で大きな課題
である。国土の災害脆弱性や気候変動，インフラ老朽
化という課題を克服し，誰もが安全に安心して暮らせ
る社会の構築を目指す。

⑧災害から人や暮らしを守る道路（図─ 8）
激甚化・広域化する災害に対し，耐災害性を備えた
幹線道路ネットワークが被災地への人流・物流を途絶
させることなく確保し，人命や経済の損失を最小化。
⑨道路交通の低炭素化（図─ 9）
電気自動車や燃料電池自動車，公共交通や自転車の
ベストミックスによる低炭素道路交通システムが，地
球温暖化の進行を抑制。

図─ 6　「持続可能な物流システム」の具体イメージ

図─ 7　「世界の観光客を魅了」の具体イメージ
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⑩道路ネットワークの長寿命化（図─ 10）
新技術の導入により効率化・高度化された予防保全

型メンテナンスにより，道路ネットワークが持続的に
機能。

5．ビジョン実現に向けた課題

ビジョンを実現するためには，次に示す課題につい
て議論を深め，具体的に取り組む必要がある。
①道路行政のデジタルトランスフォーメーション
Society 5.0 の実現のため，道路行政においても，計

図─ 8　「災害から人や暮らしを守る道路」の具体イメージ

図─ 9　「道路交通の低炭素化」の具体イメージ
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画・整備・運用・維持管理等の一連の業務プロセスの
デジタル化，スマート化を推進し，業務の効率性改善
や新たな価値創出に取り組む必要がある。
②ビッグデータやAI の利活用
交通やメンテナンス等のビッグデータの取得や利活

用を産官学が連携して推進し，ビッグデータのプラッ
トフォーム構築やルールづくりを行うとともに，デー
タサイエンスに係る技術力向上を図る必要がある。
③新技術の開発・活用
オープンイノベーションを推進するとともに，新技

術を積極的に活用する必要がある。道路はインフラと
しての従来の役割に加え，人やモビリティと生活をつ
なぐ通信・エネルギーインフラとしての役割が重要と
なる。そのため，産官学が連携して戦略的に研究開発
を行う体制を構築する必要がある。
④多様な主体・計画との連携
国民や利用者の方々から道路空間のあり方について

幅広く意見を聴取する必要がある。道路協力団体等か
ら地域独自の知恵をいただくことも重要である。道路
を通じ，住民の方々に道路との関わりを感じてもらう
工夫を検討していく必要がある。
⑤本ビジョンに対する理解と共感
道路ストックを最大限活用するため，ソフト施策の

充実を図る必要がある。 道路に対する愛着を持って
いただくため，道路の歴史や文化的価値の発信も含め
分かりやすい情報発信やコミュニケーションに努める

必要がある。
⑥予算・財源
道路の着実な整備・管理のため，安定的・持続的な
確保が重要である。今後増大が予想される道路の維持
修繕・更新の費用の他，自動運転やコネクテッドカー
の進展に伴い増大するデータ通信費用の負担のあり方
についても検討が必要である。受益と負担の考え方に
より，必要な予算・財源について検討する必要がある。

6．おわりに

本ビジョンにより，皆様とともに，将来の道路の役
割や景色をどう変えていくべきかを考えるきっかけに
したいと考えている。道路政策関係者のみならず，関
係省庁，地方公共団体，産業界，大学等研究機関，民
間団体等とも議論や連携，具体的取り組みを進め，道
路政策のさらなる深化につなげてく所存である。
 

［筆者紹介］
藤浪　武志（ふじなみ　たけし）
国土交通省　道路局　企画課
課長補佐

図─ 10　「道路ネットワークの長寿命化」の具体イメージ
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行政情報

災害に強い首都「東京」形成ビジョン

山　本　浄　二・河　野　禎　徳

首都「東京」は，我が国の社会経済活動の中心であり，都市機能が高度に集積する一方，海面水位より
低いゼロメートル地帯に市街地が形成され，また密集市街地が広がるなど，洪水・地震等に対する災害リ
スクが極めて高い地域である。このことから，大規模洪水や首都直下地震等による壊滅的な被害の発生を
回避できるよう，国と東京都がハード・ソフト両面から防災まちづくりを強力に推進するため『災害に強
い首都「東京」形成ビジョン』を取りまとめた。本稿では，水害対策として高台・建物群を創出する「高
台まちづくり」，地震対策として木造住宅密集地域における防災性の向上と魅力的な街並みの形成等を中
心に紹介する。
キーワード： 首都「東京」，ゼロメートル地帯，防災まちづくり，高台まちづくり，木造住宅密集地域

1．はじめに

首都「東京」は，都市機能が高度に集積する我が国
の社会経済活動の中心であるとともに，海面水位より
低い地域等に市街地が形成され，また，密集市街地が
広がるなど，洪水・地震等の自然災害に対するリスク
が極めて高い地域である。
水害については，令和 2年 7月豪雨，令和元年東日

本台風等，近年，毎年のように全国で甚大な被害が発
生している。万が一，荒川や江戸川等が決壊した場合
には，いわゆるゼロメートル地帯等を中心に，広域で
長期間にわたる壊滅的な被害が想定されている（図─
1）。また，地震災害については，首都直下地震の発
生確率が今後 30 年間で約 70％と，極めて危険性，切
迫性が高まっており，特に区部木造住宅密集地域で，
建物倒壊や焼失などによる大きな被害が発生すること
が想定されている。
これらの自然災害が，首都「東京」でひとたび発生

すると，多くの人命が失われるとともに，社会経済活
動が麻痺し，ひいては我が国全体や世界全体に影響を
及ぼすおそれがある。
これまでも，このような洪水・地震等に備えて，堤

防や洪水調節施設等の整備，住宅の不燃化・耐震化，
防災生活道路の整備等のハード対策に加えて，避難対
策等のソフト対策を着実に進めてきているものの，今
後，地球温暖化に伴う気候変動による降雨量の増大，
平均海面水位の上昇等や，首都直下地震の発生確率の

増加等を踏まえると，東京の災害リスクはますます高
まると考えられる。さらに，今年，新型コロナウイル
ス感染症により，経済活動等に未曽有の影響が生じて
いるが，このような状況下で大規模災害が発生すると，
感染症との複合災害になり，国民・都民の生活や社会
経済活動は混迷を極めることが容易に想像できる。
まさに今，国民・都民の命と暮らしを守り，首都「東
京」を守り，そして厳しい国際都市間競争にも対応で
きる抜本的な防災・減災対策を，水害対策，地震対策
の両面で考える必要性に迫られている。 
このような認識のもと，昨年，国土交通大臣と東京
都知事が防災まちづくりの先進地域である高規格堤防
整備と市街地再開発を一体的に実施した江戸川区小松
川地区を合同視察したことをきっかけとして，首都「東

特集＞＞＞　都市環境の整備向上，都市基盤整備

図─ 1　荒川洪水浸水想定区域図（浸水継続時間）
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京」において大規模洪水や首都直下地震等による壊滅
的な被害の発生を回避できるよう，ハード・ソフト両
面から防災まちづくりを強力に推進するため，国と東
京都が一緒になって『災害に強い首都「東京」の形成
に向けた連絡会議』（座長：国土交通省 山田技監，副
座長：東京都 佐藤都技監（現在は上野都技監））を令
和 2年 1 月に設置した。その後，令和 2年 12 月に第
4 回を開催し，「高台まちづくり」の推進や，密集市
街地の改善の推進等を内容とした『災害に強い首都「東
京」形成ビジョン』を取りまとめた（写真─ 1，2）。

2．これまでの取組と課題

（1）水害対策
東京を流れる河川においては，古くから堤防や洪水

調節池等の治水施設の整備を進めてきているものの，
ゼロメートル地帯を貫流する荒川において，河川整備
の最終目標である年超過確率 1/200 の洪水に対し，概
ね 30 年の整備の目標が年超過確率概ね 1/100 である
カスリーン台風と同規模の洪水が発生しても災害の発
生の防止を図ることとしている。またゼロメートル地
帯等を守る高規格堤防については，全ての形状を含む
整備済み延長は荒川で 6.2 km（12％），江戸川で 1.9 km
（8.4％），また，そのうち高規格堤防の基本的な断面形
状が確保された区間延長は荒川で 0.7 km（1.4％），江
戸川で 0.6 km（2.9％）の整備にとどまるなど，治水

施設の整備は未だ途上である。また，整備完了後であっ
ても施設の能力を上回る洪水等が発生するおそれがあ
り，さらに気候変動により，産業革命以前と比べて世
界の平均地上気温を 2℃に抑えるシナリオでも，洪水
の流量は約1.2倍，発生頻度は約2倍と試算されている。
施設の能力を上回る洪水が発生し，堤防が決壊する
と，荒川，江戸川等の洪水浸水想定区域内に約 315 万
人の都民が暮らし，民間企業等も多く位置するゼロ
メートル地帯等では，広範囲が浸水し，また 2週間以
上浸水が継続することとなるが，域内の避難場所等は
不足し，また建物等の浸水しない上階に垂直避難した
としてもライフラインの長期停止により生活環境の維
持が困難な状況に陥る。また，様々な企業等が浸水し，
経済活動が停滞することとなる。
江東 5区においては広域避難の取組を開始したとこ
ろであるが，令和元年東日本台風を受け，広域避難の
実施について，公共交通機関の早期計画運休の定着に
よる移動手段の確保の問題や，広域での被災が予測さ
れる場合の避難先を示すことの難しさなど，多くの課
題が明らかになったところである。
このような事態に備え，超過洪水対策としての高規
格堤防の整備や，大規模水害時の広域避難の検討など
を進めているものの，大規模氾濫に対して安全なまち
づくりの全体像や対策は明確になっていない。
また，例えば，平成 28年度に東京商工会議所が会員
企業に対して行ったアンケート調査によれば荒川右岸
低地氾濫の被害想定の認知度は 28％，同年度に中央防
災会議洪水・高潮氾濫からの大規模・広域避難検討
WGが 20歳以上の江東 5区居住者に対して行ったイン
ターネット調査によれば大規模水害時に自宅にとどまっ
た場合，ライフラインが途絶した環境で，数週間から数
か月の滞在を強いられる可能性があることの認知度は
31％にとどまるなど，大規模水害時に発生する事態やそ
の影響など，水害リスクについての認識が十分でない。

（2）地震対策
無接道敷地，敷地狭小，権利関係の複雑さ等により
建替えが進まない街区があるとともに，住宅所有者や
賃貸人が高齢者の場合，経済的事情，建替え意欲の減
退，高齢者を理由とする入居制限等から建替えが進ん
でいない，新築や建替えが行われても不燃化が進まな
い場合がある。また，ブロック塀や電柱の倒壊により災
害時の消火・救援活動に支障をきたす生活道路がある。
さらに，複雑化する権利者のニーズや，マンパワー
不足等により，行政のみによる取組に限界が生じてい
るとともに，木造住宅密集地域の解消では，防災性の

写真─ 1　赤羽国土交通大臣（第 1回連絡会議）

写真─ 2　小池東京都知事（第 1回連絡会議）
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向上とともに良質な街並みの住宅市街地とする視点や
地域での消火や避難などの総合的な地域防災力を引き
続き向上させる必要がある。

3．基本的な考え方

（1）全般
これまで水害対策として堤防や洪水調節施設等の整

備，地震対策として建築物の耐震化の促進など，それ
ぞれにおいて様々な施策に取り組んできたところであ
るが，近年の大規模災害の危険性，切迫性の高まりや，
首都「東京」ならではの想定被害の甚大さを踏まえる
と，点や線での対策に加え，面的な対策としての「防
災まちづくり」の一層の推進を図る必要がある。
また，災害リスクの高まりだけでなく，人口減少・

超高齢化，都市基盤や建物等の老朽化・陳腐化の進行
など，様々な課題に直面しており，これらにも対応し
たまちづくりが求められている。
一方で，東京の市街地は高密度，高層に形成されて

おり，面的に対策を進めるにあたっては，関係する住
民や地権者，民間企業等が極めて多いことから，住民
等に対し，災害リスク等の周知を，様々な機会を活用
して丁寧に進めるとともに，非日常的な「防災」だけ
でなく，日常としての「生活環境」，「自然環境」及び
「都市経営」などの多様な観点も含めたまちづくりに
関する情報提供等の啓発活動を行い，まちづくりの機
運を高めることが必要である。
また，まちづくり協議会等への積極的な参画・支援

等を通じ，地元住民との協働により，各種の事業や規
制・誘導策の展開を図ることにより，安全で安心，か
つ魅力的なまちづくり，すなわち「防災“も”まちづ
くり」を推進することが必要である。

（2）水害対策
堤防や洪水調節施設等の治水施設の整備は途上であ

るにもかかわらず，気候変動により降雨量や洪水流量
の増大，洪水の発生頻度の増加，平均海面水位の上昇
等により水害リスクが増加する。このため，治水施設の
整備を加速化させ，治水安全度の向上，大規模氾濫の
発生リスクの低減を図り，少しでも安全な市街地にす
る。また，海面水位よりも低いゼロメートル地帯では，
地震による堤防沈下・崩落等により，洪水等の発生とは
無関係に大水害が発生するおそれがあることから，堤
防や排水機場等の治水施設の耐震・耐水化を推進する。
一方で，治水施設の能力には限界があり，施設では

防ぎきれない大洪水は必ず発生し，万が一，多くの人

が暮らすゼロメートル地帯等で堤防が決壊すると，広
範囲で浸水が発生し，2週間以上浸水が継続すること
になる。
このため，川沿い（沿川）では，まちづくりに関す
る計画等を踏まえ，越水しても堤防が決壊せず浸水時
の緊急的な避難高台にもなる高規格堤防をまちづくり
等と連携し整備するとともに，公園等を高台化するな
ど様々な手法を用いて，高台づくりを進める。また，
域内においても命の安全が確保でき，ライフラインが
長期停止しても最低限の避難生活水準が確保できる避
難スペースの整備・確保を進める。さらに，浸水発生
時であっても，社会経済活動が長期に完全停止するこ
となく，一定程度継続することができる建物群を整備
する。これらにより線的・面的につながった高台・建
物群を創出し，「高台まちづくり」を推進する。
また，広域避難のあり方についての検討を引き続き
行うとともに，垂直避難により孤立した避難者の迅速
な救助，社会経済活動の早期の復旧，さらには広域避
難対象者を減らすよう，排水対策の強化に努める。

（3）地震対策
安全で良質な市街地を形成するため，防災生活道路
等の基盤整備，建築物の不燃化・耐震化，共同化，防
災活動拠点の整備，計画的な土地利用などにより，市
街地の状況に応じた防災性の向上を図ることが必要で
ある。このため，整備地域においては，引き続き延焼
遮断帯で囲まれた防災生活圏を基本的な単位として，
防災の観点から市街地整備の優先度を位置付け，地域
の特性に応じて事業や規制・誘導策を効果的に組み合
わせて，展開していく。
また，木造住宅密集地域では，地区計画等による敷
地面積の最低限度の設定や市街地状況に応じた防火規
制を促進していく。
加えて，これらの取組に併せて，地域の特性を生か
した魅力的な街並みの住宅市街地への再生，緑化の促
進などにも取り組んでいく。
さらに，総合的な地域防災力の向上を図るため，防
火防災訓練の推進や新たな消防水利の確保，避難場所
の確保の取組も進める。

4．水害対策の取組方策

（1）堤防，洪水調節施設等の整備・強化の推進
気候変動により激甚化・頻発化する水害から，国民・
都民の生命と暮らしを守るために，河川管理者等が主
体となって行う治水施設の整備等をこれまで以上に推
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進する。
1）洪水調節施設の整備の推進
2）橋梁架替，橋梁部周辺対策の推進
3） 堤防等の治水施設の整備・強化や流域対策（貯留・
浸透施設の設置）の推進

（2） 高台まちづくりの推進（線的・面的につながっ
た高台・建物群の創出）（図─ 2）

治水施設の整備を加速化させるものの，施設では防
ぎきれない大洪水等が発生し，大規模氾濫が発生して
も，命の安全・最低限の避難生活水準が確保され，さ
らには社会経済活動が一定程度継続することができる
よう，まちづくりを担う地方公共団体等と河川管理者
が一体となって，まちづくりや避難に関する計画等を
踏まえつつ，高台まちづくりを推進する。
1）計画策定による誘導
2） 土地区画整理，公園，高規格堤防等の整備によ
る高台づくり

3） 避難スペースを確保した建築物等の整備・確保
4） 建築物から浸水区域外への移動を可能とする通
路の整備

5）民間活力を活用した建築物，高台の整備
6）復旧・復興の迅速化
7）高台まちづくりの実践

（3）広域避難等
令和元年東日本台風を踏まえた広域避難（垂直避難
の活用を含む）のあり方検討について，内閣府と都で
共同設置した検討会における検討結果や地元区が策定
する水害に関する構想・計画等と，本ビジョンで示す
高台まちづくりとの整合を図るなど，関係機関が連携
し，高台まちづくりの推進と，これらの取組を踏まえ
た広域避難（垂直避難の活用を含む）の実効性の向上
に努める。

（4）住民，企業等の意識啓発
ゼロメートル地帯等において大規模水害時に発生す
る事態やその影響など，水害リスクについての認識が
必ずしも十分ではないため，このような水害リスクを
踏まえて取り組む高台まちづくりの推進や広域避難の
あり方について，関係機関が連携し，住民や民間事業
者等への周知や説明，意見交換などを丁寧に進め，意
識啓発・理解促進に努める。

5．地震対策の取組方策（図─ 3）

（1）無接道敷地の解消等による不燃化建替えの促進
（2）高齢化の進行等に対応した取組
（3）規制誘導による不燃化の促進
（4） 災害時の活動を円滑化する道路の整備及び閉塞

図─ 2　高台まちづくりのイメージ
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防止の推進
（5） 民間事業者による基盤整備事業，住宅整備事業

等の実施の誘導
（6） 防災性の向上と良質な街並みの維持・形成を両

輪とした密集市街地の改善の推進
（7）総合的な地域防災力の向上

6．おわりに

本ビジョンにおける取組は，今後，地球温暖化に伴
う水害リスクの高まりなどの新たな課題にも立ち向か
う必要があることを踏まえ，まちづくりに「防災」の
観点を明確に取り込むこととしたものであり，これは
一朝一夕に完結するものではなく，100 年先，1,000
年先をも意識して取り組む必要がある。
このためには，都市計画や河川整備計画などの上位

の法定計画に防災まちづくりを位置付けるだけでな
く，防災まちづくりを現場で実際に進めることも必要
である。また，計画策定だけでなく，防災まちづくり
を現場で実際に進めることも必要である。
水害対策においては，地域ごとの水害リスク等を踏

まえた高台まちづくりのあり方の検討や，モデル地区
を設定し，具体の地域における高台まちづくりの実践
を進めるとともに，これらの過程で新たに生じた課題
等に対して速やかに解決策を模索することとする。ま
た，地震対策においては，具体的な取組方策を実践す
る現場である地元区との連携を深め，国や東京都の取
組の更なる改善につなげていく。
このため，国と東京都において，設定したモデル地
区等における検討・進捗状況の共有や，新たに生じた
課題等を踏まえた具体的な取組方策等についての更な
る検討を進めるとともに，それらの状況に応じてビ
ジョンの改定を適宜行っていく。
 

［筆者紹介］
山本　浄二（やまもと　じょうじ）
国土交通省
水管理・国土保全局　治水課　流域減災推進室
課長補佐

河野　禎徳（かわの　よしのり）
東京都
市街地整備部　防災都市づくり課　
統括課長代理（防災計画担当）

図─ 3　地震対策の取組イメージ
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世帯数急減を前提とした今後の地方都市の
都市計画と都市基盤整備の進め方

樋　口　　　秀

日本国内では人口減少に続き大規模な世帯数の減少が見込まれている。新潟県を含む 20 道県では世帯
数が 2040 年に 2015 年比で 0.85 に急減し，あと僅か 20 年で 168 万世帯分の住宅が不要になる。都市計画
の分野では従来の都市計画マスタープランに加えて都市再生特別措置法に基づく「立地適正化計画」を策
定し，防災を考慮した多極ネットワーク型コンパクトシティを目指して「都市機能誘導区域」と「居住誘
導区域」を独自に設定している。しかし，新規住宅取得者をはじめ社会全体で同じ方向に向かっていると
はいいがたい。市街地をコンパクトに保つことは，都市基盤整備の質の確保と優先度検討，高齢者の移動
確保や都市経営の面からも重要であり世帯数急減への対処からは必須といえる。本稿では地方都市の将来
像を決定する「都市計画」の目標設定のあり方を紹介する。
キーワード：世帯数減少，立地適正化計画，多極ネットワーク型コンパクトシティ，誘導区域，まちなか居住

1．はじめに

我が国の人口は 2008 年に 12,808 万人のピークに達
した後，現在は急激な右肩下がりの超長期的な人口減
少局面に突入している。ピークから 12 年を経た 2020
年から今年 2021 年にかけて「想定外」の新型ウイル
スによるパンデミックが発生し，国内外で多数の感染
者と死者が急増して大問題となっている。まずは，医
療関係に従事される方々とそのご家族，ご関係の皆様
へ深く敬意を表するとともに，故人のご冥福と罹患者
の方々へお見舞い申し上げたい。そして，感染拡大の
防止と国難の克服に国民全員で取り組まなければなら
ない。一方で，この感染終息後には，背後に迫る日本
全体を覆う人口減少（世帯数減少）が大きな問題となっ
てのしかかってくるため，社会全体で「想定内」とし
てこの問題に備えておかなければならない。
本稿の読者は，昭和 30 年代から 50 年代に生まれた

方々が大半だと思われるが，この世代は青年期や幼少
期に右肩上がりの社会を経験しているため，「増加」，
「拡大」が目標となることに違和感もなく現在でもそ
の目標設定に賛同できる世代であろう。逆に「減少」，
「縮小」と言われると弱腰で怠けているように感じる
方も多いかもしれない。しかし日本の人口減少は不可
避である。気候変動の影響で大規模な自然災害も多発
しているが，人口減少が続く社会の中で，どのように
住民の生活を守り，社会経済を保っていくのか，本特

集号のテーマである「都市基盤整備」はその重要な使
命を担っている。本稿では所属大学のある新潟県に主
眼を置きつつ地方都市の将来像を決定する「都市計画」
の目標設定のあり方について考察したい。

2．人口減少から世帯数の減少へ

人口のピークから 10 年以上も経過して重大な局面
にいるのに，社会全体が大きな問題と捉えきれていな
いのは非常に心配である。太陽との距離が最小になる
夏至は 6月下旬でありながら最も暑い日は 8月ごろに
なるようなズレによるものかもしれない。都市計画で
は都市計画区域や市街化区域などの「人口」と「人口
密度」が大きな意味を持っているが，地域コミュニティ
や「市街地」の大きさを決定するのは「世帯数」であ
る。祖父母と両親，子供 2人が世帯を構成し 6人で 1
軒の住宅に住んでいたとしよう。年数を経て祖父母が
他界し，子供たちが独立して地域外に転出すると両親
のみが残される。さらに年数が経過し親が片方のみと
なると，その住宅の居住者は 1人となる。人口の変化
からみると 5人の減少となり大きな変化であるが，世
帯数で見ると 1という数字に変化はなく，住宅もその
まま居住者がいて地域の構成員になっている。1人で
も居住者がいれば電気，水道の契約は継続され，町内
会費も収めるし，地域を支える貴重な人材にもなりう
る。しかし最後の 1人がいなくなると，世帯が消滅す

特集＞＞＞　都市環境の整備向上，都市基盤整備
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る。回覧板のリレーは途切れ，居住者のいない住宅は
空き家となる。管理されない空き家は地域に多大な問
題を投げかけることとなる。空き家に新しい居住者（世
帯）がうまく入れば問題がないように見えるが，その
居住者（世帯）はどこからかの移動であるため，大き
く見れば± 0である。移動先は埋まっても移動元の住
宅は空き家となってしまう。
国立社会保障・人口問題研究所は，『日本の世帯数
の将来推計（全国推計）』（2018（平成 30）年推計）で
「世帯総数は 2015 年の 5,333 万世帯から増加し，2023 
年の 5,419 万世帯でピークを迎えるが，その後は減少
に転じ 2040 年には 5,076 万世帯まで減る。」と予測し
ている（図─ 1）。本稿で取り上げる新潟は 2015 年以
降すでに減少局面に入っており，2040 年には 76.1 万
世帯で 2015 年比では 8.6 万世帯の減少となる。全国
でみると 2023 年まで増加するのは，先の 6人家族の
例でみると子供たち 2人がそれぞれ独立して新しい世
帯（単独を含む）を構成する動きが今のところ継続し
ているため，全体で若干増加しているのである。しか
し，そのような動きを含めたとしても，2040 年には
2015 年に比べて 257 万世帯も減少し，その後も世帯
数の減少は継続する。猛暑は夏至から少し時間をおい
てやってきても秋には和らぐのだが，残念ながら日本
の人口減少・世帯数減少は少産多死社会が継続するた
め時間がたっても和らぐことがない。
日本全体に及ぶ世帯数の減少であるが，この減少は

47 都道府県によって多少異なる状況が予測されてい
る。同研究所の『日本の世帯数の将来推計（都道府県
別推計）』（2019 年推計）結果を用いて，2015 年から
2040 年の変化率でクラスター分析（ward 法）を実行
すると大きく 3つのグループに分かれる（図─ 2）。
Aグループは本稿で取り上げる新潟をはじめ秋田，
青森，高知，北海道など 20 道県，Bグループは政令

図─ 1　全国及び新潟県の将来世帯数推計（2015 年～ 2040 年）

図─ 2　�2015-2040世帯数変化率による47都道府県クラスター分析結果・
デンドログラム

図─ 3　3グループ別世帯数推移（対 2015 年比）

指定都市を含む広島，大阪，宮城，兵庫など 19 府県，
Cグループは首都東京を含め沖縄，愛知，千葉，福岡
など 8都県となった。デンドログラムからAグルー
プはB・Cグループと大きく離れており，他とは動き
が異なることがわかる。グループ別に世帯数の変化を
2015 年比でみると，Cグループは平均値で 2040 年に
なっても増加（1.02）しており，Bグループは減少す
るもののその幅は小さい（図─ 3）。一方でAグルー
プは 2020 年には 0.99 と大きな減少はみられないが，
2030 年に 0.94，2040 年には 0.85 へと急減し，Aグルー
プ全体（20 道県）で 168 万世帯が減少する。言い換
えればAグループの 20 道県では，あと僅か 20 年で
168 万世帯分の住宅が不要になる。先述のように世帯
数の減少は市街地・地域に極めて大きな変化をもたら
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すため，都市計画でも「想定内」としての対応が必須
となる。

3．都市計画マスタープランと立地適正化計画

都市計画には，まず都道府県が市街化を積極的に誘
導する「市街化区域」と，その反対に市街化を抑制す
る「市街化調整区域」に区分する区域区分の有無を含
めて都市計画区域ごとに今後の方針を示した「都市計
画区域マスタープラン」がある。次に，それに即して
各市町村がそれぞれ自地域内の都市計画の方針を示し
た「市町村マスタープラン」がある。どちらも 10～
20 年程度の長期を想定した「都市づくり」の方向性
を示すものであり，都市計画に関する各種事業や規制・
誘導はこれに従うことが求められる。前者は2000年，
後者はそれよりも前の 1992 年に都市計画法に位置付
けられたものである。人口増加時の市街地の新規整備
や新たな道路等を整備する際にはその位置づけや妥当
性を決定する有効なマスタープランであった（図─
4）。一方で，今後の人口減少や度重なる自然災害で
の被害軽減を目指して，2014 年には都市再生特別措
置法が改正されて「立地適正化計画」制度が創設され
た。目標とされているのは「多極ネットワーク型コン
パクトシティ」であり，人口減少が見込まれる市街化
区域（非線引きでは用途地域）の内側に都市機能を積

図─ 4　�長岡市都市計画マスタープラン・将来市街地構造図（2017 年 3
月改定版）

図─ 5　立地適正化計画のイメージ（長岡市立地適正化計画・2017 年 3月）

図─ 6　長岡市立地適正化計画（2017 年 3月）

極的に誘導する「都市機能誘導区域」を設定し，その
周囲に居住人口密度を維持した「居住誘導区域」を設
定する計画である（図─ 5，6）。特に高齢者を念頭に
公共交通の利便性が高く，歩いて暮らせるエリアで居
住してもらおうという狙いがある。世帯数の急激な減
少が見込まれる新潟県では 2020 年 7 月末現在，30 市
町村中 18 市町で立地適正化計画が策定（策定中 3市
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含む）されており，全国の中でも高い策定率である。
今後の都市基盤整備はこれらの誘導区域内での積極的
な展開が望まれる。

4． 立地適正化計画による中心拠点と中心市街
地の関係

立地適正化計画では，都市計画区域内に複数の拠点
を設定し，その拠点間を公共交通で結ぶことが目指さ
れている。コンパクトシティを目標とする自治体に
とっては将来の目標像を示す重要なツールだといえ
る。特に中心市街地を含む部分には「都市機能誘導区
域」が指定され様々な機能を有する施設の誘導が目指
されている。別の法律に基づく中心市街地活性化基本
計画では，設定した中心市街地の外側への対応が記述
できなかったため，両者が連携することで中心市街地
の活性化が加速することも考えられる。しかし公表さ
れた立地適正化計画を見ると，計画図の中に中心市街
地が位置づけられていない場合もあり，両者が別々に
運用されている傾向も見られる。長岡市の立地適正化
計画をみると，策定にあたって両者の連携が念頭には
置かれているが，それは関連計画の一部に過ぎない（図
─ 7）。策定済みの都市では両者がそれぞれの特長を
活かして，効果を高め合うことが望まれる。さらに，
中心市街地を支える人口の確保や，市街地の集約化を
考えるのであれば，中心市街地に比べて地価の安価な
居住誘導区域も含めたエリアを設定し「まちなか居住」
を進めても良い。実際に長岡市では，居住誘導区域を
「まちなか居住区域」と名付けて設定しており，市外
からの転入世帯へは固定資産税の減免による優遇措置
を用意して，エリア内への居住誘導を図っている。

5． 非誘導区域の制度上の問題点と今後の都市
基盤整備の方向性

このように行政は中心市街地活性化基本計画や立地
適正化計画により設定した誘導区域内での都市基盤整
備，開発を期待している。しかし開発業者や住宅メー
カーは，それとは無関係に新しく住宅取得を検討する
世帯に向けて，新規の戸建て住宅地を開発し住宅を供
給している。その立地場所は，残念ながら市街化区域
内ではあるものの都市機能誘導区域や居住誘導区域の
外側である場合が多い。長岡市でも，主にアパート等
賃貸住宅に暮らす世帯を対象として，現在の家賃と駐
車場代の負担と同程度の安価なローン（5～ 6 万円／
月）による戸建て住宅の購入が可能と宣伝し，居住誘
導区域の外側での居住も進んでいる（写真─ 1，図─
6）。中心市街地の地価は，その衰退により低下して
きたものの，郊外部はそれよりも明らかに低いため，
より安価な住宅取得を目指す世帯にとって価格面で郊
外居住には魅力がある。しかし，見かけ上安価なロー
ンはとても魅力的にみえるが，35 年間の支払いを前
提とした金額であり，居住者は長期にわたってその場
所に固定化されてしまう。住まなく（住めなく）なっ
たら売却すればよいとの考えもあろうが先述の通り今
後は世帯数の急減で住宅は大量に余るため希望額での
売却は望むべくもない。将来を見越した住宅の立地場
所を選択すべきである。長岡市では先述のように居住
誘導区域として設定されたまちなか居住区域への転入
者の住宅購入支援として固定資産税の減免が実施され
ており，支援実績も多い。しかし住宅購入希望世帯が
立地場所を変更するだけのインパクトはないように思
われる。定住者の増加をもくろんだ市外からの転入世
帯に向けた施策も重要であるが，現在の市内居住世帯
で住宅取得世帯や住宅の建て替えを模索する世帯の選
択が大きな決め手となろう。先に見た広告（写真─ 1）
のように，住宅選択には価格面での優位性も考慮しつ
つ，居住誘導区域内に居住することの意義を丁寧に説
明することが重要である。

写真─ 1　�郊外部（市街化区域内・居住誘導区域外）で販売される戸建て
住宅（2018.6）

図─ 7　長岡市立地適正化計画と各種計画との関係
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他方，一つの自治体内に従来から開発が抑制されて
いた市街化調整区域の非誘導区域に加えて，開発を許
容し優先して実施する権利が温存されたままである市
街化区域内の非誘導区域が存在することとなった。都
市計画で市街化区域編入により新市街地として位置づ
けられ，整備された住宅地でありながら非誘導区域に
位置づけられた「市街化区域内非誘導区域」内の既存
住宅と今後その区域内に新築される住宅の扱いをどう
するのかが今後の都市計画の大きな分水嶺となってい
る。このような新市街地では新築住宅の建設が続きな
がら人口密度は上昇の途中であること，公共交通の利
便性は低いことから「市街化区域内非誘導区域」に設
定されることとなる。
都市計画運用指針では，「居住誘導区域外の既存集

落や住宅団地等においても必要に応じて引き続き良好
な生活環境を確保するなど，全体に目配りをした施策
を行うことも重要である」と記述されているが，これ
は郊外住宅地でも開発から年数を経た住宅地で，空地
等が増加するような衰退傾向にある地域を想定した記
述である。さらに同指針では，市街化区域に関する記
述は従前の取り扱いに特段の変更はみられない。新市
街地でありながら「市街化区域内非誘導区域」となっ
た住宅地の今後を考えるためには，居住者の特徴，敷
地選定理由の実態を解明した上で，現状の課題ならび
に集約化のあり方を検討することが必要だと考える。
新潟県長岡市で平成 17 年以降に開発された新規郊

外住宅地を対象に戸建住宅建設世帯へ意向調査を実施
した結果，回答を得た 391 世帯の世帯主の年齢層は 30
代と 40 代が全体の 78％であり，世帯構成は 3人と 4
人世帯が全体の 75％を占めた。割合が最も高い 4人世
帯の年齢構成は，未成年の子供がいる世帯が全体の
94％となり，10 歳以下の子供 2人と 30 代の夫婦が最
も多い。地方都市で戸建の持ち家を取得する世帯の標
準的な世帯構成だと考えられる。従前住宅の位置を，1）
旧長岡市域 1970 年 DID（まちなか），2）それ以外の
市街化区域，3）市街化調整区域，4）旧市外，5）市
外に 5区分すると，2）市街化区域が全体の 50％を占
め，大半が郊外（市街化区域）から郊外新規住宅地へ
移り住んでいた。加えて従前の住宅形式は賃貸住宅（ア
パート・マンション）が過半（54％）であり，次いで
戸建住宅（親と同居）が 18％である（図─ 8）。郊外
部の賃貸住宅からの持ち家取得，結婚等を機に親元か
らの転出により，郊外の新築住宅を選択している状況
が窺える。住宅地を決める上で重視した点は，利便性
が高い（60％），土地の値段（36％）が大きく，職場・
学校・実家に近いことを利便性ととらえていた。また

未成年の子供を持つ世帯は，住宅地の新しさ・コミュ
ニティの作りやすさを重要視する傾向も見られた。
地価の安さや自家用車利用を前提とした利便性が居
住地選択の要因となっているが，目指すべき方向性は
自地域内での住み替えを居住誘導区域内へ適切に誘導
することである（図─ 9）。現状では，世帯主が高齢
者となった際の移動や住み替え，現住宅の処分方法な
どまで考えて選択されてはいない。土地取得と住宅建
築費は，最長 35 年の住宅ローンによるものが大半で
あるが，借入金の返済が終了し世帯主が高齢者となっ
た 35 年後の周辺環境がどのように変化するのか，居
住者も行政も想定し得ていないのが現状であろう。

6．居住誘導区域とまちなか居住

市街地拡大の原因となっている新規戸建て住宅居住
世帯を居住誘導区域内で受け止めるためには，まちな
かでの居住者の増加を目指す必要がある。立地適正化
計画を策定したのみで，居住地の選択を市民の自由選
択に任せていては，量的な確保は進まない。中心市街
地の外側を含めた「まちなか」の区域内では，その位
置条件は良いものの，地価が高いことに加えて，敷地
面積が小規模であったり，前面道路の幅員が狭く，接

図─ 8　新規郊外住宅地新築住宅居住者の従前住宅形式と位置の関係

図─ 9　新築戸建住宅購入希望世帯の流れ（イメージ図）
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道条件が十分でなかったりする地域がある。このよう
な地域では，敷地単位での住宅立地は困難である。一
定の範囲を設定し，行政が積極的に関わる，もしくは
民間業者が地域の道路や敷地条件の変更に関われるよ
うな仕組み作りも重要である。居住者がいないため増
えつつある空き家，空き地，散在する敷地単位の平面
駐車場を取り込んだ地域再編の可能性は高まってお
り，その実現は急務である。
また，まちなかでは高層の集合住宅の建設が進みつ

つあり，今後の人口密度を高めるためにそのような動
きを奨励する場合もあるが，一時的な居住者の増加で
安堵していてはいけない。経年劣化した分譲マンショ
ンでは居住者の高齢化が進み，大規模な修繕や建て替
えの議論が進んでいない。マンションの建て替えや解
消は困難が多く，社会問題となっている。問題を抱え
たままの住宅建設を奨励すべきではない。事例は少な
いが，地権者に更地での変換が義務づけられている定
期借地権を設定した分譲マンションも存在する。岡山
駅から徒歩 10 分の小学校跡地に 2008 年に整備された
アイパークス岡山（66 戸）は 54 年間の定期借地権が
設定されている（写真─ 2）。入居時から，解体準備
一時金（約 43 ～ 50 万円）の他に，解体準備金（2,630
円～ 3,090 円（月額））を積み立てているところに特
徴がある。借地権が終了して解体する際の入居者の扱
いなど不明な部分は残されているが，老朽化したマン
ションの解消が約束されている点は評価できる。建て
替えや解消の手法が定まっていないにもかかわらず増
加を続ける一般の分譲マンションに大きな示唆を与え
ると考える。

写真─ 2　�定期（転）借地権付分譲マンション「アイパークス岡山」（出石
小学校跡地整備事業H20.2 竣工）（H23.10 筆者撮影）

7．おわりに

一定規模を有する新規に建設された郊外住宅地は，
居住誘導区域外（非誘導区域）であるにもかかわらず，
居住者が若く，全てが新築住宅であることに加えて地
区内の道路や下水道といったインフラも新しい。これ
らの建設費用は開発業者と住宅地購入者が負担してい
る。さらに居住誘導区域内に比べて地価が安く，自家
用車利用を前提とした交通アクセスが良いことも特徴
である。
一方，今後人口密度を高めようと考えられている居
住誘導区域内は現状で高齢者が多く，住宅をはじめと
する建物，インフラは老朽化が進み，その更新には多
大な費用が必要でもある。そのような状況でありなが
ら，郊外の住宅地と比較して地価が高く，新規住宅取
得世帯には敬遠されている。設定した区域内に居住誘
導するならば，地価の差の解消とともに，これら更新
に関する費用負担を誰がどのようにするのか真剣に考
える必要がある。
異なる視点として，開発を進めるべき市街化区域内
に存在する農地に対する課税のあり方が課題となって
いるが，開発を原則認めていなかった市街化調整区域
では土地・建物に都市計画税を課税していないものの
非誘導区域とされた市街化区域内の土地・建物には誘
導区域と同様の課税が実施されている。課税の実態か
らは地権者を説得して非誘導区域での開発や建築を制
御できるとは思えない。課税のあり方を含めた誘導区
域設定が望まれる。
さらに，新築住宅を希望する世帯が宅地を購入する
際，宅建業法 35 条による重要事項説明の中に敷地が
誘導区域の内外について説明を加えるべきであろう。
また，これに先立ち不動産情報の段階での対応も必要
である。不動産の表示に関する公正競争規約及び施行
規則第 8条（特定事項の明示義務）では，市街化調整
区域に所在する土地は「市街化調整区域。宅地の造成
及び建物の建築はできません。」と記載することが義
務づけられているが，同様に「非誘導区域」であれば，
その旨の記載を義務づけることを検討すべきである。
2020 年から 2021 年にかけて「想定外」の新型ウイ
ルスによる感染拡大により，強制的に人々の行動に大
きな変化が生じている。都市計画および都市基盤整備
の分野では「想定内」で世帯数減少が進むため，住民
の合意に基づく選択と集中を念頭にきめ細かな「誘導」
を行わなければならない。関係する行政，事業者，住
民の連携に今後も教育者，研究者として協力していき
たいと考えている。



35建設機械施工 Vol.73　No.3　March　2021

本稿は新規の分析に加えて以下 2つの原稿を再編し
加筆したものである。
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宮城県上工下水一体官民連携運営事業
みやぎ型管理運営方式

田　代　浩　次

宮城県企業局では，当局が経営する水道用水供給事業，工業用水道事業及び流域下水道事業の持続可能
な経営基盤の確立を図るため，水道施設の所有権を県が有したまま，運営権を民間事業者に設定する方式，
いわゆるコンセッション方式を活用した「宮城県上工下水一体官民連携運営事業（みやぎ型管理運営方式）」
の導入を進めている。
本稿では，「みやぎ型管理運営方式」の概要と事業効果に触れつつ，現在進めている運営権者の選定方
法や今後のスケジュール等について紹介を行う。
キーワード： 持続可能な経営基盤の確立，コンセッション，官民連携，水道 3事業一体，スケールメリット，

コスト削減

1．はじめに

水道事業を取り巻く経営環境は，人口減少や節水型
社会の進展により料金収入の減少が見込まれることに
加え，老朽化した管路や設備等の更新需要の増大によ
り今後ますます厳しくなると予測されており，持続可
能な経営基盤の確立が全国的な課題となっている。
このような状況の中，宮城県企業局では，現在経営

している水道用水供給事業，工業用水道事業及び流域
下水道事業の水道 3事業を将来にわたって安定的に運
営していくため，水道施設の所有権を県が有したまま
運営権を民間事業者に設定する，いわゆるコンセッ
ション方式を活用した「宮城県上工下水一体官民連携
運営事業（みやぎ型管理運営方式）」の導入を進めて
いる。

2．現在の事業状況

宮城県企業局が経営する水道用水供給事業は大崎広
域水道事業を昭和 55 年から，工業用水道事業では，
仙塩工業用水道事業を昭和 36 年から供給を開始し，
流域下水道事業では，仙塩流域下水道事業において昭
和 53 年から汚水の処理を開始している。
いずれの事業も供用開始から 30 年以上が経過する

中，人口減少等により水需要が右肩下がりになるだけ
でなく，既に始まっている設備機器の更新や本格的な
管路の更新も控えていることから，今後の料金見通し

は厳しいものとなっている。
現在の体制のまま運営を続けた場合，市町村が負担
する広域水道料金（供給単価）は，20 年後には現在
の 1.2 倍，40 年後には 1.5 倍程度に，また，流域下水
道の市町村維持管理負担金（処理単価）についても
40 年後には現在の 1.5 倍程度になるものと試算してい
る。
このような経営環境を踏まえ，宮城県では，県が水
道 3事業の最終責任を持ちながら，民間の経営ノウハ
ウや資金・技術力を最大限活用し，大きな事業費削減
効果の発現により，持続可能な経営基盤の確立を図る
「みやぎ型管理運営方式」の導入に向けた手続きを進
めている。

3．「みやぎ型管理運営方式」の事業スキーム

（1）みやぎ型管理運営方式とは
「みやぎ型管理運営方式」は，民間事業者に浄水場
および処理場等の運転管理や継続的に発生する設備等
の修繕・更新を長期的に委ねることができる「コンセッ
ション方式」を採用することとしている。対象となる
事業は，水道用水供給 2事業，工業用水道 3事業に加
え，当局が運営する流域下水道全 7事業のうち，上水
道・工業用水道と処理区域が重複する 4事業を対象と
した合計 9事業となる（図─ 1）。
「みやぎ型管理運営方式」における民間事業者と県
の業務分担は表─ 1に示すとおりで，県はこれまで

特集＞＞＞　都市環境の整備向上，都市基盤整備
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どおり事業の総合的管理を行うほか，水道法に基づく
水質検査や管路等の維持管理・更新等を行う。
一方，運営権者は，これまでも民間事業者が業務委

託または指定管理者制度により行ってきた浄水場や下
水処理場等の運転管理に加え，資材や薬品の調達及び
機械・電気設備の修繕・更新工事を新たに担うことと
なる。管路を除く 9事業の施設を一括で 20 年間運営
することによる時間的・空間的なスケールメリットに
加え，民間事業者の経営ノウハウや新技術の開発・導
入，創意工夫等により，大きなコスト削減を期待して
いる。

（2）事業効果について
県が現行体制のまま事業を継続した場合，20 年間

での 9事業合計の事業費は，今後の水量減少を見込ん
だ施設の統廃合やダウンサイジングを織り込んで試算
した結果，3,314 億円と見積もっている（図─ 2）。
一方，「みやぎ型管理運営方式」を導入した場合は，

9事業合計で総事業費 3,067 億円となり，事業費削減

効果は全体で約 247 億円，率にすると約 7％と試算し
ている。
このうち，運営権者分に係る削減効果は，約 197 億
円（約 10％程度）を見込んでおり，民間事業者には，
この削減額以上のコスト削減を前提として応募するこ
とを条件としているため，確実に総事業費を抑制でき

図─ 1　「みやぎ型管理運営方式」対象区域図（太線で囲われたエリア）

表─ 1　民間事業者と県の役割分担

図─ 2　事業効果
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る仕組みとしている。
事業費削減効果を仮に全て料金に反映した場合，水

道・下水道共に 20 年後の料金上昇を 10%程度抑制す
る効果があるとの結果が得られた。

（3）競争条件について
コンセッション事業における応募者の提案に対する

定量的評価としては，一般的には運営権対価（一括又
は併用）の金額を競争条件とするが，運営権対価は事
業期間にわたる利益を源泉とするため，割引率により
目減りすることとなる。
運営権対価について割引率を超える利回りで資産運

用をすることは現実的に困難なことから，「みやぎ型
管理運営方式」では運営権対価を競争条件とはせず，
運営権者収受額（利用料金）をどれだけ低く抑えられ
るかを競争条件とすることで，割引率の影響を受けず
に，理論上，県民へ最大限還元できる（料金上昇の抑
制に繋げられる）制度とした。
県が現行体制のまま事業を継続した場合（1,850 億

円）に対して，約 197 億円（約 10％）の削減を見込
んだ約 1,653 億円を提案上限額とし，各応募企業の競
争によって，さらなる事業費の圧縮を期待しているも
のである。

（4）要求水準及びモニタリングについて
水道 3事業は，県民生活や企業活動を行う上で必要

不可欠な公共サービスであり，コンセッション方式の
導入に当たっては，安全な水質の確保と運営権者の安
定的な経営の確保，さらに県民への情報公開が重要な
ポイントとなる。
そのため，水質（流域下水道事業においては放流水

質）については，現在と同等を求め，検査体制や実施
の頻度等については現行と同等以上の体制を要求水準
として求めている。また，安定的な経営の確保の観点
から確実なモニタリング体制を構築するとともに，情
報公開の面では運営権者に対し積極的な情報開示を求
めている。
これら水質の遵守状況や経営状況については，①運

営権者によるセルフモニタリング，②県によるモニタ
リング，及び③専門家により構成される（仮称）経営
審査委員会によるモニタリングの三段階モニタリング
（図─ 3）での監視・確認を行い，その結果を踏まえ
て運営権者が運営方法の不断の見直し（図─ 4）を行
うことで，健全な事業運営が確保される仕組みとなっ
ている。
さらに，経営等の透明性確保の観点から，事業計画

や財務諸表等については運営権者が自ら公表すること
を義務とするとともに，それ以外の項目についても積
極的な情報開示に努めることを要求水準として規定
し，県民への情報提供を広く行うことを求めている。

（5）運営権者収受額の改定について
運営権者がコントロールできない需要と物価変動リ
スクについては，運営権者収受額の改定を 5年に一度
の県の料金改定に合わせて，あらかじめ定めた指標や
算定方法により行うこととしている。
需要変動及び物価変動の改定時に対象となる費用の
構成項目と指標は表─ 2のとおりである。

（6）不可抗力等の対応について
水道事業の性質上，収益増が見込めない中で運営権
者に安定的な経営を求めるという観点から，大規模災
害等の不可抗力や法令変更等の運営権者の責めによら
ない事象については，基本的に県の負担とした。
なお，これまで委託事業者（流域下水道事業におい
ては，指定管理者）が対応してきた軽微な事象につい
ては，通常の維持管理の範疇として引き続き運営権者
がリスクを負うこととしている。

図─ 3　三段階モニタリング

図─ 4　要求水準とモニタリングの関係
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（7）改築業務について
運営権者は，事業者選定時に提案した改築内容を基

に，県と協議を行い，改築計画書を作成することとな
り，その改築計画書に記載された改築については実施
の義務を負うこととなる。
一方，20 年間という事業期間を踏まえ，事業環境

の変化や技術の進歩等により改築の実施時期や内容に
変更が生じた場合は，施設が同等以上の性能を確保さ
れることを前提とし，県の承認を受けることで事業期
間のリスクに対応できる仕組みとしている。
さらに，水道用水供給事業及び工業用水道事業にお

いては，当初提案した改築を取りやめる場合には，原
則として当該改築に係る費用の返還義務が生じるが，
改築の取り止めに伴う維持管理費等の増加分について
は，運営権者が根拠資料を提示し県が認めた場合に，
返還額から控除できることとしている。
流域下水道事業においては，改築は基本的に国庫補

助制度を活用して実施することから，運営権者収受額
（利用料金）の対象外とした。提案のあった改築計画
をベースに，5年毎の基本協定及び年度ごとの実施協
定を締結した上で改築を実施し，完成・引渡し後に実
費精算となる。また，改築対象設備の設計は，「下水
道施設計画・設計指針と解説（日本下水道協会）」に
準じて行うこととしている。

（8）運営権者の選定方法について
運営権者を選定するための審査は，第一次と第二次
審査の 2段階で行う。
第一次審査においては，経営と運転管理の安定性を
求めるという観点から設定した，参加資格要件（実績
要件，資本金要件，法人要件等）（表─ 3）について
確認を行った。

第二次審査においては，条例設置されている民間資
金等活用事業検討委員会（PFI 検討委員会）が，応募
者からの提案書類及びプレゼンテーションにより提案
内容の審査を行う。各提案項目及び配点は図─ 5の
とおりであり，配点にあたっては，水質管理や事業継
続措置などの提案項目において安全性を重視して設定
したほか，改築・修繕等においては，確実性とともに
イノベーションなどを重視して設定をした。

PFI 検討委員会の委員は，各提案項目について「優」・
「良」・「標準（現行体制と同程度）」・「標準未満」の 4
段階で評価を行うこととなるが，水道 3事業はいずれ
も代替性のない社会基盤を支える重要なインフラであ
ることを踏まえ，一項目でも「標準未満」と評価され
た応募者は失格となる基準とした。

4．今後のスケジュール

令和元年 12 月に，「みやぎ型管理運営方式」導入の
前提となる，実施方針に関する条例が成立したことを
受け，「みやぎ型管理運営方式」を特定事業として選

表─ 2　定期改定時に改定の対象となる構成項目と指標

構成項目 需要変動費 物価変動費
ア）人件費 〇
イ）薬品費 〇 〇
ウ）動力費 〇 〇
エ）修繕費 〇
オ）保守点検費 〇
カ）廃棄物処理費 〇 〇
キ）償却費 〇
ク）資産減耗費 〇
ケ）その他営業費用 〇
コ）公租公課
サ）事業報酬

物価指標①（人件費）：宮城県が公表する名目賃金指数（宮
城県，電気・ガス・熱供給・水道業，30 人以上）

物価指標②（薬品費）：日本銀行が公表する消費税を除く企
業物価指数（無機化学工業製品）

物価指標③（動力費）：日本銀行が公表する消費税を除く企
業物価指数（電力・ガス・水道）

物価指標④（修繕費等）：日本銀行が公表する消費税を除く
企業向けサービス物価指数（総平均）

物価指標⑤（償却費）：国土交通省が公表する建設工事費デ
フレーター（税抜）（上・工業用水道）

表─ 3　主な参加資格要件

実績要件 ・ 上水道事業：処理能力日量 2.5 万立方メート
ル以上（厚生労働大臣認可）の急速ろ過方式
の浄水場施設における運転管理業務

・ 下水道事業：処理能力日量 10 万立方メート
ル以上（対象処理場の規模）の標準活性汚泥
法と同等以上の処理能力を有する終末処理場
における水処理施設の維持管理業務

上記いずれも元請として同一施設で連続して 3
年以上の実績が必要。

資本金要件 応募企業又は代表企業は資本金 50 億円以上で
あること。

その他要件 外国法令に基づいて設立された法人でないこと。

図─ 5　提案項目及び配点（200点満点）



40 建設機械施工 Vol.73　No.3　March　2021

定し，実施方針を公表した。その後，令和 2年 3月か
ら事業者の公募を開始し，その結果，3つの企業グルー
プから応募があり，いずれのグループも第一次審査を
通過している。
現在（執筆時点：令和 3年 1月）は，競争的対話が

終了し，全ての企業グループから第二次審査書類が提
出されたところである。今後は，PFI 検討委員会にお
いて提案内容の審査が行われ，令和 3年 3月に優先交
渉権者を決定する予定であり，優先交渉権者の決定後
は，運営権設定に係る県議会の議決を経て，令和 4年
4月からの事業開始を予定している（表─ 4）。

5．おわりに

「みやぎ型管理運営方式」は水道 3事業を一体とし
てコンセッション方式を導入する全国初の取組みとな
るが，水道事業を取り巻く経営環境がますます厳しく
なる中で，この運営方式が持続可能な水道事業の経営
基盤強化に向けた一つのモデルとなるよう，着実に導
入を進めていく所存である。
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表─ 4　公募スケジュール（予定）

年月日 内　容
令和 2年 3月 募集要項等の公表　⇒　公募開始

5月 第一次審査書類の提出期限
6月～ 12 月 競争的対話の実施

令和 3年 1月 第二次審査書類の提出期限
3月下旬 優先交渉権者の選定／基本協定の

締結
6月又は 9月県議会 運営権設定議案の提案
7月又は 10 月 厚生労働大臣に運営権設定に係る

許可を申請
大臣許可後速やかに 運営権設定・実施契約の締結

令和 4年 4月 事業開始

［筆者紹介］
田代　浩次（たしろ　こうじ）
宮城県企業局　水道経営課
課長
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ICT を活用した下水道施設 Web 広域監視の拡大

宮　崎　哲　也

現在，下水道事業は，人口減少に伴う厳しい財政状況や，技術職員の減少，下水道施設の老朽化，災害
への備え，下水汚泥のエネルギー化による貢献など，「ヒト・モノ・カネ」の 3つの大きな課題に直面し
ている。そこで，下水道施設を適切にマネジメントし，持続的かつ効率的な下水道サービスを提供するこ
とが求められている。一方で，社会における様々な分野において，ICT（情報通信技術）を活用した革新
的かつ付加価値の高い製品・サービス等が多数生み出されている。下水道分野においても ICTを活用す
ることにより，下水道施設管理の効率化・危機管理能力の向上等，持続的かつ質の高い下水道事業の運営
が可能であるため，Web による広域監視を導入した。　
本稿では ICTを活用した下水道施設Web 広域監視の拡大を行った概要について紹介する。
キーワード：下水道施設，ICT，維持管理，広域

1．はじめに 

長崎市の人口は約 41 万人で，平坦地が少なく起伏
に富んだ斜面が多い国際観光文化都市である。長崎市
の下水道事業は，昭和 27 年に着手し，排除方式はす
べて分流式で，令和元年度末の下水道処理人口普及率
は 94.3％と概成しており，来年度 60 周年を迎える。
下水道施設は，平成 17 年及び 18 年に周辺 7町と合併
したことにより，11 箇所の下水処理場，18 箇所のポ
ンプ場，174 箇所のマンホールポンプを有している。
また，8箇所の集落排水処理施設も有しているため，
図─ 1に示すとおり，市内全域に分散する処理方式
が異なる多種多様な汚水処理施設の維持管理を行って
いる。

2．加速する下水処理場の統廃合 

人口に対し施設の数が多くなると，維持管理に要す
る費用が高くなる。市民サービスや災害対応力などの
質を向上させつつ，持続可能な下水道事業を実現する
ためには，汚水処理原価の縮減を図るとともに，維持
管理の効率化が不可欠である。これまで，平成 15 年
に北部下水処理場，平成 17 年度に西部小江原下水処
理場を廃止し，西部下水処理場へ統合するなど広域化・
共同化に向けた取り組みを進めてきた。また，市の中
心部にあり，昭和36年の供用開始から59年が経過し，

特集＞＞＞　都市環境の整備向上，都市基盤整備

図─ 1　長崎市下水道等施設の現況
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最も古い施設である中部下水処理場を，令和 5年度に
水処理施設の機能を停止し，西部下水処理場へ統廃合
する統合整備事業を平成 24 年度から積極的に進めて
いる。今後は，下水道に隣接する集落排水処理施設を
下水道に集約する予定で，汚水処理施設の統廃合を加
速する。

3．維持管理の手法

（1）包括的民間委託の導入
効率化の一環として，長崎市は早くから維持管理に

おいて民間活力の導入に取り組み，平成 22 年度には
比較的規模が大きな 5箇所の標準活性汚泥法の下水処
理場において包括的民間委託を導入した。薬品や光熱
水費のユーティリティーと小規模修繕を含むレベル
2.5 の包括的民間委託は，5箇所の下水処理場ごとに
異なる地元企業に発注することで，受注機会を増やし
技術の向上と競争性確保を図っている。

（2）ICTを活用したWeb広域監視
こうした中，長崎市では維持管理業務の更なる効率

化として ICTの活用に取り組んだ。
表─ 1に示すとおり，5箇所の下水処理場に統合監
視システムを導入し 4箇所の下水処理場で夜間無人化
を実現した「下水処理場統合監視システム」と，小規
模下水処理場やマンホールポンプを遠方監視の対象と
した「小規模施設監視システム」の 2つの監視システ
ムである。

（a）下水処理場統合監視システム（夜間監視）
まず，「下水処理場統合監視システム」とは，図─

2に示すとおり，インターネット回線を通じて基幹下
水処理場である西部下水処理場で，中部，南部，三重，

東部の各下水処理場の夜間遠方監視ができるシステム
である。西部下水処理場に監視人員を配置することに
より，他の 4箇所の下水処理場の夜間無人化が可能と
なった。西部下水処理場での広域監視業務は夜間のみ
で，遠方監視を行っている各下水処理場の設備に夜間
異常が発生しても遠隔操作は行わない。異常のレベル
に応じて，西部下水処理場の監視業者から各下水処理
場の維持管理業者に通報を行うだけで，実際の異常対
応はそれぞれの下水処理場の維持管理業者が行う。
この監視システムの特徴は次の 4点である。
①目的を制御ではなく監視に絞り込んだこと。
② 既存の設備を有効活用し，新たな設備投資を最小
限に抑えたこと。
③ 特殊な機器構成を避け，一般的に調達可能な機器
を採用したこと。
④ システムの開発及び維持管理は地元企業であるこ
と。

（b）どこででも監視できる
「下水処理場統合監視システム」は，図─ 3に示す
とおり，西部下水処理場以外でもインターネット環境
があれば，専用URLに，ユーザー ID／パスワードを
入力しログインすることで，市役所のパソコンやス
マートフォン等で，どこででも監視することが可能で
あり，下水道統合監視システムのトップ画面は写真─
1のとおりである。また，上下水道局が自前でシステ
ムサーバを構築するのではなく，民間企業のデーター
サーバを活用し，耐震構造や水防板及び 24 時間セキュ
リティーを備えた 2箇所の拠点に分散することによ
り，コスト縮減とリスク分散の両立を図っている。
（c）異常時の通報体制を確保
機器の故障や停電など異常が発生した場合は，その
影響度及び重要度に応じて表─ 2に示すとおり，5つ

図─ 2　導入前後の夜間人員体制の違い

表─ 1　長崎市下水道施設の 2つの広域監視システム
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の通報レベルに細かく分類している。西部下水処理場
の夜間監視員は，異常時にそれぞれの故障レベルに
従って，故障が発生したそれぞれの下水処理場の維持
管理業者に確実に連絡する体制を取っており，安全を
確保している。これまで運用開始から約 8年が経過し
ているが，通報体制の不備による故障対応の遅れ等は
なかった。
（d）年間 1.4 億円のコスト縮減
このように，下水道管理者として，ICT の活用に

より安全を確保しつつ徹底したコスト縮減を図った結

果，下水処理場統合監視システムの導入による 4箇所
の下水処理場夜間無人化がもたらした経済効果は，導
入の初期投資，通信費等のランニングコストを加え
て，年間約 1.4 億円と大きな効果を生み出すことがで
きた。
（e）小規模施設監視システム（常時監視）も活用
一方「小規模施設監視システム」は，処理能力が比
較的小さいオキシデーションディッチ法（OD法）の
浄化センターとマンホールポンプを監視するシステム
である。
システムは違うものの，図─ 4に示すとおり，監
視対象が変わっただけで，下水処理場統合監視システ
ムと同様にインターネット環境があれば，市役所のパ
ソコンやスマートフォン等でどこででも監視すること
が可能である。 

このシステムの導入により，市内全域 174 箇所のマ
ンホールポンプにおけるマンホール内水位の上昇や故
障などの種類や情報といった異常をWeb で即時に把
握することができ，現地に到着する前に，必要な機材
や吸引車の手配等を判断することができる。また，停
電など複数の箇所で故障が発生した場合にも，マップ
機能を有するWeb 上で，影響を受けているマンホー
ルポンプが簡単に把握できるメリットがある。さらに
Web 化により，異常履歴，マンホール内水位，運転
トレンドなどのログ機能や日報・月報機能により，情
報端末で日常的に各マンホールポンプの状態を確認す
ることも可能となった。
5箇所のオキシデーションディッチ法（OD法）の
浄化センター（下水処理場）についても，この小規模
施設監視システムの導入を拡大している。導入前まで
は，保守点検と運転操作のための人員 1名を昼間に週

図─ 3　下水処理場統合監視システムの構成

写真─ 1　下水道統合監視システムトップ画面

表─ 2　5つの故障レベルの対応
図─ 4　小規模施設監視システムの構成
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5 日配置していたが，導入後，人員配置を週 5日から
週 3日に減らし，コスト減に繋げている。

4．集落排水処理施設の監視へ拡大

令和元年度に 5箇所の農業集落排水処理施設，3箇
所の漁業集落排水処理施設，及び集落排水事業の 122
箇所あるマンホールポンプのすべての監視にもこの小
規模施設監視システムを拡大し，汚水処理施設の維持
管理の効率化を実現した。

5．ながさき下水道連携協議会を設立

平成 27 年度の下水道法改正で，複数の下水道管理
者による広域的な連携を検討できる協議会制度が創設
されたことから，全国に先駆けた 3例目として，長崎
県において平成 29 年 3 月に「ながさき下水道連携協
議会」を設立した。また，同協議会を活用し，平成
30 年 3 月に県内を 6つのブロックに分割し，汚泥を
広域的に集約し有効活用するための方向性を示す「長
崎県汚泥処理構想」を策定している。

6．長崎広域連携中枢都市圏ビジョン

長崎市，長与町，時津町の 3 市町は，平成 28 年 6
月に連携中枢都市宣言，平成 28 年 12 月に連携協約を
締結後，平成 29 年 3 月に長崎広域連携中枢都市圏ビ
ジョンを策定した。結びつきが強い隣接自治体が広域
的に連携し，行政区域を越えた都市圏において，地域
経済を活性化し，持続可能な地域社会の形成を下水道
において目指している。

（1）急激に人口減少が進む長崎市
総務省が 2019 年 1 月現在の住民基本台帳に基づき

発表した人口動態調査では，転出が転入を上回る「社
会減」は，長崎市が 2,663 人と全国市町村でワースト
1位，町村では長与町が 440 人で全国ワースト 1位，
時津町が 261 人で全国ワースト 6位と，長崎市及び隣
接市町は著しく人口減少が進んでいる。持続可能な汚
水処理の事業運営を推進するためには，各自治体が持
つノウハウや強みを他自治体と共有し，スクラムを組
んで広域化・共同化へ取り組みを加速することが望ま
れている。

（2）広域化・共同化に向けた取り組み
平成 30 年 1 月，人口減の担当省である総務省，下

水道の担当省である国土交通省，農業集落排水・漁業
集落排水の担当省庁である農林水産省と水産庁，合併
処理浄化槽の担当省である環境省の 4省による連名で
「汚水処理の事業運営にかかる「広域化・共同化計画」
の策定について」通知があり，令和 4年度までに全て
の都道府県において「広域化・共同化計画」を策定す
るよう通知があった。
そこで，令和元年度には，国土交通省の「下水道事
業における広域化・共同化検討分科会」において，モ
デル都市として，長崎市を核としたソフト連携が選ば
れ，長崎市，長与町，時津町に隣接する諫早市，西海
市を加えた 5市町で，下水道の経営基盤の強化へ向け
検討を行った。
検討においては，中核市である長崎市の強みとし
て，隣接市町よりも下水道従事職員が多く様々な職種
の職員がいることや，下水道施設の統廃合のノウハウ
を持っていることなどについて，取り組みの事例紹介
や各市町が抱える課題を抽出し意見交換のワーク
ショップを行った（写真─ 2）。 
複数回にわたる広域化・共同化の意向アンケートの

写真─ 2　広域化・共同化ワークショップ

写真─ 3　隣接市町による西部下水処理場視察
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実施と，2回のモデルブロック勉強会により議論を深
めた結果，長崎市の強みである ICT を活用した下水
道施設のWeb 広域監視の広域化について検討を進め
ていく方針となり，写真─ 3のように隣接市町と西
部下水処理場の視察を行った。 
Web 広域監視システムの導入による委託側である

各市町側のメリットとしては，維持管理費の削減が挙
げられる。また，受託側の補完者である長崎市のメリッ
トとしては，監視人員体制を増やすことなく隣接市町
からの受託収入増による経営安定化が挙げられる。令
和 2年度及び 3年度には，5市町にとって自治体間の
監視レベルの平準化や維持管理技術の向上を図ること
により，図─ 5に示すようなwin-win の関係を構築
することを目指し，詳細な導入効果について引き続き
検討を進める。

（3）PDCAから CAPDサイクルへ転換
平成 30 年度に「下水道ストックマネジメント計画」

を策定し，下水道施設の計画的な点検・調査及び修繕・
改築を進める長崎市にとって，限られた財源の中で効
率的に安定した下水道事業を運営していくことが課題

である。現状のWeb 広域監視に加え，今後は下水道
施設の運転時間や異常発生頻度等，維持管理情報の収
集・蓄積をもとに評価し，施設の健全度を推測できる
よう評価（C）から始まる CAPD マネジメントサイ
クルへの転換が必要である。現在，長崎市では下水道
施設の老朽化が増々進むなか，ストックマネジメント
から長期的な下水道資産（アセット）を適正に管理（マ
ネジメント）する「アセットマネジメント支援情報シ
ステム」を令和 4年度に構築するよう進めている。

7．おわりに

長崎市の ICT活用のポイントは，機能をWeb 遠方
監視のみに絞るとともに汎用品を使用して導入費及び
維持管理費を安く抑えた点である。また，下水道施設
の統廃合と違い，Web の環境さえあれば距離に関係
なくどこででも広域監視できるという大きなメリット
があり，隣接市町に限らず全国の下水処理場へ広がる
可能性をもっている。今年度は，広域化・共同化計画
策定のための「ながさき下水道連携協議会」の作業部
会を 2回開き，理解を深めている。
今後も ICT の動向に注視しながら，隣接市町及び
長崎県と連携し，令和 4年度までに策定する「広域化・
共同化計画」に，Web 広域監視を隣接市町まで拡大
し，さらに長崎県内の下水道施設へ水平展開するよ
う，One Teamで取り組んでいきたいと考えている。
 

［筆者紹介］
宮崎　哲也（みやざき　てつや）
長崎市　上下水道局事業部　事業管理課
下水道企画係長

図─ 5　広域化・共同化イメージ



46 建設機械施工 Vol.73　No.3　March　2021

統合分析による 
下水道分野の維持管理事業方式の検討手法

山　口　　　治・池　田　　　元・柴　田　憲　一

我が国の下水道施設は，高度経済成長期以降，急速に整備が進められたため，一斉に更新時期を迎えて
おり，計画的な改築や更新を行うことが重要な課題となっている。解決の手法の一つとして，民間事業者
が公共施設等の維持管理運営を行う PPP/PFI 事業の適用が進められているが，事業スキーム構築には課
題が多く，これまでに管路施設を含んだ包括的事業の実施事例は少ない。そこで本研究は，初期段階の検
討手法を確立することを目的とし，民間事業者の関与の程度が異なる 3つの事業方式を選定した。各々の
事業方式におけるステークホルダーごとの利益を既存の統合分析表を用いて定量的に算定し，比較した。
その結果，検討手法の簡便性，有用性を確認した。本稿では検討手法の確立，有用性の確認結果について
報告する。
キーワード：下水道施設，老朽化，維持管理手法，PPP/PFI 事業，統合分析

1．はじめに

我が国の下水道施設は，高度経済成長期以降，都市
化の進展や産業の急速な発達に伴う衛生問題および水
環境問題を解決するため，急速に整備が進められてき
た。その結果，大量の施設のストックを短期に集中し
て抱えることとなり，耐用年数を超えた施設が同時期
に更新時期を迎えることから，その対策が急務となっ
ている。また，管理者である地方公共団体等が抱える
課題として，少子高齢化・人口の減少による下水道使
用料の減少と下水道事業予算の削減，職員の人材・人
員不足による執行体制の脆弱化，および技術力の低下
が深刻化していることが挙げられる。
これらの課題が顕在化するなか，効率的・経済的で

持続可能な維持管理運営体制の構築が求められてお
り，先進的な地方公共団体では包括維持管理事業を展
開する事例 1）が見られるものの，実施例が少ない。
課題解決の取り組みとして，国土交通省は，2019

年 3 月に「下水道事業における公共施設等運営事業等
の実施に関するガイドライン」2）の改訂を行い，下水
道分野における PPP/PFI 事業の実施を推進するた
め，下水道管理者および民間事業者が取り組むべき事
項を示した。内閣府は，毎年とりまとめる「PPP/PFI
推進アクションプラン」3）において，重点分野の一つ
として下水道を挙げている。しかし，管理者（委託者）
や事業者（受託者）だけでなく，市民等の受益者，事

業への融資者等多くの利害関係者にも有効で有益な事
業スキームの構築が困難であることから，2014 ～
2017年までの集中強化期間中の数値目標6件のうち，
実施方針の対策完了済みは 2件にとどまっている。
そこで本研究は，事業スキーム構築にあたり，初期
段階における簡便な検討手法を確立することで，地方
公共団体が PPP/PFI 事業への検討を進めやすくする
ことを目的とした。検討手法の手順として，第 1に，
維持管理方式と契約形態の違いや民間事業者の関与の
程度が異なる 3つの事業方式を選定し，従来型手法と
合わせて 4種の検討を行うこととした。第 2に，実在
する都市をモデルケースとして，各ステークホルダー
の利益を既存の統合分析手法を用いて可視化し，事業
方式別に集計した。第 3に，それぞれの事業方式に作
成した統合分析を比較することにより，事業方式の違
いによる特徴を整理した。

2．既往研究

（1）既往研究のレビュー
国土交通省は，「下水道における新たな PPP/PFI
事業の促進に向けた検討会 4）」を開催し，下水道分野
の官民連携についての検討を進めている。明尾ら 1）

は，下水道管路施設の官民連携スキームに関して，事
業導入時における官民連携のリスク分担検討の必要性
や，道路管理者と連携したデューデリジェンス調査の

特集＞＞＞　都市環境の整備向上，都市基盤整備



47建設機械施工 Vol.73　No.3　March　2021

可能性について論じている。
宮本，北詰 5）は，道路インフラにおける PFI 事業

スキームの検討手法として統合分析手法を提案してい
る。事業評価および事業スキームの検討においては，
経済分析，財務分析，融資分析，財政支出分析の 4つ
の視点を満足する必要があるとし，ステークホルダー
間の受益と負担が相互に連関するため，統合して分析
を行うことからこれらをまとめて「統合分析」と称し
ている（図─ 1）。
大西ら 6），7）は，この統合分析を用いて，実際の事
業スキーム構築への適用可能性の検討を行っており，
都市公園事業における各種事業方式の比較や公共施設
等運営事業を対象に，各種インフラ事業での適用につ
いて論じている。

（2）本研究の位置づけ
既往の研究や実施例において，統合分析表を用いて

官民連携スキームを比較検討した具体的な事例は，都
市公園事業，道路事業，空港事業で多く，下水道施設
および管路に関しては概念的な検討に留まっている。
本研究は，下水道分野の維持管理において，統合分

析手法を適用し，PPP/PFI 事業選定の初期検討に活
用する点において従来の研究と異なる。統合分析手法
により事業方式ごとに比較検討する手順は以下の通り
である。
ⅰ． 下水道施設および管路の維持管理方式の特徴の
整理

ⅱ． 統合分析に必要な指標の選定と，モデル都市を
対象とした各方式の統合分析表の作成

ⅲ． 実際の地方公共団体をモデルとして，公開され
ている下水道事業運営情報（決算情報等）を用
いた統合分析表への入力

ⅳ． 事業方式ごとのステークホルダーの利得の算出

3． 下水道分野における PPP/PFI事業の実施
状況

下水道分野の維持管理には，多様な形態の PPP/
PFI 事業が用いられており，下水道処理施設では全国
約 2,200 箇所のうち，9割以上が民間委託を導入して
いる。このうち，包括的民間委託が 471 件で全体の 2
割程度を占めている。しかし，管路施設では全国約

図─ 1　道路事業における統合分析表の例

図─ 2　下水道におけるPPP/PFI 事業の実施状況
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47 万 km（全市区町村 1,741 団体）のうち，包括的民
間委託が 29 件と少なく，PPP/PFI 事業の適用が進ん
でいない（図─ 2）。その要因として，事業実施数が
少ないことによる事業実施時の優位性の評価の信頼
性，導入に要する期間の長期化，地方公共団体等と事
業者の適正なリスク分担の設定の難しさ，現在の管路
施設の資産評価の困難さ等が挙げられる。

4．下水道施設維持管理の事業方式

（1）維持管理方式と契約形態
下水道事業の維持管理方式は，大別して「事後保全

型」と「予防保全型」に分類される。事後保全は，管
路施設の損傷や劣化が原因で生じる陥没や浸水に対し
て，発生後に対策を講じる管理方式である。一方，予
防保全は，管路施設の損傷や劣化による陥没や浸水が
生じないように，事前に対策を講じる管理方式であ
る。予算の制約がある中で効果的かつ効率的に維持管
理を行うには，損傷や劣化の進行を事前に予測し，適
切な対策を早期に行う予防保全型維持管理を行うこと
が，品質と費用の両面から有益であるため，事後保全
型から予防保全型への移行が進められている。
委託者と受託者の契約形態は，単年度契約と複数年

度契約に区分される。複数年度の契約締結は，民間事
業者が主体的に運営に参画することで，民間資金，経
営ノウハウ，新技術導入を活かし，事業の効率化や手
続きの簡素化によるコストの縮減が見込める。
地方公共団体の運営する事業資金は，下水道使用料

金で運営する汚水処理と，地方公共団体の税収や国庫
補助金をもとに運営する雨水処理に大別される。この
ため，事業主体が民間事業者となると，全てを下水道
使用料金でまかなうことが困難である。そこで，従来
通り雨水処理に要する税収等の費用を活用できる PFI
事業の「混合型」の適用が検討されている。
上述の事項を勘案し，本研究で比較する事業方式

は，a）従来型公共事業方式（以下，従来型），b）重
点管路更新型公共事業方式（以下，重点管路更新型），
c）包括的民間業務委託型公共事業方式（以下，包括
民間委託型），および d）PFI 事業方式（以下，PFI 型）
を選定した。なお，公共施設等運営事業方式（コンセッ
ション方式）は，下水道料金単体での事業成立が困難
なため，今回の検討から除外した。

（2）事業方式の分類
本研究では，容易に入手可能なデータで検討できる

よう，公開されている下水道関連事業の決算報告を用

いることとした。下水道関連事業の費用は，下水道使
用料を得て維持管理を行う「収益的収支」と，国や融
資者等から資金を得て施設の改築，更新，新設を行う
「資本的収支」に区分される。本研究で比較する事業
方式の内容は，以下の通りである。
（a）従来型
従来型は，これまで行ってきた事後保全型の維持管
理方式。単年度ごとに発注手続きを行うため，発注に
要する事務手続きと受託者決定までの時間を要する
（図─ 3）。

（b）重点管路更新型
重点管路更新型は，従来型に加えて，ストックマネ
ジメント計画を基に算出した予防保全型維持管理に移
行するために必要な改築・更新の重点管路を並行して
行う方式。（a）に比べて管路施設の損傷，道路陥没の
発生数が低減するが，従来通り単年度ごとに発注手続
きを行うため業務量が更に増加し，各年度の重点管路
更新の選定と実施のための費用が別途必要となる（図
─ 4）。

（c）包括的民間委託型
包括的民間委託型は，（b）の実施にあたり，複数
の異なる業務の統合や，複数年度の契約締結等が可能
な包括的民間業務委託の方式。発注手続きに伴う効率
化や手続きの簡素化による業務量の削減につながり，

図─ 3　従来型の事業方式

図─ 4　重点管路更新型の事業方式
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さらに事業期間が長期になることにより，民間事業者
のノウハウや創意工夫が期待できる（図─ 5）。
（d）PFI 型
PFI 型は，（b）の実施を PFI 事業（混合型）で実

施する方式。（c）と同様，発注手続きの効率化や手続
きの簡素化による業務量の削減が可能で，一般的に（c）
の事業期間に比べて長期であり，民間事業者の創意工
夫の効果が増大する。加えて，民間資金を積極的に活
用し管路の改築，更新を行うことで，早期対応による
リスク低減が期待できる（図─ 6）。

5． 下水道分野における統合分析の基本的な
考え方

（1）統合分析の概要
下水道分野における統合分析表の基本概念を表─ 1

に示す。表頭にはステークホルダーを，表側には経済
財務項目を示している。マイナス項目はステークホル
ダーの支出を，プラス項目は収入を示しており，各項
目の合計が本事業におけるステークホルダーの利得
（損益）を表している。なお，「←」は，ステークホル
ダー間の受益負担の関係を示している。

（2）ステークホルダーの内訳
本研究では，ステークホルダーを民間事業者，受益
者，管理者とした。民間事業者は，民間事業を統括す
る代表企業，管路企業，コンサルタント会社，処理場・
ポンプ場業者，融資者の 5者を選定した。日常管理業
務の緊急性や地元企業の保護・育成の観点から，管路
管理と処理場・ポンプ管理は地元企業を想定した。受
益者は，市民，地主，社会の 3者を選定し，適正な管
理の徹底で得られるリスク低減効果や地価の上昇等
を，数値化し比較できるようにした。管理者は，地方
公共団体の下水道分野の所管部署（下水道部等），地
方公共団体（市町村），国の 3者を選定し，補助金等
の授受の増減による経済的効果を可視化できるように
した。

（3）経済財務項目
統合分析表で比較する経済財務項目は，収益的収
支，資本的収支のほか，受益者リスク，下水道便益を
選定した。そのうち，受益者リスクは，下水道管路の
損傷に起因する浸水や道路陥没被害を想定し，「精神
的被害」，「交通途絶波及被害」，「地価下落」の 3種に
ついて選定し，数値化を行った（表─ 2）。選定項目
の費用算定式は，国土交通省発刊の「下水道事業にお
ける費用対効果分析マニュアル」8）を参考に，モデル
地域の規模に合致するように，また被害規模や期間が
変動するように設定した。

図─ 5　包括的民間業務委託型の事業方式

図─ 6　PFI 型の事業方式

表─ 1　下水道分野における統合分析表の基本概念

表─ 2　受益者リスクと算定式

リスク 算定式

精神的被害
リスク

精神的被害額＝ 浸水地区人口× 
1 人当りの精神被害評価額

　　　ただし， 床下浸水　10 万円／人 
床上浸水　80 万円／人とする。

交通途絶
波及被害
リスク

走行時間増加損失 ＝浸水時の総走行時間費用 
－平常時の総走行時間費用

走行経費増加損失 ＝浸水時の走行費用 
－平常時の走行費用

地価下落
リスク

地価下落被害額＝（精神的被害リスク額
　　　＋交通途絶波及被害リスク額）× 0.2
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6．予防保全型維持管理の効果

各事業方式における重点管路の改築・更新効果を示
した概念図を図─ 7に示す。横軸は時間経過，縦軸
は損傷発生数を表している。従来型は，事後保全型の
維持管理のため，老朽化の進展に伴い，陥没や浸水等
に起因するリスクが増加する。一方，重点管路更新型
をはじめとした予防保全型維持管理手法では，損傷の
ある管路の改築・更新を先行して実施するため，道路
陥没や浸水等が起きるリスクは軽減される。また，事
業方式によっては，早期に管路の改築・更新が完了す
るため，その後の管路維持管理にかかる費用や受益者
リスクが軽減される。

7．統合分析によるケーススタディ

（1）モデル都市の設定
統合分析表を用いた維持管理方法の選定のため，モ

デル都市（以下，A市）を設定して，検討期間 30 年
における統合分析表を作成し，分析を行った。A市
に関わる入力情報は，公表される決算情報等を用いた。
A市は，総人口 20 万人の都市であり，今後の人口

は本年をピークに減少し，30 年後は下水道使用料収
入が 10％減少するものとした。A市は下水道ストッ
クマネジメント計画を策定しており，今後 30 年で重
点的に改築・更新する路線を，全延長 900 kmのうち
の 120 km（以下，重点路線）としている。また，現
在の維持管理は事後保全型であるが，今後は予防保全
型の維持管理にシフトしたいと考えている。そのた
め，下水道ストックマネジメントで定めた重点路線の
改築・更新を行う必要があり，工事費は 320 百万円／
年と試算している。A市の課題として，今後想定さ
れる下水道予算の縮減や技術者の人員・人材不足があ
る。

（2）財政評価のための検討手法
統合分析表を用いた検討は，現在および将来の財政
状況の把握が不可欠となる。しかし，必要な情報や項
目が多岐にわたり，全ての情報を入手するには労力を
要し，事業方法の選定・評価業務の障壁となる。そこ
で，本研究では，簡易に概略を把握する方法として，
毎年公表されている下水道事業決算書を用い，起算の
年度をベースに，将来予測を付与する方法を考案した。
A市における最新の下水道事業会計決算書内訳を
図─8に示す。管路の改築・更新工事に必要な費用は，
資本的収支の支出②で示す「建設改良費」2,100 百万
円のうち，実績を基準として 15.2％の 320 百万円とし
た。下水管路に起因する陥没等の緊急対応費は，収益
的収支の支出⑦に示す「その他」300 百万円のうち
100 百万円とした。

（3）統合分析表による比較
本研究で作成した統合分析表の内訳と集計方法を図
─ 9に示す。各事業方式で 1年目から 30 年目まで統
合分析表を作成し，合算して得られる合計を比較・評
価する。下水道使用料は，人口減少を考慮して検討開
始年次の 2,900 百万円から毎年均等に 0.33％減少，30

図─ 8　A市の下水道事業会計決算書内訳

図─ 7　事業方式別損傷発生数の推移概念図
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年後に 10.0％減少し 2,610 百万円になることとした。
各事業方式の重点路線更新に伴う維持管理費用およ

び受益者リスクの条件を以下に示す。
（a）従来型
重点路線の改築・更新が未了であるため，受益者リ

スクは毎年前年度比 2％増加すると想定。
（b）重点管路更新型
重点路線の改築・更新が 30 年間で完了するため，

これに伴い受益者リスクが毎年前年度比 7％減少する
と想定。

（c）包括的民間委託型
複数年度契約のメリットを活かし，重点路線の改築・
更新が 28 年間で完了すると仮定。受益者リスクが年
間 8％減少し，重点路線の改築・更新が完了した後は
陥没や浸水に伴う対策費が 70％に減少すると想定。
（d）PFI 型
複数年度契約のメリットと民間資金を活用し，重点
路線の改築・更新が 10 年間で完了すると仮定。受益
者リスクが年間 22％減少し，重点路線の改築・更新
が完了した後は，陥没や浸水に伴う対策費が 70％に
減少すると想定。

図─ 9　統合分析表の内訳と集計方法
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（4）集計結果のまとめ
事業方式ごとのステークホルダーの利得（損益）の

集計結果を表─ 3に示す。（a）従来型は，重点路線
の改築・更新が進まないため，受益者リスクが増加し，
市民の利益が 4 事業方式のうち最小となる。（b）重
点管路更新型は，重点路線の改築・更新が進み受益者
リスクは減少するが，資本的支出が増加するため管理
者の利益が 4事業方式のうち最小となる。（c）包括的
民間委託型は，事業期間の短縮により早期に受益者リ
スクと維持管理費が減少して収益的支出が減少するた
め，市民と管理者の利益は重点管路更新型に比べて増
加する。（d）PFI 型は，受益者リスクおよび収益的支
出が更に減少するため，市民と管理者の利益は更に増
加する傾向を得た。

8．まとめ

本研究の成果を以下に示す。
ⅰ． 事業方式の初期段階における導入検討の目的に
おいて，既知で容易に入手可能な下水道事業会
計決算書を用いて統合分析表を作成し，評価す
る手法を考案した

ⅱ． 事業方式別の統合分析表を作成し，事業方式の
違いによる特徴を整理し，定量的に評価したこ
とで，統合分析手法の簡便性，有用性を確認す
ることができた

ⅲ． 本研究で作成した統合分析表は，検討する地方
公共団体の規模や将来予測に合わせて，パラ
メーターの設定値を変えることにより，ステー
クホルダー間の受益と負担の可視化を可能とし
た

ⅳ． 本研究で取り上げた 4 つの事業方式の比較か
ら，民間資金を積極的に活用し，早期に重点路
線の改築・更新を行うことで，予防保全型の質
の高い維持管理が可能となることが示された

ⅴ． 損傷による陥没や浸水のリスクを早期に軽減す

表─ 3　事業方式別統合分析表の集計結果

ることで，市民および管理者の利得が向上する
PFI 型が有効であるという結果が得られた

9．おわりに

本研究では，統合分析手法を用いて，下水道維持管
理の事業方式の選定時間短縮を可能とする検討手法を
確立することができた。初期段階の導入において，事
業方式の目途を早期に得られ，予防保全型維持管理へ
の導入がスムーズに進むために，今後活用されること
を期待する。
一方で，本研究で構築した統合分析手法は，多くの
不確定要素を標準化し，仮定を用いて推論している。
したがって，算出された数値に対する信頼性を高める
ためには，詳細計画に基づく検討が必要である。
また，事業の実施には，合意形成，導入可能性，将
来予測，地域性への配慮等，様々な事案を考慮して決
定する必要がある。今回選定された PFI 事業を例に
とると，長期にわたる複数年度契約により，受託した
事業者の安定した雇用機会が確保され，委託者の手続
き等にかかる業務量の削減効果がある反面，その他の
民間事業者の事業関与の機会喪失や技術力低下が懸念
される。実際の事業化に際しては，これらの社会的側
面を含めて総合的に配慮して事業手法の選択を行う必
要がある点を申し添える。
本研究の趣旨を十分理解したうえで，適切に活用さ
れた結果，PPP/PFI 事業をはじめとした官民連携事
業の適用件数が増加し，下水道事業の持続可能な発展
が実現することを望む。
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包括的民間委託による下水道管路の維持管理

山　中　明　彦

下水道管路は地方自治体が所管する重点事業として整備され，国内総延長は約 47 万 kmにも及び，そ
の多くは地下埋設物である。近年，下水道管路の老朽化に起因した道路陥没や汚水の流出が社会問題と
なっており早急に対策を講じる必要があるが，地下埋設物であるがゆえに調査や更新改築事業等の維持管
理対策は事業費の確保から人員の確保まで今後ますます対応が厳しい状況が予想され，事業の最適化を踏
まえた自治体ごとの事業戦略の策定が必要となる。本稿では静岡県富士市にて，「下水道管路維持管理包
括的民間委託」という全国的にも実例が少ない民間事業者による新たな事業スキームによる下水道管路の
維持管理を建設コンサルタントが実施しているものであり，その事例を取りまとめた結果を報告する。
キーワード：  下水道管路，包括的民間委託，ストックマネジメント，管口カメラ，ガイドライン策定

1．はじめに 

静岡県富士市は，人口約 25 万人の中核都市で，下
水道事業は昭和 33 年に着手し，下水道管路の総延長
は約 891 km（平成 30 年度末）と膨大な施設を保有し
ている。現在，処分制限期間（20 年）を経過した管
路施設が約 553 km（図─ 1参照），布設後 30 年を経
過している管路施設は約 210 km（約 24％）に達して
おり 50 年経過管も存在していることから今後の老朽
管路の増加に伴う様々な事故等の発生が懸念され，そ
の対応の遅れから住民サービスの低下を招くリスク要
因としてその対策を早急に検討していく必要がある。
図─ 1に示す管路の大部分は地下埋設物が占めてお
り，今後の維持管理に際し，以下のような課題がある。
・ 道路，橋梁等の他のインフラ施設と比較すると一般
市民の目に触れることが極めて少ないため老朽化へ

の認識がほとんどされていないことで財源の確保の
ための説明力が弱いこと。
・ 老朽箇所の特定が困難なため，道路陥没や管路の詰
まりといった突発的な事故が突然発生するといった
危険性があり，その防止策についても多額の調査費
用を必要とする。
・ 管路の埋設箇所が車両交通の激しい道路や幅員の狭
い道路，他の地下埋設物が輻輳する道路内等に多数
存在するため，更新改築等の対策も非常に困難とな
ること。
以上のことから，今後の下水道管路の維持管理は，
予防保全を前提とした点検や修繕を積極的に実施し施
設の延命化を進めていくことが重要であると考える。
しかしながら，多くの自治体では，今後，少子高齢
化による財源の確保や自治体職員の確保等も困難とな
る等，事業を継続的に運営することが困難な状況とな
ることも想定される。そのため，今後は，施設の維持
管理にかかるリソース「人」「もの」「金」の最適化を
踏まえた事業スキームの再構築が必要となり，新たな
リソースの確保の施策として「包括的民間委託」によ
る事業スキームの構築を視野に入れた施策への転換も
有効な手段であると考える。

2． 包括的民間委託における事業スキームの
構築

富士市では，これまでも下水処理場の包括的民間委

特集＞＞＞　都市環境の整備向上，都市基盤整備

図─ 1　富士市における年度別布設延長
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託を継続して実施してきているが，今回新たな取り組
みとして，処理場と管路を一体的に管理する包括的民
間委託の事業に着手した。この様な下水道管路を含む
包括的民間委託事業において，特に管路については全
国でも事例が少なく，事業スキームが確立されていな
いため，業務の発注方式は幅広く民間の創意工夫の提
案を取り込めるプロポーザル方式を採用し，実施した。

（1）業務の背景と要求水準
今回の富士市における包括的民間委託による下水道

管路の維持管理事業（以下：本業務）は，平成 27 年
～令和 2年の 5か年の実施期間において，まず施設の
現状把握（老朽化等）を目的として事業に着手した。
本業務の発注時における要求水準書では，管路の総

延長の約 800 km のうち約 520 km の巡視・点検を 5
か年で実施するという内容であった。これは，事業に
先駆けて策定された富士市のストックマネジメントの
基本方針として，発生確率（管きょ口径）×被害規模
（経過年数等），により設定されたリスクマトリクスに
よる選定基準によって管路の 1スパンごとにリスク評
価基準（Ⅰ～Ⅳ分類）に対して，調査頻度を設定して
調査の総延長（約 520 km）を決定したものである（図
─ 2参照）。

今回のプロポーザルにおいては，その要求水準に対
し，受託者である民間事業者の創意工夫として，巡視・
点検データをストックマネジメントに有効に活用でき
るようなデータの構築を目指すことを目的とし，以下に
示す事業スキームの提案を行った上で業務を受託した。

（2）ストックマネジメントデータ構築の着目点
巡視・点検データをストックマネジメントに有効活

用するための着目点は，それが単なる日常点検ではな
く，ストックマネジメント構築のためのモニタリング
の手段として有効に機能させる必要があるという点で
ある。そのためには取得したデータのストックマネジ
メントへの反映についてそのアウトプットを規定する
必要があり，その知見を有した受託者のスキルが求め
られる。
ストックマネジメントを構築するうえで検討する項
目としては，
・リスク評価
・事業の優先度評価
・劣化メカニズムの分析と劣化予測
・事業シミュレーション
等となり，各検討項目に対する有効なデータ構築が
求められるものである。また，ストックマネジメント
は PDCAサイクルにより，ある一定期間で見直され
るものと定義付けられ，最終到達点の定義は明確では
ないが，「見直し」を行うためには，出発点としての「初
期」の設定を行うという概念が必要である。例えば上
記の検討項目に対し，すべてのデータは反映されてい
ないが一定期間で取得したデータによって分析した結
果を示し，さらにデータを蓄積して再分析し分析精度
を高めるといった作業である。そのような観点より，
本業務では，委託期間の 5か年でストックマネジメン
トの「初期」の段階と規定してデータの取りまとめを
行った。また，各種検討結果は，維持管理上の初期の
基準値（BM：平均値）として示すこととして，そのデー
タ構築のプロセスや，分析手法等を「富士市包括委託
ガイドライン」として取りまとめた。
本業務にて作成されるガイドラインが，5か年の包
括的民間委託完了後の次期の委託以降にも引き継がれ
ることにより継続的なストックマネジメントを展開す
ることに資することが可能となる。このことにより，
データ構築のモチベーションの形成や将来の事業投
資，資金調達等の重要なエビデンス構築にも寄与する
ことが可能となると考えている。

3．巡視・点検における具体的な提案

（1）巡視・点検計画の立案
本業務の業務説明書に示す要求水準は，前項（1）
にも示す通り，5か年の巡視点検についてリスク評価
基準の 4段階（Ⅰ～Ⅳ）ごとの管路延長のみを設定し
ており，対象施設を特定しているものではなかった。
そのため，受託者としてさらに単年度ごとの巡視・
点検計画を作成する必要がある。これまで多くの自治

図─ 2　リスクマトリクスによる施設分類
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体の更新改築事業は，布設年度の古い管路を対象とし
て調査が行われ，緊急性の高い管路についてその対策
を進められてきたことから，自治体の保有している劣
化状況等の情報は限定的であった。そのため，本業務
ではストックマネジメント構築の観点から，マクロな
視点で市全域の劣化進行を把握することを目指し以下
の提案を行った。
・ 巡視・点検対象管路は 5か年で約 520 km，単年度
では約 100 km（下水道マンホール 3000 箇所）であ
り，市ではこれまで劣化データがほとんど構築され
ていない状況もある。そのため，陥没等の発生する
可能性の高い地区の特定等，マクロな視点での劣化
環境分析がなされていないことから，市内全域にお
けるリスク評価のためのデータ構築を目的として，
市全体の網羅的な調査の提案を行った。

・ 要求水準書に示す巡視・点検の対象施設の重要度の
決定におけるエビデンスであるリスクマトリクス
（図─ 2参照）は，すべての管路の劣化状態が経過
年数に依存しているとの観点より経過年数の長い管
路のリスク評価点が高く設定されている。
この評価の知見として，コンクリート管路では，硫

化水素による硫酸腐食は経時的な劣化進行との見解は
多くの文献でそのメカニズムが示されている。
しかしながら，すべての管路の劣化が必ずしも経時

的なものとは限らない。例えば，管路の劣化は，埋設
条件（地盤，地下水位等）や，地震，施工不良等によ
る突発的な損傷も要因のひとつであると想定できる。
それらを考慮して，本業務の巡視・点検は，布設年

数と劣化進行の相関についての精査を行うことを考慮
して，布設年数について 5か年にわたって網羅的に（古
い管路から新しい管路）対象施設を抽出することを提
案した（図─ 3参照）。

（2）健全度評価基準の設定
本業務の巡視・点検の主たる業務は，下水道管路に
おける以下の調査である。
・マンホール蓋
・マンホール躯体
・管渠（マンホール内管口部）
これまでの巡視・点検は，調査の結果不具合が見つ
かれば何らかの対策を講じることを目的としたスク
リーニング的な要素が高いものであった。
本業務がストックマネジメントに資するデータの構
築を目的とし，市全域のマクロな劣化状態の把握とそ
の原因（劣化環境）を検討するためのモニタリング調
査を実施することであるため，劣化状態を客観的に評
価できる基準の構築が必要となる。そのような観点よ
り，本業務では，これまで下水道の施設を管理してき
た企業団体等により公表されている基準や文献等を参
考にして，以下の方針に基づき富士市独自の健全度の
評価基準を提案した。
・ マンホール内の各部位の評価は健全度の推移を細か
く表現するため 5段階とし，管路施設の部位（蓋，
躯体，管渠）ごとに，各点検項目別（腐食，破損，
目地ズレ，侵入水等）に定性的な評価基準を設定し
た（図─ 4参照）。

・ 但し上記の基準は，あくまでも定性的な表現が多く
調査担当者によりばらつきが生じることが懸念され
るため，点検項目（管渠であれば，腐食，目地ズレ
等）の健全度評価ランク（A～ E）ごとに複数の調
査写真を割付けて視覚的な評価も可能とした（写真
─ 1～ 4）。

図─ 3　5か年の調査対象施設の選定イメージ

図─ 4　健全度評価基準（管口カメラ調査）
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（3）管口カメラ等点検機材の検討
本業務の巡視・点検では，管口カメラによる管路内

の点検を実施した。管口カメラの機材については市販
の機材が販売，供給されているが，本業務については，
管口にて管渠の健全度評価を行うことを前提として，
高解像度のカメラを採用し，また面的な移動や操作
性，作業性等を考慮し，GIS システムを搭載したタブ
レットによる遠隔操作が可能な機材を開発した（写真
─ 5参照）。
タブレットシステムの特徴として，GPS によるマ
ンホールの位置情報の確認機能や劣化データ，写真撮
影等の入力ミスのチェック機能を搭載し富士市の健全
度評価基準を反映した専用機材とした。

4．ストックマネジメントに資するデータ分析

本業務は平成 27年から着手し，5か年で約 1万 9千
カ所の巡視・点検を実施した。本業務によって取得し
た管路の調査データをもとに以下の分析を実施した。
・ マンホール蓋，躯体，管渠それぞれの劣化の評価割
合と経過年数との相関性の確認（経年劣化）を行う
ため，管路各部位の点検項目（腐食，目地ずれ，破
損，等）と健全度評価基準（A～ E）との相関を示
すグラフを作成した。
その結果，図─ 5に示す管渠の腐食（管口カメラ）
については，経過年数が増えるごとに劣化の割合が増
えることが確認でき，腐食が経年的な劣化であると判
断できる。
しかしながら，目地ずれについては，図─ 6に示

す通り，経過年数に依存することなく，比較的新しい
管路にも不具合が一定割合で確認されており，経過年
数との相関が確認できない。
このことは，例えば，施工時の初期不良や地震等突
発的なアクシデントによる劣化と考えることもでき

写真─３　項目：腐食　
　　　　　ランクC
　　　　　鉄筋露出（点在）

写真─４　項目：腐食
　　　　　ランクD
　　　　　骨材露出（1部分）

写真─１　項目：腐食
　　　　　ランクA　
　　　　　鉄筋露出

写真─２　項目：腐食
　　　　　ランクB
　　　　　骨材露出（全体）

写真─ 5　現地作業状況
図─ 6　施工年度と評価割合のグラフ
管渠の目地ずれ（管口カメラ）

図─ 5　施工年度と評価割合のグラフ
管渠の腐食（管口カメラ）
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る。この結果を踏まえれば，腐食が支配的な環境に埋
設されている管渠の老朽化対策は，更生工法等の材質
変更や布設替え等，腐食環境そのものに対応する抜本
的な対策を講じることが必須であると判断できる。し
かしながら管路の劣化が突発的な損傷としてとらえら
れ，以後そのような状況が起こる可能性が低い環境に
埋設されていると考えれば，そのまま放置し定期的な
点検のみを実施することや，多額の費用をかけるので
はなく部分的な修繕対策を講じることも考えられる。
それらの結果を踏まえて，施設全体における更新改築
事業のアクションプランの策定をより精密にとらえ，
施設全体のライフサイクルコストの低減を目指して多
くの点検データを構築してデータの精度を向上させ発
生事象のメカニズムを分析することは，今後の下水道
事業の継続的な運営の観点からも重要な調査，分析手
法であると考える。
・ 次に，取得した調査データ（劣化特性）と地域環境
との関連性に着目し，富士市全域の下水道事業計画
区域を対象に管路施設の劣化ハザードマップ（500 
m × 500 m）を作成した（図─ 7参照）。

図─ 7に示すハザードマップは，経年劣化項目（前
項で分析，評価した経年劣化項目：腐食，侵入水等）
の評価割合の高い順にメッシュごとに着色表示した。
その結果，市内中心部や駅周辺部の繁華街（図の中心
部付近：丸表示）において経年劣化による劣化の評価
割合が高いことが判明した。当該地区の劣化割合が高
い原因としてデータの細部を確認すると，繁華街であ
るが故の管内水質（油分固結）の影響や勾配不良によ
る滞水，降雨時の侵入水等が確認され，管路の劣化項
目と地域環境との相関が明確となった。今後はさらに
巡視・点検データを蓄積し分析の精度を向上させるこ
とにより，分析結果と劣化環境との相関を確認し，精

密な劣化環境を特定していけば，リスク評価や事業の
優先順位の設定等のストックマネジメント構築におけ
る有効な資料の提供が可能となる。

5．おわりに

以上，富士市における下水道管路の維持管理包括的
民間委託における巡視・点検の調査手法から分析手法
について，ストックマネジメント構築の視点で取りま
とめた。今回の業務を建設コンサルタントが包括的民
間委託として実施したことによって得られた今後の管
路の維持管理における新たな着目点について以下にと
りまとめる。
・ 従来，ストックマネジメント計画と日常の巡視・点
検等の維持管理業務は単年度で分離発注され，現地
データのスムーズな移行が様々な制約によりなされ
にくいことが課題となっている。包括的民間委託の
利点を生かし，計画，巡視・点検，分析業務等を 5
か年の長期契約の中で一体的に実行することができ
たため，現地の劣化データを反映した合理的なス
トックマネジメント構築が可能となった。
・ データ分析を継続的に実施し PDCAサイクルによ
り精密に劣化環境を特定する事ができれば，そのエ
ビデンスをもとにしたリスク管理を効果的に実施す
ることや，本来必要となる最適な改築手法の導入が
可能となり今後の施設にかかるライフサイクルコス
トの低減に大きく寄与される可能性がある。
・ これまで，個別発注されていた維持管理業務におけ
る成果，とりわけ劣化データの経年的な一元管理は
自治体にとっても課題であったが，民間事業者とし
て維持管理の専用システムを保有し，業務の一部と
してデータの一元管理を実施すれば，ストックマネ
ジメントの継続的な運用に資する有効なツールとな
る。
 

《参考文献》
  1） 下水道管路施設の維持管理における官民連携スキームの構築
   土木施工　2020.8　VOL.61　NO.8

［筆者紹介］
山中　明彦（やまなか　あきひこ）
パシフィックコンサルタンツ㈱
プロジェクトイノベーション事業本部
シニアテクニカルディレクター

図─ 7　富士市全域を対象としたハザードマップ
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インフラ施設の稼働データ分析における AI 技術の適用
マンホールポンプ AI 異常運転検知システムの紹介

小　松　一　登

市域内に数多く点在する下水圧送用マンホールポンプでは，管理の効率化のためクラウド監視システム
の導入が増えつつある。ところが，取得される監視データが膨大なため，維持管理者は日常的な確認が困
難になり，異常な運転状態があっても気付けず，故障が発生してからの緊急対応を余儀なくされている。
そこで筆者らは，AI・機械学習技術を用いた異常運転検知システムを開発した。AIが人に代わって監視デー
タを分析し，異常な運転状態を通知するため，維持管理者は効率的な予防保全が可能になる。本稿ではそ
の全体について報告する。
キーワード：  下水道，マンホールポンプ，IoT，ビッグデータ，AI，機械学習，維持管理，予防保全

1．はじめに

（1）IoT・ビッグデータ・AIの関係
近年の IoT 技術の発達により，上下水道をはじめ

とする都市インフラ分野においても，設備や機器など
の稼働データをクラウド上に送信し，遠隔でのモニタ
リングを行う例が増えつつある。設備の状態を把握し
迅速な意思決定が可能になる点，点検の際に各施設を
巡回する必要がなくなる点，これまで取得していな
かった情報の見える化によって新たな知見が得られる
点など，多くのメリットが期待できる一方で，新たな
問題点も表面化してきた。IoT 技術によって収集され
る膨大なデータ，いわゆるビッグデータを，人の手で
は分析しきれないという問題である。その結果，せっ
かくの収集データが有効活用されずに放置されてしま

うことも珍しくない。このような問題は，近年急速な
発達を見せているAI・機械学習技術を用いることで，
解決を図ることが可能である。すなわち，AI が人に
代わって収集データを自動的に分析し，有益な知見を
抽出するといった利用方法である。
このように，IoT・ビッグデータ・AI という 3 つ
のキーワードは同じ文脈で語ることができ，相互に関
連の深い技術と言える。IoT技術を導入する際は，デー
タの収集のみに留まらず，収集したデータをAI 技術
などを用いていかに有効活用するか，その点まで想定
しておくことが肝要である。

（2）マンホールポンプとは
マンホールポンプとは，家庭等から出る生活汚水を
集めて下水処理場へ送るポンプ施設であり，マンホー

特集＞＞＞　都市環境の整備向上，都市基盤整備

図─ 1　マンホールポンプの構造
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ル内にポンプ設備が組み込まれ，道路の下に埋設設置
されている（図─ 1）。2台一組の水中汚水ポンプが，
水位によって交互運転される制御が一般的である。
1980 年代から下水道の普及に合わせて設置が進み，
現在では全国に約 5万カ所以上が存在するとされる。
多い所では数百カ所を擁する自治体もあり，市街地や
集落の分布，また土地の起伏や河川などの地形に応じ
て，市域内の広範囲に点在している。
維持管理の側面においては，生活汚水を扱うことか

ら異物が流入する場合があり，それらの堆積によるポ
ンプ内部の閉塞や，回転部への噛み込みによる過負荷
といった故障が発生しやすい。故障によりポンプが運
転不能になった場合，維持管理者は現地に赴き異物除
去などの対応を行うが，マンホールの溢水を避けるた
め，緊急性が求められることが負担になっている。ま
た，平常時の定期点検においても，巡回箇所が広範囲
に数多く点在することが負担になっている。このよう
な背景から，維持管理を効率化するため，遠隔監視シ
ステムの導入が早くから進んできた。当初は有線の電
話回線を用いた中央監視や音声通報のシステムが主流
であったが，近年では無線インターネット通信を用い
たクラウド監視システムに置き換わりつつある。

2． データを有効活用したマンホールポンプ
維持管理の提案

（1）現状の維持管理方法
クラウド監視システムの導入に伴い，各マンホール

ポンプ施設を巡回しないと稼動状況を把握できない問
題は解消されつつある。しかし前述の通り，代わりに
新たな課題が表面化してきた。
稼動状況をほぼリアルタイムに遠隔監視できる反

面，その監視データが膨大になってしまうため，維持
管理者が毎日全数をチェックすることはほぼ不可能で
ある。理想的には，日々の水位変動グラフやポンプ電
流値の傾向変化を確認することで，不具合の兆候が
あった際に気づくことができるが，このような作業は
時間と手間がかかるため，現実的には行われていな
い。従って，ポンプに不具合が生じた際は，故障通報
を受けて初めて状態を認識し，緊急対応しているのが
現状である。しかし，これではクラウド監視以前の電
話通報の時代から，根本的な維持管理の流れを変革で
きていない。
もちろん，クラウド監視によって帳票作成や遠隔監

視，メール通報など利便性が高まった側面はある。た
だ，それでは本来のクラウド監視のポテンシャルを十

分に活かしきれておらず，蓄積されるデータが放置さ
れ，維持管理業務に有効活用できていないと言える。

（2）提案する維持管理方法
そこで筆者は，マンホールポンプの維持管理にAI
技術を導入し，データを有効活用することを提案す
る。その流れは以下の通りである。
稼働データを日常的に確認できない維持管理者に代
わって，AI が膨大な稼働データを日々自動的に分析
し，いつもと違う運転，すなわち異常運転があれば通
知する。ここで言う異常とは，必ずしもすぐさま故障
（ポンプ排水不能）に繋がるわけではなく，あくまで「通
常時と異なる」という意味である。ただし前述の通り，
マンホールポンプの主な故障原因は，異物が徐々に堆
積し，ある時点で限界に達した結果生じるものと考え
られるため，こういった異常データを将来の故障の前
兆とみなすことができる。
AI から異常運転の通知があったときのみ，維持管
理者は当該マンホールポンプの詳細な稼働グラフ等を
確認し，緊急度や地理特性などを考慮して，対応の内
容やタイミングを検討する。
例えば，異常判定のあった施設の近くを数日後に通
りかかる予定がある場合に，ついでに寄って点検して
おく，また，1か月後に年 1回の定期点検を予定して
いたが，異常判定が出ているので現地確認を兼ねて定
期点検を前倒しする，などといった運用が考えられる。

昨今の予算縮減や担い手不足の背景において，労務
的・心理的負担の軽減は，安心・安全な下水道サービ
スを維持する上で避けては通れない課題である。提案
する方法によって，故障に至る前に不具合の芽を摘み
取ることができるため，維持管理の労力を軽減でき
る。また，夜間や休日の突発的な故障対応でなく，平
日昼間に計画的に対応ができるため，心理的な負担も
軽減できる。
筆者の提案は，すなわち事後保全型の維持管理から
予防保全型の維持管理への転換である（図─ 2）。マ
ンホールポンプは一般的に 2台一組のため片方が予備
機として働くこと，機器コストも下水道機器の中では
比較的低いこと等から事後保全型で十分とする考え方
もあるが，安定した下水道サービスの提供には欠かせ
ない設備であり，予防保全型に転換できるのであれば
それに越したことはない。近年発展を見せているAI
技術を導入することによって，それを実現できる段階
に来ている。
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3．開発した AI異常運転検知システム

（1）システムの特長
前述の考えに基づき，筆者らは，AI・機械学習技

術を用いてマンホールポンプの異常運転を検知するシ
ステムを開発した。
クラウドサーバに蓄積されるマンホール内の水位

データおよびポンプ運転時の電流値データを，人に代
わってAI が監視する。AI には，長年マンホールポ
ンプに携わったベテラン技術者が過去データに対して
実施した異常／正常判定結果を学習させており，これ
に基づいて施設ごとに通常運転の範囲が自動設定され
る。通常範囲から外れた運転データがあった場合に異
常運転と判定し，監視画面上やメールでユーザに通知
する（図─ 3）。また，通常範囲からの外れ度合いに
応じて，異常レベルも提示する。人が 1施設ずつ入念
に確認しないと判別できないような運転変化の検知
も，AI であれば自動で，大量に，判定基準の個人差
なく，処理が可能である。
さらに，異常運転の有無だけでなく，「詰まり」や「水

漏れ」といった推定原因も提示する。これによって維
持管理者は，緊急度の判断や，点検に携行する道具の
選定，現地での確認箇所の順番付けといった段取りが
容易になる。

（2）検知事例
開発したAI が実際の不具合を検知した事例を紹介
する。
事例 1）Mマンホールポンプ場
ポンプ内部のインペラ周りに繊維質の異物の絡みつ
きがあった事例である。異物が擦れながら運転される
ため，摩擦抵抗が生じてポンプ電流値が高くなったこ
とをAI が検知した。異物の性状から，ある程度の日
数をかけて徐々に蓄積されたものであり，このまま蓄
積が進めば，過電流が生じて故障発報に至っていたと
想定される。
本事例において，AI では現地調査の約 40 日前から
既に異常運転を検知し，異常判定が継続していた（図
─ 4）。従って，実運用上はその期間を利用すること
で十分に計画的な対応が可能と考えられる。
事例 2）Yマンホールポンプ場
2号ポンプの排気弁の配管に異物の詰まりがあった
事例である。ポンプ内の空気溜まりが排出されないた
め空運転状態になっており，排水能力が低下していた
ことをAI が検知した。この施設では排水運転中に一
定時間が経過するともう片方の号機に運転が切り替わ
る制御になっていたため，本来であれば 2号ポンプに
よって排水されるべき場合も，後続の 1号ポンプの運
転によって排水自体は完了できており，故障が発報さ

図─ 2　提案する維持管理方法の流れ

図─ 3　ユーザ表示画面（イメージ）
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れることはなかった。
この事象の約 1年前からAI では断続的に異常判定

が出ており，後半ではほぼ継続して異常判定となって
いた（図─ 5）。長期間の空運転は，無駄なエネルギー
消費や機器寿命の減少を引き起こす。AI 判定に基づ
いて期間中の早期のタイミングで現地点検を行ってい
れば，詰まりを解消し，長期間の異常運転を回避でき
た可能性がある。
このように，開発したAI によって故障発報に至る

前に現れる異常な運転状態を検知することで，マン
ホールポンプの予防保全が可能である。

4．おわりに 

IoT 技術によって収集されるビッグデータを，人に
代わってAI が自動的に分析することで，効率的に有

益な情報を得ることが可能である。本稿では，マンホー
ルポンプの維持管理にAI 技術を導入し，データを有
効活用することで，予防保全に繋がる例を紹介した。
マンホールポンプに限らず，インフラ施設の維持管理
においては，老朽化や担い手不足といった共通の課題
がある。今後も，AI など先進的な技術をいち早く取
り入れ，普及展開を図ることで，こういった社会的な
課題解決に貢献していく所存である。
 

［筆者紹介］
小松　一登（こまつ　かずと）
㈱クボタ
水環境総合研究所
担当課長

図─ 4　事例 1（ポンプ内部への異物絡み）におけるAI 検知結果

図─ 5　事例 2（排気弁配管への異物詰まり）におけるAI 検知結果
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稼働中ダムの改造工事における仮締切の施工
西郷発電所ダムに導入した可倒式仮締切

高　木　秀　和・中　村　正　雄・江　島　裕　章

運用中の既設ダムの改造工事は，新設のダム工事とは異なり種々の制約の中での工事となるため，堤体
や発電所などの構造に支障を及ぼさないよう十分な配慮が必要である。特に，堤体上流に設置される仮締
切については，工事中の安全性や作業環境を確保するとともに，洪水など出水時への対応も重要な課題と
なる。このような目的に対し，宮崎県北部に位置する西郷ダムでは，ダムの改造工事における上流仮締切
について国内最大級の可倒堰が採用された。
本稿は，この特殊な構造の上流仮締切について，その構造や施工方法などについてとりまとめたもので
ある。
キーワード： コンクリートダム，再開発，通砂，上流仮締切，可倒堰，SR堰 , エポコラム工法

1．はじめに

宮崎県の北部に位置する東臼杵郡椎葉村から太平洋
に注ぐ二級河川の耳川には九州電力㈱が運用する 7基
の水力発電所がある。耳川では 2005 年の台風 14 号に
伴う未曽有の豪雨により，多数の斜面崩壊や甚大な浸
水被害が発生した。これを契機に宮崎県が中心となり
「耳川水系総合土砂管理計画」を策定し，発注者であ
る九州電力㈱はダム事業者の行動計画として，下流 3
ダムにおいて貯水池内に土砂が溜まらない通砂運用を
実施することとした。この 3ダムのうち西郷ダムを含
む 2ダムについては，洪水時に通砂運用ができるよう
通砂機能を付加するダムの改造工事が必要であった1）。
既設ダムの改造工事では，工事個所をドライ施工に

するためにダムの上流に仮締切を設置する必要がある
が，当工事では数年にわたる施工期間において仮締切
を設置しなければならないため，洪水期にも対応でき
る可動式の仮締切が採用された。
本稿では，この特殊な仮締切の施工概要について報

告する。

2．工事概要 1） 

西郷ダムは堤高約 20 m，堤頂長約 85 mの重力式コ
ンクリートダムで，ダム改造工事では既設堤体の洪水
吐きゲートのうち中央 4門を撤去し，越流天端を 4.3 
m 切り下げて，大型クレストローラーゲート 2門を

特集＞＞＞　都市環境の整備向上，都市基盤整備

写真─ 1　改造前後の西郷ダムの全景

図─ 1　ダム改造工事計画図
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新設するものである。写真─ 1に改造工事前後の堤
体全景を，図─ 1にダム改造工事計画図を，また表
─ 1に主要工事概略数量を示す。工事は，非出水期
の 11 月～ 5 月末で実施し，出水期は原則工事を中断
した。
当該工事では，河川の転流は既設発電所の導水路を

使用する計画であった。また，工事は非出水期に限ら
れるため，出水期には洪水を流下させる機能が必要で
あった。そこで，仮締切には，放流設備の通水断面を
阻害しない構造とするため可倒式の仮設ゲート（鋼製
起伏堰：以下 SR堰）が設置されることとなった。 

3．仮設備計画

図─ 2に，仮設備計画平面図を示す。西郷ダムの
ダムサイトは，国道 327 号線に接する狭隘な箇所で平
地が少ないため，工事を円滑かつ効率的に進めるため
に堤体の右岸側上下流および下流河床部にそれぞれ作
業構台を配置した。また，1，2 および 5 年目の工事
では，上流貯水池内に 80 t クレーン台船を配置して
左岸側（国道の対岸側）の工事の効率化を図った。
写真─ 2に上流作業構台設置状況を，写真─ 3に
80 t クレーン台船作業状況を示す。

4．仮締切工

（1）仮締切の構造 2）

西郷ダムの仮締切工は，鋼矢板及び地盤改良体から
なる下部工とその上部に可動部となる SR堰を設置し
た構造である。
SR堰は，工事中の発電転流のための貯水位を確保
し，出水時は ,　流水を安全に放流しなければならな
いため，流水制御機能に優れた SR堰（S：鋼製扉体，
R：ゴム袋体）が採用された。図─ 3に，上流仮締切

表─ 1　主要工事概略数量表

項目 細目 単位 数量
旧堤体
　堤体取壊し工 m3 4,400
新設堤体
　コンクリート工 m3 4,500
　基礎処理工 ボーリング m 1,800

注入 時間 470

図─ 2　仮設備計画平面図 図─ 3　上流仮締切断面図

写真─ 2　上流作業構台設置状況

写真─ 3　80 t クレーン台船作業状況（5期）
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の標準断面図を示す。

（2）仮締切下部工
仮締切工は鋼矢板打設により岩着させ河川を締め切

り，内部の堆積土砂を地盤改良して SR堰の基礎とし
た。鋼矢板打設は硬質地盤クリア工法とし，作業構台
とクレーン台船の 2班で施工した（写真─ 4）。河床
堆積土砂の地盤改良は，エポコラム工法（φ 1,600 mm
の接円配置）で基礎岩盤まで改良する設計であった。
実施工では，玉石部は改良が困難であったためその上
部までを改良体とし，玉石部は未改良で残置して下流
側にコンクリート L型擁壁で既設堤体に接続させて
安定性を確保した。
エポコラム改良機を配置するために，鋼矢板内部を
貯水池水位標高まで埋戻し，敷鉄板を敷設して重機足
場を確保した。エポコラム工法の目標強度は，上部に配
置するSR堰の荷重および工事完了後の撤去可能な強
度，改良率を踏まえて，材令 180日強度で 1,200 kN/m2

と定められていた。設計段階での試験施工によってセ
メント添加量は 220 kg/m3 と設定され，施工開始初
期の試験で改良土強度を確認した。その結果，セメン
ト添加量としては，砂質土では 160 kg/m3，粘性土に
ついては 220 kg/m3 とした。実際の改良土強度につ
いては，4,000～1,600 kN/m2であった2）。写真─ 5に，

エポコラム改良機を示す。
仮締切の鋼矢板根入れ部は，止水性を確保するため

二重管ダブルパッカー工法で補助グラウトを施工し
た。補助グラウトは，セメントミルクによる連続壁が形
成される様に，1.5 m間隔で1.13 m3/mの注入を行った。
仮締切の下流側は地盤改良体にH鋼 300 mmを打
設し支柱とし，支柱間を鉄板張りとする構造とした。
地盤改良完了後，中詰め土砂を撤去して均しコンク
リートを打設した。写真─ 6に，均しコンクリート
打設作業を示す。工程を確保するため上流仮締切を左
右岸方向に 2分割して，台船クレーンが配置されてい
る左岸側を先行して左右岸を並行作業で行った。

（3）仮締切の設置・再設置
仮締切鋼矢板はSR堰設置時（1，2年目）と撤去時（5，
6年目）に止水矢板として使用する計画で，当初設計
は 1年目の工事終了時に水中で鋼矢板上部を切断して
一旦撤去し，次期に切断した鋼矢板を残置してある基
礎部の鋼矢板にボルト接続で再設置する計画であっ
た。しかし，水圧や地盤改良注入圧等の荷重によって
変形が生じた鋼矢板を水中で接続することは困難と判
断して，2，5年目は上流仮締切を囲うように複列に鋼
矢板（止水矢板）を土砂部に打設し，締切矢板との間
を薬液注入で遮水処理する工法を採用した。図─4に，
変更計画を示す。また，写真─ 7に 2期工事止水矢板
設置状況を，写真─ 8に2期工事薬液注入状況を示す。

（4）SR堰工 3）

SR 堰の必要高さは，発電に必要な水深に保安容量
（空容量）の水深を確保する必要があり，堰高は 4.0 m
であった。また，SR堰は鋼製の扉体とゴム袋体から
なり，ゴム袋体に給排気することで扉体を起立支持，
倒伏させる構造となっている。高さ 4.0 m の SR 堰を
支持するには，一般的な一つの袋体からなるシングル

写真─ 4　仮締切鋼矢板打設状況（1期）

写真─ 5　エポコラム改良機

写真─ 6　右岸側均しコンクリート打設



66 建設機械施工 Vol.73　No.3　March　2021

チューブ構造では高内圧となり，使用する袋体が多層
化（厚く）しなければならないため，2つの袋体から
なるダブルチューブ方式が採用されることとなった。
図─ 5に，袋体に生じる応力状態を示す。一方，SR
堰の国内実績は堰高 3.0 m であったため，SR 堰設計
に当たっては，ダム及び SR堰の専門家，国，九州電
力㈱で構成する SR堰技術検討委員会を設置して安全
性の検証が実施された。また，運用初期に，発生応力
やゴム袋体の変形状態を計測して設計の妥当性を確認
した。図─ 6に，SR堰の構造図を示す。
SR 堰は，2 期工事で仮締切を再構築後設置した。

SR堰の組立作業や資機材運搬は，80 t クレーン台船
と運搬台船を用いた。基礎コンクリートの打設後，
SR堰の基礎埋設金物および給排気管を設置し，2次
コンクリートを打設した。その後，ゴム袋体を設置し

て，スチール製の壁扉体を 80 t クレーン台船で設置
した。写真─ 9に，ゴム袋体と扉体設置状況を示す。
SR 堰設置完了後，仮締切と SR 堰間に注水して試
験湛水を実施し，袋体の変形状況や発生応力を測定し
て施工精度を確認した。写真─ 10に，試験湛水・応
力測定状況を，写真─ 11および写真─ 12にそれぞ
れ SR堰の起立および倒伏状況を示す。

（5）仮締切の撤去
西郷ダムの SR堰は，2013 年 4 月に運用を開始し，
2年 9 ヶ月の運用期間に 16 回の出水による倒伏・起
立を行っている。倒伏・起立は排気・給気により行う
が , いずれにおいても SR堰の全延長においてほぼ均
一に作動することができた。
2年 9 ヶ月の運用後，仮締切の撤去は 2年に分けて

写真─ 7　止水矢板打設状況（2期）

写真─ 8　止水矢板薬液注入状況（2期）

図─ 4　止水矢板設置変更計画 図─ 5　SR堰袋体応力状態

図─ 6　SR堰構造図

写真─ 9　ゴム袋体と扉体設置状況



67建設機械施工 Vol.73　No.3　March　2021

実施した。撤去時の河道切り替えを仮締切の先行撤去
部で行うため 1年目に SR堰と基礎部分（B部）を，
また 2 年目には残りの基礎部分（A部および C部）
を撤去した。図─ 7に，撤去ブロックおよび河道切
替状況を示す。
地盤改良体の基礎部は，バックホウによる掘削が可

能な強度であると考えていたが，想定以上の強度発現
があったためブレーカ掘削に切り替えて撤去した。ま
た，仮締切上流側 1/3 の範囲は，外力に対する安定性
から水中掘削を行うこととなるが，補助工法としてア
レックス工法による削孔とウォータージェット併用の
バイブロハンマーによるH400 の打ち込みで緩め掘削

を行った。しかし，先行削孔は掘削できたもののH
鋼は打ち込むことが困難であったため，チゼルの水中
投下によって取り壊しを行った。

5．おわりに

本工事は，2013 年に堤体コンクリートの取り壊し
を，2014 年および 2015 年に堤体の新設コンクリート
の打設，ゲート設置を実施し，仮設備の撤去後，周辺
整備工事を実施して，2018 年 8 月に無事完成するこ
とができた。現在，順調に通砂運用が行われている。
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下水道管きょの更生工法・形成工法
アルファライナー工法

田　熊　　　章・西　尾　元　樹

日本の社会全体が新しい時代に向かって大きく転換しようとうしている現在，老朽化もしくは破損した
下水道管きょの再構築や長寿命化の目的で，多数の管更生工法が採用されている。本稿ではその中で，「管
きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン -2017 年版 -」（（公社）日本下水道協会）（以下，「ガ
イドライン 2017」という）に記載の条件を満たす技術として施工性や性能等および直近の施工実績につ
いて紹介する。
キーワード：管更生，光硬化，長寿命，リニューアル，老朽化

1．はじめに

アルファライナー工法（以下「本工法」という）は，
光硬化の技術を応用した形成工法に分類される本管更
生用の管更生工法で，図，材料概要図の強固な耐酸性
ガラス繊維を採用することで，従来の光硬化工法より
高強度で施工時間が短縮できるという特徴を有してい
る（図─ 1，写真─ 1）。
施工においては，人孔から既設管内に更生材を引き

込み，専用治具を上下流端部に取り付けて空気圧に
よって拡経して既設管内面に密着させ，写真の様に挿
入した光射装置によって樹脂を硬化させて所定の強度
と耐久性を確保した更生管を形成する。
本工法は，更生管の厚みを約 1 mmごとに製造する

ことができ，現場条件に合わせた無理のない更生材を
選択することが可能である。

2．適用範囲

本技術の適用範囲は，次に示すとおりである。
① 管種において，鉄筋コンクリート管，陶管，鋳鉄
管，硬質塩化ビニル管であること。
② 管径において， 呼び径 150～1,000（鉄筋コンクリー

ト管，陶管，鋼管，鋳鉄管）   
 呼び径 150～600（JSWASK-1 下水
道用硬質塩化ビニル管）

③ 施工延長において 100 m以内であること。
注記 1： 「ガイドライン 2017」が対象とする既設管種

は，鉄筋コンクリート管，陶管等の剛性管で
ある。

注記 2： 「ガイドライン 2017」に定める評価項目につ
いて確認した管径は，150 ～ 800 以下とする。
ただし，耐震設計における適用管径は，既設
管呼び径 800 未満とする。

特集＞＞＞　都市環境の整備向上，都市基盤整備

図─ 1　材料概要図

写真─ 1　人孔内光射装置
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注記 3： 呼び径 800 を超える管径（自立管対象外）に
ついて，上記の適用範囲における更生材 1m
あたりの重量は，呼び径 800（自立）の重量
以下を対象とする。

3．開発の趣旨

昨今，老朽化もしくは破損した下水道管きょの再構
築や長寿命化の目的で，多数の管更生工法が採用され
ているが，熱硬化型の管更生工法は，加温・冷却設備
を設置するための道路を占有する施工帯が必要であ
り，さらにボイラ等使用により騒音や蒸気が発生する。
本工法は，光硬化技術をもちいることで，加温・冷

却のための設備が不要で，施工帯や騒音も小さく，蒸
気の発生しない光硬化型の管更生工法を開発した。ま
た，本工法でもちいる更生材は，高強度の耐酸性ガラ
ス繊維を使用することで，必要な更生材厚を薄くで
き，写真─3のように中口径でも短時間で施工できる。

4．開発目標

本工法の開発目標は，次に示すとおりである。

（1）施工性
次の各条件下で施工できること。
① 屈曲角： 10°以下の継手部（呼び径 350 未満），5°

以下の継手部（呼び径 350 以上）
② 段　差： 呼び径の 5％以下の継手部（最大 40 mm）
③ 隙　間： 50 mm以下の継手部
④ 水圧（0.025 ～ 0.060 ※MPa），流量 2 L/min 以下
の浸入水
※各呼び径の拡径により異なる

（2）耐荷性能
更生管の耐荷物性能は，次の経験値であること。
（a）偏平強さ
① 呼び径 600 以下：「下水道用硬質塩化ビニル管
（JSWAS K-1）」と同等以上の偏平強さ
② 呼び径 700 以上：「下水道用強化プラスチック複
合（JSWAS K-2）」（2種）と同等以上の基準たわ
み外圧および破壊外圧

（b）曲げ強さ
① 短期試験値（第一破壊時の曲げ応用力）（平板）   
25 N/mm2　以上
② 短期試験値（第一破壊時の曲げ応用力）（更生管）  
25 N/mm2　以上
③ 短期試験値（第一破壊時の曲げひずみ）（平板）   
0.75％以上
④ 短期試験値（第一破壊時の曲げひずみ）（更生管）  
0.75％以上
⑤ 曲げ強さの長期試験値　　60 N/mm2　以上
（c）曲げ弾性率
① 短期試験値（平板）　　11,400 N/mm2　以上
② 短期試験値（平板）　　 4,500 N/mm2　以上
③ 短期試験値（平板）　　 9,500 N/mm2　以上

（3）耐久性能
（a）耐薬品性
① 更生管は「下水道用強化プラスチック複合（JSWAS 
K-2）」と同等以上の耐薬品性を有すること。

② 更生管は，浸漬後曲げ試験において，次の試験値
であること。
ⅰ　基本試験（8液，23°）
　　 試験液浸漬 28 日後の曲げ強さ保持率および曲
げ弾性率保持率 80％以上

ⅱ　常温試験（2液，23°）
　　試験液浸漬 1年後の曲げ弾性率保持 70％以上
ⅲ　促進試験（2液，60°）
　　 試験液浸漬28日後の曲げ弾性率保持率70％以上

写真─ 2　管内状況

写真─ 3　中口径に対応した管径
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ⅳ　長期曲げ弾性
　　 50 年後の長期曲げ弾性率推定値が設計値（換
算値）7,220 N/mm2 を下回らない。

（b）耐摩耗性
更生管は，「下水道用硬質塩化ビニル管（JSWAS 

K-1）」と同等程度の耐摩耗性を有すること。
（c）耐ストレインコロージョン性
更生管は，50 年後の最小外挿破壊ひずみ≧ 0.45％

かつ JSWAS K-2 で求められる値を下回らないこと。
（d）水密性
更生管は，0.1 MPa の内水圧および外水圧に耐える

水密性を有すること。

（4）耐震性能
更生管の耐震性能は次の経験値であること。
（a）曲げ強さ
① 最大荷重時の曲げ応力度の短期試験値（平板）   
210 N/mm2　以上
② 最大荷重時の曲げ応力度の短期試験値（更生管）   
100 N/mm2　以上

（b）引張強さ
① 短期試験値（平板）　　90 N/mm2　以上
② 短期試験値（更生管）　90 N/mm2　以上
（c） 引張弾性率
① 短期試験値（平板）　　5,000 N/mm2　以上
② 短期試験値（更生管）　3,000 N/mm2　以上
（d）引張伸び率
①短期試験値（平板）　　0.5 ％　以上
②短期試験値（更生管）　0.5 ％　以上
（e）圧縮強さ
①短期試験値（平板）　　50 N/mm2　以上
②短期試験値（更生管）　50 N/mm2　以上
（f）圧縮弾性率
①短期試験値（平板）　　4,500 N/mm2　以上
②短期試験値（更生管）　4,500 N/mm2　以上

（5）水理性能
（a）成形後収縮性
更生管は，成形後 2時間以内に収縮が収まり安定す

ること。

（6） 更生管に使用する樹脂の材料特性は，次の試
験値であること。

①曲げ強さの短期試験値　100 MPa 以上
②破壊時の引張伸び率　　2％以上
③負荷時のたわみ温度　　85 ℃以上

（7）硬質塩化ビニル管への適用性
本工法は，硬質塩化ビニル管への適用が可能である
こと。

（8）既設管への追従性
更生管は，地盤変位にともなう既設管への追従性を
有すること。

（9）耐高圧洗浄性
更生管は，15 MPa の高圧洗浄で，剥離や破損がな
いこと。

5．実績

実績一覧と施工箇所写真は表─ 1に示すとおりで
ある。

6．おわりに

本工法アルファライナー工法の管厚は，現場の個別
条件に合わせて呼び厚さの選択をすることにより，自
立管（既設管の強度を期待しない構造）に対する設計

写真─ 4　拡径状況

写真─ 5　硬化状況



71建設機械施工 Vol.73　No.3　March　2021

や，二層構造管（季節感の強度を期待する構造）に対
応する設計を自在に行うことができる。管路の老朽化
が進む中，課題解決の一つの技術として，今後とも更
に協力していきたいと考えている。
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表─ 1　本工法施工実績

施工年月 呼び径 施工スパン距離（m） 都道府県

2020 年 10 月

200 25.12 神奈川
250 18.25 神奈川
300 7.37 神奈川
400 38.11 神奈川

2020 年 11 月 250 243.10 千葉

2020 年 11 月
250 30.60 神奈川
300 34.70 神奈川
350 60.65 神奈川

2020 年 11 月 250 145.12 東京

2020 年 12 月
250 129.50 千葉
300 46.80 千葉

2020 年 12 月 900 91.00 神奈川

2020 年 12 月
200 3.50 東京
300 3.36 東京
700 69.95 東京

2020 年 12 月
250 91.38 神奈川
300 67.88 神奈川
350 33.90 神奈川

2020 年 12 月 250 203.77 神奈川
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建物管理プラットフォームを活用した
維持管理サービス

鈴　木　雄　介

建築事業における運用・維持管理段階の事業強化を目的に，設備機器の運転状態やエネルギー使用量な
ど建物運用データを自動的にクラウドへ収集・蓄積し，ビッグデータをAI エンジンなどを用いて分析・
可視化するプラットフォームを構築した。このプラットフォームを用いたサービスとして，遠隔監視やエ
ネルギー需要予測，設備機器の異常検知などを実施することで，建物管理業務の高度化・省力化を図り顧
客満足度の向上を目指している。本稿では，そのプラットフォームの開発概要と運用状況，今後の展開に
ついて紹介する。
キーワード：  運用・維持管理，建築設備，プラットフォーム，AI・IoT，故障・異常検知

1．はじめに

当社の中期経営計画では，事業戦略の 1つに「上流・
下流事業の取り組み推進と収益源の多様化」を掲げて
いる。現在の主力事業である設計・施工段階に加えて，
建物ライフサイクルにて下流側に当たる運用段階への
取組みを強化しており，その一環として，2016 年度
から先端 ICT を活用した建物管理業務の高度化・省
人化について技術的な検討を進めてきた。
従来，建物運用データ（設備機器の運転状態やエネ

ルギー使用量など）を活用して，省エネルギー提案や
運用改善の取組みを行っていた。しかし，①各建物の
データは建物にある監視装置だけに蓄積されており，
分析・活用するためには手作業でデータを収集する必
要がある，②データ分析の知見を持った技術者・建物

管理者は限定される，③監視装置ではデータが不十分
な場合，IoT センサなどを追加する必要があるが，そ
のデータを収集する仕組みがない，などの課題があ
り，幅広く取組みを展開するには至っていない状況で
あった。
本件では，ICT 技術を活用することで，ビルの監
視装置や IoT センサから得られる建物運用データを
自動的にクラウドへ収集・蓄積し，ビッグデータを
AI エンジンなどを用いて分析・可視化することで，
エネルギー予測や設備機器の異常検知を可能とする，
建物管理プラットフォーム（以下，PF）「鹿島スマー
ト BM®」（BM：Building Management，建物管理）
を開発し，グループ会社の建物管理会社にて PFを利
用したサービス提供を開始している（図─ 1）。本稿
では，建物管理PFの概要と運用状況について述べる。

特集＞＞＞　都市環境の整備向上，都市基盤整備

図─ 1　建物管理PFを活用した管理サービスの提供価値
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2． 建物管理プラットフォームを活用した 
取組み　概要

（1）建物運用データ活用に関する背景
建物の運用段階で得られる，設備機器の運転状態やエ

ネルギー使用量（電力・水など）のデータは，各ビルに
設置された中央監視装置（BAS：Building Automation 
System）や BEMS（Building Energy Management 
System）で収集されることが一般的である。
設備機器は，使用条件を想定して機器仕様・容量が

計画されているが，実際の運用での使用条件は想定と
は異なることが多い。その結果，機器の本来の性能が
発揮できず余分なエネルギーを消費されていたり，機
器のメンテナンス回数の増加や異常・故障による管理
コストの増加につながったりする可能性があるが，明
確なトラブルに至らない場合は顕在化しない事も多
い。このような実態に対し，省エネルギーの観点で建
物運用データを活用し，設備運転の実態把握や運用改
善を行い，管理の付加価値向上につなげる取組みを進
めてきた。
しかし，取組みを進める上で大きく 3 つの課題が

あった。1つ目の「データ管理」は，監視装置のデー
タ容量の制限で，現地の機器には一定量しか保存でき
ず古いデータから削除される点が挙げられる。データ
活用のためには長期間のデータが必要だが，その場合
は手動でデータを収集しなければならなかった。2つ
目の「データ活用・分析」では，建物ごとに規模・使
用方法が異なる中，運用改善を行うのは経験のある技
術者に頼っている。そのため適用可能な建物数に限界
があるのが現状であった。3つ目の「ICT対応」では，
現在運用されている建物の大半は，AI・IoT などの
先端 ICT が進展する前に構築されており，そもそも
データ収集が行われていない場合も多い。こうした建
物に最新の ICT を適用することで，建物管理の最適
化や管理コストの削減を図れる可能性がある。しか

し，機器の運転状態やエネルギーを把握する IoT セ
ンサを設置して新たなデータを取得しても，そのデー
タを蓄積・活用する基盤は十分に整っていなかった。
そこで，多くの建物の運用データを自動的にクラウ
ドへ収集・蓄積してAI 等を活用した分析を行い，エ
ネルギーの消費予測や設備機器の異常検知を行う建物
管理 PFの開発を行った。

（2）建物管理 PF概要
建物管理 PFの全体構成を図─ 2に示す。ここでは
取組み（ACTION）を 3つに分けて整理している。
（a）遠隔監視（ACTION1）
現地にある監視装置を，離れた場所から監視・操作
可能な端末（KVM）を設置することで，遠隔監視に
活用する。KVMとは，サーバーのキーボード（K），
ビデオモニタ（V），マウス（M）のコンソール信号
を IP 化し，ネットワーク経由で機器のリモート操作
を可能とする技術であり，現地に人がいなくても遠隔
で監視が夜間・休日に行えることで早期復旧が可能と
なる，複数の建物を 1つの管理センターから一括で管
理する，いわゆる群管理が行えなどのメリットがある。
なおこの装置だけではデータ収集はできないため，
データは建物のみにある状態である。
（b）クラウド蓄積（ACTION2）
建物側に，データを定期的に自動収集しクラウド側
へアップロードするための小型 PC端末（ゲートウェ
イ）を設置し，LTE（携帯通信網）を利用してクラ
ウド上のデータベースに蓄積する。データ収集方法
は，①監視装置に機器を接続して収集する場合，②建
物内の設備ネットワーク（BACnet 等）から直接デー
タを収集する場合，③取引電力量などのメーターから
データ収集する場合（監視装置がない中小規模ビルを
対象），④後付センサーを設置しデータ収集する場合，
に分けられる。
①は，監視装置のデータ出力機能を使用し，クラウ

図─ 2　建物管理PF　全体構成
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ドに蓄積・利用したいデータ選択してゲートウェイに
出力し，そこから LTE（携帯通信網）にてクラウド
側へ送る仕組みである。データ収集周期やフォーマッ
トは監視装置のデータ出力仕様に依存しており，装置
メーカー毎に異なっている。そのため，ゲートウェイ
⇒クラウドへのデータ送信は 1日 1回行っている。
②は，建物内の設備ネットワーク（BACnet 等）上

にゲートウェイを設置し，設備ネットワーク上のポイ
ントを直接収集する方法である。監視装置の仕様に拠
らずデータを収集可能で，リアルタイムな収集も可能
である。ただし，①よりも高機能な機器を設置する必
要があること，通信頻度は高くなることなどから，①
の方式よりもイニシャル・ランニングともコスト高と
なる。そのため，基本的には①の方式を採用しており，
オプションとしてリアルタイム性が特に要求される場
合は②の対応を行う。
③については，監視装置がない中小規模ビルの場

合，電力取引用メーターから取引電力量を収集・蓄積
している（収集デバイスは①と同じゲートウェイを利
用）。電力会社が行っている取引電力量データの提供
サービス（Bルートサービス）を利用し，リアルタイ
ムにデータを収集している。
また④は，監視装置で収集してないデータ（機器の

詳細状態や細かい区分でのエネルギー消費量など）を
知るために後付でセンサを設置した場合，そのデータ
も同じ流れでクラウドに収集できる仕組みを整えてい
る。ただ実業務での活用に当たっては，センサ本体や
その設置作業など追加費用がかかるため，費用対効果
として見合うかは個別に検討が必要である。

①～④のデータは，フォーマット等が異なるものを
統合的に活用するため，建物情報などを付加した上で
PFとしての標準形式を定めてクラウド上へ保存する
仕組みを構築している。なお，各建物から収集するデー
タ以外に，管理業務を行う上で有用な天気予報などの
オープンデータも，外部サービスから収集可能として
いる。
（c）ビッグデータ解析（ACTION3）
クラウドへ収集・蓄積したデータについては，数多く
ある管理案件で汎用的に利用可能な可視化・解析の機
能から優先して実装している。以下にその概要を示す。
まず設備機器の運転状態やエネルギー使用量，気象
情報といったオープンデータなどを，過去実績を含め
て一覧表示する可視化画面（ダッシュボード）は，汎
用のデータ可視化ツールを用いて構築している。画面
の表示例を図─ 3に示す。
次に収集したデータの解析機能としては，具体的に
は，①電力デマンド予測，②設備故障・異常検知，③
熱源設備（冷凍機）の異常予兆検知，などを行ってい
る。
①電力デマンド予測は，過去の外気条件（天気・温
度）・曜日・電力使用量をAI（機械学習）モデルで学
習し，翌日以降の天気予報の情報から電力デマンド（一
日の電力量変動）を予測する仕組みとなっている（図
─ 4）。開発においては，事前にオフラインで予測精
度を検証し，予測に用いるパラメータを検討してい
る。その際，精度と各データが様々な建物から同じよ
うに収集可能かという汎用性の観点を考慮して検討
し，上記のデータから予測を行っている。

図─ 3　データ可視化画面　例
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②設備故障・異常検知では，「過去の傾向と異なる」
「基準と比べて性能が低い」「機器の交換目安に達して
いる」などの観点で設備機器の異常を検知し，管理者
へアラートとして通知しており，2つの分析方法を適用
している。1つは，あらかじめ設定したルールに基づき
データを分析し，ルールの閾値を超えた場合に異常と
判断する方法である。導入したルールは，当社が過去
に開発した，建物内でのエネルギーの無駄遣い（エネ
ルギーフォルト）を検知するシステム（EF Detector®）1）

から，多くの建物に汎用的に適用可能なルールを選定
した。もう 1つは，電力デマンド予測と同様，AI（機
械学習）モデルを用い，「過去にほとんど発生してな
い運転データ」を異常としてとらえる方法である（図
─ 4）。機器の運転時間を対象に，過去のデータを学
習し，その傾向から予測した値と実績の差を比較し，
差が大きい場合に異常と判断している。なお，この検
知結果は，可視化画面から確認可能となっており，建
物管理者が異常の発生理由などを考察し，適切な処置
をするための情報として活用している。
③熱源設備（冷凍機）の異常予兆検知（図─ 5）は，

設備機器やシステムの正常時の動作をAIの 1つであ
るファジイニューラルネットワーク（Fuzzified Neural 
Networks：FNN）で学習し，監視対象とする値（例
えば，冷凍機で製造する冷水の温度）の変動を時系列
で予測し，それを実績値と比較することで，機器が故
障に至る前に「異常の予兆」をとらえるものである。
本技術は，自動制御機器メーカーが生産施設（プラン
ト）で実績を持つ技術であり，設備の運転条件など異
なる業務ビル（オフィスビル等）でも適用可能か事前
検証した 2）上で，本 PFで収集したデータと連携して
分析する機能として実装した。

3．建物管理 PFの運用・展開状況

（1）PFの試行
本 PFの本格運用に先立ち，基本機能の開発が終了
した段階で，建物管理を行うグループ会社の本社ス
タッフやグループの自社施設にて試行を行った。その
結果，データの表示方法や分析機能などに対して
フィードバックがあり，その改良を踏まえて本格展開
を図っている（写真─ 1）。

図─ 4　AI（機械学習）を用いたデータ分析機能

図─ 5　AI（FNN）を用いた異常予兆検知の概念 2）

写真─ 1　現場でのPF活用状況（PC画面で閲覧）
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（2）運用・展開状況
本 PFは，当社及びグループ会社によるシステム運

用体制を構築し，その管理案件で展開を進めている。
現時点での展開状況を図─ 6に示す。
2017 年度から管理案件への導入を開始し，2020 年

9 月の段階で，遠隔監視（ACTION1）/ クラウド蓄積
（ACTION2）+ ビッグデータ解析（ACTION3）の延
べ件数（各ACTION のカウント）として約 90 件に
展開を進めている。遠隔監視は初期コストも比較的安
価でメリットが明快なため展開が進んでいるが，クラ
ウド蓄積 +ビッグデータ解析は，遠隔監視と比較す
ると初期コスト・運用コストがかかる点，データを長
期間蓄積することで段階的に効果が出てくる取組みで
ある点など，展開を推進に当たっては課題もある。今
後，早期に効果が出やすい分析機能や，データ分析内
容の顧客（ビルオーナー）への提示方法などを検討し，
更なる展開を図る予定である。

4．おわりに

今回開発した建物管理 PF「鹿島スマートBM®」は
建物の管理業務での活用を主な目的としているが，運
用段階では建物の使われ方や利用者に関するものな
ど，多様なデータが存在する。それらを有効に活用す
ることで，建物運用段階での更なる付加価値やサービ
ス提供が可能と考えられ，本 PFはそのデータ基盤と
しても活用できるものである。今後は，利用者へ快適
性・高生産性などの付加価値を提供すると同時に，建
物の企画・設計段階へ分析結果をフィードバックでき
る，いわゆる「スマートビル」に必要な技術としても
本 PF開発の成果・知見を更に展開すべく，検討を進
めたいと考えている。
 

《参考文献》
  1） 枡川依士夫他：建築設備におけるエネルギー消費上のフォルト検知技

術の研究開発（その 18）エネルギーフォルト検知システムの実用化
開発，空気調和・衛生工学会大会，2012

  2） 鈴木雄介他：ファジィニューラルネットワークによる建築設備の異常
予兆監視，空気調和・衛生工学会大会，2019

［筆者紹介］
鈴木　雄介（すずき　ゆうすけ）
鹿島建設㈱
建築管理本部　建築技術部　技術企画グループ
課長代理

図─ 6　本管理システムの展開状況



77建設機械施工 Vol.73　No.3　March　2021

覆工コンクリート打設作業の品質向上・省力化への
取組み
ホース伸縮式連続打設システムの現場適用

鈴　木　拓　也・西　浦　秀　明・松　浦　健太郎

山岳トンネルにおける覆工コンクリートの施工は，セントルに設けた複数の打設口（開口窓）から鋼製
の配管を介してコンクリートを打設するものである。コンクリートの打ち上がりに応じて，上段の打設口
へと配管を切り替えながら施工していくが，セントルの内部はその構造上，非常に狭隘な施工空間となっ
ており，作業者にとって配管の切替え作業は労力を要すものである。また，打設口を切り替えた直後の打
込みは，落下高さが高くなり，材料分離のリスクを有している。「ホース伸縮式連続打設システム」（以下
「本システム」という）はこれらの課題を解決する技術である。本稿では，本システムの概要と現場適用
事例を報告する。
キーワード：覆工コンクリート，省力化，材料分離，コールドジョイント，打設システム

1．はじめに 

近年，我が国では社会的な人口減少や少子高齢化が
急速に進展している。建設業においても技能労働者の
不足が深刻化しており，生産性向上は業界全体として
の重要課題とされている。また，同時に社会インフラ
の老朽化にともなうインフラメンテナンスの担い手不
足・コスト増大も問題視されており，コンクリート構
造物の長寿命化についても取り組むべき課題である。
覆工などのコンクリート構造物の経年劣化は，施工時
の初期欠陥による影響を受ける。そのため，施工時の
品質は，長寿命化の重要な要素となり，その確保・向
上に努めなければならない。これらの状況に鑑み，筆
者らはトンネル覆工コンクリートの構築において品質
向上および省力化を実現する技術として「OTISM/
LININGTM（オーティズム／ライニング）」を構想し

た（図─ 1）。OTISM/LINING とは，覆工作業を 5つ
の分野（防水シート張り付け，セントルセット，コン
クリート，打設，養生）に分け，各分野において品質
向上や省力化に資する技術を開発し，それらを組み合
わせて運用することで，上記の課題を解決するシステ
ムである。本稿では，この内，本システム「ホース伸
縮式連続打設システム」について，その概要と現場適
用事例を報告する。

2．覆工コンクリート打設作業の課題

山岳トンネルにおける覆工とは，掘削して支保され
たトンネルの内側に施工される現場打ちのコンクリー
トである。従来の覆工コンクリート打設作業は，セン
トルと呼ばれる移動式の型枠内において，作業員がコ
ンクリートの打上がり高さに応じて重量物である鋼製
配管を都度切り替えて行っていた（図─ 2）。写真─ 1

に示すようにセントル内は狭隘な施工空間となってお
り，鋼製配管やコンクリート打込み時の圧力を支持す
る部材が各所に配置されており，作業性が悪い。その
ため，配管の切り替えや清掃作業に時間と労力がか
かっており，それらの作業に時間を要した場合，所定
の時間内に打重ねが終わらずにコールドジョイントが
発生する可能性があった。また，限られた打設口から
コンクリートを打ち込む特有の打設方法を取るため，
配管切替時は筒先からの落下高さが高くなり，材料分
離が発生するリスクもあった（図─ 2）。そこで，こ

特集＞＞＞　都市環境の整備向上，都市基盤整備

図─ 1　OTISM/LININGの概要
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れらの課題解決を目的として本システムを開発した
（図─ 3，写真─ 2）。

3．本システムの特長

本システムは覆工コンクリートの打設に用いるセン
トルに下記の特長を加え，従来の打設方法を改善した
ものである。
1） 打設方法を配管の切替方式からホース引上方式
へと変更した。セントルの天端部に設けられた
打設口から，セントルの両側に向かって，それ
ぞれ 1本の耐摩耗性ホースを脚部まで配置し，
コンクリートの打上り高さに合わせて 2 本の
ホースを同時に引き上げる打設手法である（図
─ 4）。これにより，配管の切替作業が無くなり
連続的なコンクリートの打込みが可能となる。

2） ガントリー （門型移動架台）上部に配置したス
ライドベース （移動台）の中に，ホースを通し，
トンネル軸方向へスライドすることにより，ホー
スを引上げ・挿入するものである（写真─ 3）。

スライドベースの操作（ホースの引上げ・挿入）は

写真─ 1　配管切替作業

図─ 2　従来の打設方法

写真─ 2　本システム搭載セントル全景

図─ 3　本システムの概要

図─ 4　本システムの打設方法
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付属のコントローラーにより自動で行え，コンクリー
トの打上り高さに応じて打設時の落下高さを自由に変
えることができる。

4．本システムの施工手順

次に本システムを用いた覆工コンクリートの打設手
順について述べる。
1） まず，ホースがセントル内部に全て格納された
状態で，セントルを打設箇所へ移動させ，所定
の位置へ据え付ける。据え付け後，スライドベー
スを移動させ，格納していたホースをスロープ
ガイドおよび上下スライド式ガイドを介して，
作業員の介錯を要せずに打設箇所へと送り込む
（写真─ 4，5）。
2） 打設箇所へホースを送り込む際，セントルに設

けられた各所の打設口からY次式ガイドを張出
し，ホースを支持することにより，型枠表面か
ら一定の離隔を保ちながらホースを配置する（写
真─ 6）。これにより，鉄筋区間においても本シ
ステムが適用可能となる。ホース先端がセント
ル脚部まで達したところで，本システムの設置
は完了となる。

3） 打設を開始する際，生コンが流動性を損なわな
いよう，打設前に左右のホースにモルタルを先
送りする。打設時は打込み高さを 1層 50 cm と
して左右交互に打ち込み，両側の打上り面がホー
ス先端に達した時点でホースを高さ 50 cm分引
き上げる（図─ 5）。これを繰り返して打設を続
け，打上り高さが図─ 6に示す高さまで達した
時点でホースを全て引抜き，天端吹上口へと切
り替える。天端吹上口へ切替後は，通常の覆工
コンクリートの打設と同様の方法で残りの打設

写真─ 3　本システムの構造

写真─ 4　スロープガイド

写真─ 5　上下スライド式ガイド

写真─ 6　Y字式ガイド
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を完了させる。
以上が本システムを用いた覆工コンクリートの打設

手順である。

5．現場適用結果

本システムを，米子自動車道江府トンネル他 1トン
ネル工事（西日本高速道路株式会社中国支社発注）に
おいて適用した。当工事は，仕上がり内空 R＝
5000 mm上半単心円（図─ 7）のトンネル新設工事
である。当工事では，発注者の承諾を得て覆工コンク
リートに低セメント量の高流動コンクリート（ニュー
ロクリートNeoⓇ）を採用している（表─ 1）。下記に
本システムを適用した効果を示す。

1） 打設方法を，従来の配管切替式からホースの引
上式とすることで，切替作業（20分×6箇所程度）
をなくし，苦渋作業を改善できた。連続した打
込みによりコールドジョイントの発生も生じな
かった。打設に要した総時間は従来と同等であ
る。これについては，セントルに作用するコン
クリートの圧力上昇を避けるため，従来と同等
の打上がり速度となるよう打込み速さを管理し
たためである。

2） 従来は，鋼製配管を切り替える都度，配管の清
掃作業も発生していた。本システムの場合，ホー
スを全て引抜いた後に，床面に回収されたホー
スの内部を一括で清掃可能である。これにより，
天端部の吹上配管へ切替えた後に打設作業を止
めることなく，簡易に清掃作業を行えた。

3） 写真─ 7に示すように常時，最適な落下高さで
打設を行え，材料分離を発生させず打ち込むこ
とが可能となった。これにより，打込み箇所の
コンクリートへ余剰な空気を巻込む懸念も解消

表─ 1　高流動コンクリートの配合

コンクリート
種類

目標
スランプ
フロー
（cm）

目標
空気量
（％）

W/C
（％）

s/a
（％）

単位量（kg/m3） 減水剤
VMA
（g/m3）

PP
（Vol％）W C

S G
種類

添加量
C×％S1 S2 G1 G2

高流動コンクリート 60 ± 10 4.5 ± 1.5 46.1 46.0 175 380 307 462 573 381 SP 1.4 60 0.3

図─ 5　打込み手順

図─ 6　吹上口への切替

図─ 7　トンネル断面形状概要

写真─ 7　本システムによる打設状況
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された。また，ホースの引上げ跡がつくことも
なく，美観・出来ばえも従来の打設方法と同等
以上となった（写真─ 8）。

6．おわりに

本稿では，覆工コンクリートの打設における施工性
の課題に言及し，解決する手段として本システム「ホー
ス伸縮式連続打設システム」の開発について述べた。
今回，本システムの現場適用結果では，打設時の省力
化に寄与するだけでなく，品質確保の観点からも材料

分離やコールドジョイントのリスク低減効果が得られ
た。今後は，さらなる省力化を目指し，打設高さの自
動検知や左右ホースの自動切替を視野に入れたシステ
ム開発へと進める所存である。
 

松浦　健太郎（まつうら　けんたろう）
北陸鋼産㈱
技術営業部
副部長

西浦　秀明（にしうら　ひであき）
㈱大林組
生産技術本部　トンネル技術部
副部長

［筆者紹介］
鈴木　拓也（すずき　たくや）
㈱大林組
生産技術本部　トンネル技術部
主任

写真─ 8　仕上り状況
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巨礫を含む砂礫地盤のシールド掘進施工実績
水害から街を守る放水路トンネル

生　形　　　剛

札幌市は昭和 40 年代以降急激に都市化が進んだことにより，河川へ雨水の流出が増加することとなっ
た。市街地東部（豊平区，白石区）を流れる望月寒川流域においても近年，洪水被害が多発しているが，
市街地での対策として考えられる河道拡幅による河川改修は困難であった。そこで大雨増水時に，望月寒
川上流の流水を放水路トンネルにより豊平川へ放流することで浸水被害を軽減させる計画が実施された。
今回の放水路トンネル施工箇所は，扇状地扇頂付近のため巨礫（礫径Φ600 mm程度）が堆積している
ことが想定され，想定最大礫まで積極的に取り込む仕様の泥土圧式シールド機で対応する計画にて開始し
た。本稿では巨礫を含む砂礫層の放水路トンネル本体工事の施工について報告する。
キーワード：  浸水被害対策，巨礫，複合地盤，カッターヘッド交換

1．はじめに

道都である札幌の市内は，いくつかの扇状地から成
り立っており，街の中心部は豊平川が作った巨大な扇
状地が基盤となっている。扇頂は 1972 年冬季オリン
ピックのメイン会場となった真駒内から，扇端は JR
札幌駅あたりまで長さ約 8 kmのなだらかな斜面で構
成されている。この扇状地は，時代を追って市内西側
（大倉山ジャンプ競技場がある方向）から東側の月寒
丘陵（札幌ドームがある方向）に向かって形成されて
きた。その扇状地に位置する望月寒川は札幌市豊平区
から白石区の住宅密集地を流れる川であるが，大雨に
よる雨水の流入が多く，下流付近では近年においても
連続して（平成 12 年，14 年，26 年）浸水被害が発生

しており，その対策が望まれた。そこで望月寒川上流
に放水路をつくり豊平川に放流することで浸水被害を
軽減することとなった（図─ 1）。施工箇所は，扇状地
扇頂付近のため巨礫が堆積していることが懸念され，
巨礫対策として想定最大礫まで積極的に取り込む仕様
の泥土圧式シールド機で対応する計画にて開始した。
本稿では，放水路トンネル本体工事（巨礫対応の泥
土圧式シールド工事）の巨礫を含む砂礫層の施工につ
いて報告する。

2．工事概要

（1）工事概要
工事名称　　 望月寒川広域河川改修工事（放水路ト

ンネル）
工事場所　　 札幌市豊平区西岡（呑口部）～南区澄

川～豊平区平岸（吐口部）
発注者　　　 北海道空知総合振興局
施工者　　　 大成・岩田地崎・豊松吉工業　特定建

設工事共同企業体
工期　　　　 自） 平成 26 年 12 月 23 日～令和 3 年

3月 29 日

（2）工事内容
放水路トンネル本体
　 泥土圧シールド工法　路線延長 L＝1,893 m，   
セグメント外径Φ5.25 m，仕上り内径Φ4.8 m，   

特集＞＞＞　都市環境の整備向上，都市基盤整備

図─ 1　望月寒川広域河川改修事業概要
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縦断勾配 1/423，急曲線 R＝40 m（2カ所），   
R＝50 m（3カ所），R＝60 m（2カ所），インバート工，
二次覆工
トンネル吐口　 落差工改良
トンネル呑口　 本体工
中間立坑

3．土質概要

（1）土質資料
当初掘削地盤は，既往ボーリングデータのコア切り
長の 3倍から最大礫径を 600 mmと想定した。シール
ドが通過する土質は，路線延長 1,893.4 m のうち，発
進部（吐口部）から 1/3 までが砂礫と腐食土からなる
盛土層，玉石混じりの砂礫層，粘性土シルト，西野層
と言われるN値 50 以上の凝灰角礫岩があり複合地盤
となっている。残りの 2/3 は野幌層と言われる巨礫混
じりの砂礫層（Dg層）となっている。特にこの砂礫
層については，N値が 50 以上を示し，礫率も 60％と
非常に高い。礫は安山岩主体で，強度は 100 N/mm2

～150 N/mm2と非常に硬い地質となっている（図─2）。

（2）到達立坑掘削実績
到達部（呑口部）において，鋼矢板及び中間杭を打

設する前の先行削孔砂置換工オールケーシング削孔時
（ケーシング径 1.0 m）に砂礫層（Dg 層）からΦ800 
mmの巨礫を確認した。さらに到達部立坑掘削時（写
真─ 1）においてもΦ800 mm以上の巨礫が確認され
た（写真─ 2，3）。

4．シールドトンネル工事の施工

（1）路線概要
延長約 1.9 km の路線の大半は，住宅地の市道直下

を掘進する（図─ 3）。
主な掘削地盤は，巨礫混じりの砂礫層であるため，

技術的には巨礫を破砕して掘進するタイプのシールド
機の選定が妥当であるが，発進部（吐口部）から 1/3
の掘削地盤は前述した通り，粘性土シルト，凝灰角礫

岩を主体とする複合地盤となっているため，巨礫を破
砕して掘進するタイプのシールド機は不向きであると
考えられた。巨礫混じりの砂礫層を掘削する前にビッ
ト交換用立坑を構築し，ビット交換をしてから掘進す
る方法は，民家が隣接していること，重要な埋設管が

図─ 2　土質縦断図

写真─ 1　呑口部　掘削・山留施工状況

写真─ 2　巨礫　1,100 mm×650 mm×650 mm

写真─ 3　巨礫　850 mm×500 mm×500 mm
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多数あることを理由にビット交換用の立坑を設けるこ
とは難しいと考えられていた。

（2）泥土圧式シールド機
路線概要で記載した施工条件を基に，本工事におい

図─ 3　路線平面図

図─ 5　カッターヘッドの構造

て採用したシールド機を図─ 4，カッターヘッドの構
造を図─ 5，シールド機全景を写真─ 4，シールド機
の仕様を表─ 1に示す。
施工の留意点として，本シールド機は土質変化が激
しく，砂礫層に含まれる玉石（巨礫）を積極的に取り
込み搬出する掘削思想のもと，巨礫を含む砂礫層掘進
及び長距離掘進の対応として以下の対策を講じた。

図─ 4　シールド機の内部構造

写真─ 4　シールド機全景
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（a） 巨礫を含む砂礫層掘進対策及び長距離掘進対策
① 強化型先行ビットと多層メインビットを主体とす
るスポークタイプの採用
② 耐摩耗鋼板+硬化肉盛による耐摩耗対策
③ ビットの割欠け防止対策（靭性の高い E5 種の採
用・チップの大型化・ビット形状・段差配置）
④ 最大礫径Φ800 mmの巨礫を破砕せず安全に機内
へ取り込む機構として大型スクリューコンベヤー
の装備，リボンスクリューの採用
⑤ 油圧式摩耗検知ビットの装備

（3）シールド掘進工
本工事の泥土圧式シールド機における砂礫地盤の掘

進は，先行ビットで巨礫の周りの土砂を掘り上げ，礫
が移動できるスペースを作ることにより礫を掘り起こ
しチャンバー内に取り込み，スクリューコンベヤーに
て排出する掘削思想で掘進を開始した。砂礫層に入っ
て 1,100 m 付近までは順調に進捗したが，1,100 m 以
降は，排出される掘削土を確認すると非常に礫の割合
が多く（写真─ 5），割れた巨礫が排出され（写真─ 6），
カッターロック（カッター圧高）も繰り返された。
1,300 m 付近でスクリューコンベヤーから排土される
土砂に混じって欠落したビットが発見されたため，
カッターヘッドが著しく損傷していることが想定さ
れ，到達までの残り約 600 m を掘り進むことは難し

いと判断し，カッターヘッドの交換を実施した。

（4）シールド機カッターヘッド交換
路線上の制約条件で，唯一影響の少ない小学校の狭
隘な用地に深さ16.0 mの中間立坑を築造し（図─ 6），
カッターヘッドの交換（写真─ 7）を実施した。この
立坑掘削時にΦ800 mm以上の巨礫が 9個出現し（写
真─ 8，9，表─ 2），礫率も 70％以上と確認された。
これは，到達部で出現している巨礫と同等であること
から，今後も砂礫層の中にはΦ800 mm以上の巨礫が

表─ 1　シールド機の仕様

項　　目 仕　　様
掘削外径 5,420 mm
シールド機長 8,550 mm
シールドジャッキ 21 ＠ 1,200 kN
最大推力 25,200 kN
カッタトルク（高） 4,472 kN・m（α＝28.6）
最大中折れ角度 7.7°
コピーカッター 200 st×4 基（予備 2基）

写真─ 5　礫排出状況

写真─ 6　排出された礫　h＝350 mm⇒推定最大礫径 1,050 mm

図─ 6　中間立坑平面図
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表─ 2　中間立坑　巨礫数量

巨礫数量  単位：個
長径寸法 合計

400 mm以上～
  600 mm未満

600 mm以上～
  800 mm未満

800 mm
以上

五次掘削 12 1 0 13
六次掘削 13 1 1 15
七次掘削 50 20 8 78
合計 75 22 9 106

写真─ 7　新規カッターヘッド投入状況

写真─ 8　中間立坑巨礫　1,000 mm×850 mm×450 mm

写真─ 9　中間立坑巨礫　1,000 mm×580 mm×470 mm

図─ 7　新規カッターヘッド形状

出現する可能性が高いと判断し，図─ 7のカッター
形状に変更した。カッターヘッド交換後の掘削思想
は，最大礫径Φ800 mmまでの礫は取り込み，最大礫
径Φ800 mm以上の場合は，破砕して取り込む「取込
型」＋「破砕型」方式とし，前回特に損傷が激しかった
カッターヘッド外周部にディスクカッターを配置し
た。また，先行ビットの摩耗量を確認するため，多段
導通式摩耗検知先行ビットをカッターヘッドの内周部
と外周部に各 1カ所，油圧式摩耗検知先行ビットを同
じく内周部と外周部に各 1カ所配置した。

（5）シールド再掘進工
再掘進時，排土中の礫の状況は，再掘進区間全域に
おいて礫の割合が非常に多く，礫の形状も 400 mm以
上の割れた礫が非常に多かった。割れた礫が多い状況
は，カッターヘッドに取り付けたディスクカッターに
より破砕されて排出されたことが想定できる。ベルト
コンベヤーで排出された礫の状況を写真─ 10に示す
（ベルトコンベヤー下幅 650 mm）。ズリ鋼車搬出状況
を写真─ 11に示す（ズリ鋼車1,265 mm×3,370 mm）。
再掘進にあたり，表─ 3のビット摩耗管理を実施
した。定期的に計測することにより計算による推定摩
耗量と実測摩耗量を比較，到達までの掘進管理は有効
であった。
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先行ビット摩耗量の結果を図─ 8，表─ 4に示し，
ディスクカッター摺動距離と掘進速度の結果を図─
9，表─ 5に示す。掘進距離 600 mについて，掘進速
度とカッター回転速度を管理することによりディスク
カッター許容摺動距離以下で施工することができた。
到達時のカッターヘッドの状況から，配置したビッ
トが礫地盤から受けた負担は非常に大きく，掘進時に
酷使していたことが分かる（写真─ 12）。しかしなが
ら，外周部に礫破砕を目的としたディスクカッターを
取付け，巨礫を破砕したことにより，礫を掘り出す役
目である先行ビットへの負担を軽減したことから，外
周部の先行ビットは，チップが摩滅して母材まで摩耗
した内周側の先行ビットに比べて摩耗量が少なく，
ディスクカッターが有効に働いた（保護した）と考え
られる。また，ディスクカッターを装備した交換後の
カッターヘッドであってもほぼ限界の掘進距離であっ
たと考えられる。

表─ 3　ビット摩耗管理

施工管理基準

管理工種 管理項目 管理方法 計測（測定）方法
（自動／手動） 管理基準外の処置管理特性 管理基準 管理方法 時期 頻度

ビット
摩耗管理

ビット推定摩耗量 許容摩耗量　45 mm 掘進速度 掘進中 毎リング 手動 ビット交換の判断

摩耗検知装置 許容摩耗量　45 mm 多段導通式 掘進後 1回／日 手動 ビット交換の判断油圧が抜けないこと 油圧

掘進管理

ジャッキ推力 25,200 kN 以下（理論上 10,961 kN） 圧力計 掘進中 毎リング 自動 ジャッキ速度減速・
余掘の検討

カッタートルク
トルク：高 4,472　中 3,712　低
2,754 kN-m
圧力：高 23.6　中 19.6　低 14.5 MPa

トルク計 掘進中 毎リング 自動 ジャッキ速度減速

カッタ回転数 ディスクカッタ摺動距離との比較 カッタ回転計 掘進中 毎リング 自動 ビット交換の判断
ジャッキ速度 0～ 40 mm/min スピード計 掘進中 毎リング 自動 オペレーターに指示

写真─ 10　割れている巨礫

写真─ 11　割れて排出した礫

図─ 8　先行ビット（多段導通式）摩耗量実測推移
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表─ 4　先行ビット（多段導通式）摩耗量実測結果

  単位：mm
許容
摩耗量

推定摩耗量
（ビット耐久性）

推定摩耗量
（実掘進速度）

実摩耗量

外周部
45.0 39.9 22.0

28.0
内周部 22.0

図─ 9　ディスクカッター摺動距離と掘進速度

写真─ 12　到達後　カッターヘッド状況

表─ 5　ディスクカッター摺動距離結果

許容摺動距離 実施摺動距離 率
530 km 455.1 km 85％

5．おわりに

本工事は，特に砂礫層に含まれる巨礫により，シー
ルドの掘進が計画通りに進まなかったが，様々な対策
工事を安全かつ慎重に行いながら，発注者，施工者，
関係業者が一体となって，2020 年 5 月，到達するこ
とができた。
本工事は，最近の異常気象に伴う水害に備える施設
として，地域住民からの期待度も高い中で，2021 年 3
月末で竣工を迎えるが，地域住民からの期待に応える
べく，竣工まで無事故・無災害で品質の高いトンネル
の完成を目指している。

謝　辞
最後に，本工事にご尽力いただいている発注者，関
係者の皆様に心より深く感謝いたします。
 

［筆者紹介］
生形　剛（うぶかた　たけし）
大成建設㈱
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課長



89建設機械施工 Vol.73　No.3　March　2021

音響管を用いた 
ニューマチックケーソンの排気騒音低減装置

角　田　晋　相

ニューマチックケーソン工法は，周辺環境への影響において他の基礎工法と比べ有利な特徴を持ってい
ることから広く採用されている。しかし，市街地での施工においては高圧空気の排気に伴う騒音発生が問
題となる。一般に消音マフラーによる騒音対策が行われるが，必ずしも全周波数帯で十分な効果は得られ
ていない。
そこで，音響管の共鳴原理を用いた消音器を従来の消音マフラーに付加することで，消音効果を向上さ
せる技術を開発した。開発においては，縮尺モデルによる実験で排気騒音に対する適用性および効果を確
認し，実施工に導入することで実機での音圧低減効果を検証した。本稿では縮尺モデル実験と実施工に適
用して効果を検証した結果について報告する。
キーワード：ニューマチックケーソン，排気騒音対策，音響管，共鳴，消音器

1．はじめに

土木工事では，建設機械の稼動により発生する騒音・
振動が周辺の環境に与える影響が大きいため，施工現
場ではそれらを低減する対策が求められる。基礎工法
の一つであるニューマチックケーソン工法は，他の工
法に比べ騒音・振動の少ない工法であるが，市街地で
はマテリアルロックからの高圧空気の排気に伴う騒音
発生が問題となる。一般的な排気騒音対策として用い
られる消音マフラー（図─ 1）は高音域の音圧を大幅
に低減するが，中音域以下の周波数帯に対しては効果
が小さく十分な対策になっているとは言い難い。
そこで，中音域の音圧低減を対象に音響管を用いた

消音器を考案し，排気音に対する適用性を検討した。

ここでは，開発において実施した縮尺モデル実験 1）

と実際の施工に適用して効果を検証した結果について
報告する。

2．技術の概要

（1）消音原理
音響管の共鳴原理を利用した消音器として，片端が
閉塞された管の反射波を利用して特定周波数帯の音圧
レベルを低減するサイドブランチ型消音器が様々な分
野でよく用いられる。
サイドブランチ型消音器の原理を図─ 2に示す。
消音の原理は，主管に対して枝管（サイドブランチ）
となる音響管を取り付けて音響管内での反射波が主管
の音波の逆位相になるように管長を調節して，共鳴に
より消音を図る技術である。

特集＞＞＞　都市環境の整備向上，都市基盤整備

図─ 1　一般的な排気騒音対策 図─ 2　サイドブランチ型消音器の原理
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（2）課題と対策
音響管による消音器は，対象とする特定周波数帯の

音圧低減に大きな効果がある。しかし，ニューマチッ
クケーソンにおける高圧空気の排気のように流速が生
じる位置で消音を行う場合には，図─ 3に示すよう
に音響管の入口で乱流が発生し，消音とは逆に音圧の
上昇を引き起こすといった課題がある。
そのため，本技術では図─ 4に示すように音響管
の口元に通気性のフィルターを設置することで，排気
主管の内面を平滑にして乱流の発生を防止する構造と
した。

（3）排気騒音低減装置
開発した排気騒音低減装置の概要を図─ 5に示す。
本装置は，従来の消音マフラーと併用することを前提
に，音響管を用いた消音器を既存マフラーの出口に容
易に設置できる構造とした。

3．縮尺モデル実験

（1）試験体
音響管による音圧低減効果を把握するため，1/5 縮
尺の試験体による実験を実施した。音響管の試験体の
概要を図─ 6に示す。音響管の取付け向きは，開口
面が主管断面に直交する方向とした。

音響管の効果を効率よく得るには，主管内で平面波
が成立する必要がある。また，平面波が成立する最大
の周波数は主管の直径に依存する。そのため，実験で
は消音対象とする最大周波数fmaxを以下の通りとした。
・管径による平面波が成立する周波数
　fmax＝0.5861×c/a［Hz］
　（c：音速＝340［m/s］，a：主管の直径［m］）
・音響管の主管径　a＝80.7mm
　fmax＝2,469［Hz］≒2.5［kHz］
音響管の共鳴は，管の内部だけでなく開口端付近の
空気も付加的に振動する。このため，音響管の共鳴周
波数は，管の長さから算出される周波数よりも小さく
なる。実験では 2.0 ～ 2.5 kHz 付近に効果が得られる
ように音響管長さを設定した。
また，気体の流れで発生する乱流を防止するため，
主管と音響管の境界部にポリエステル繊維不織布を通
気フィルターとして設置した。

（2）音響実験
（a）実験内容
音響管の適正な配置と音圧低減効果を確認するた
め，スピーカーからの音波（Pink-Noise）による音響
実験を実施した。音響実験の概要を写真─ 1に示す。
実験では，試験体の前方に配置したマイクロホンによ
り音圧レベル波形を取得し周波数特性を把握した。

図─ 3　音響管による乱流の発生

気体の流れ

乱流による音圧上昇

音響管

排気主管

図─ 4　通気フィルターによる乱流の防止

図─ 5　排気騒音低減装置の概要図

図─ 6　試験体の概要
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実験における音響管の配置ケースを表─ 1に示す。
実験では，配置する音響管の総断面積∑Ar と主管断
面積Aの比を因子にとったN0～ N8 の試験体につい
て音響実験を行った。試験体の一例を写真─2に示す。
（b）実験結果
試験体N0，N4，N8の音圧計測結果を図─7に示す。
音響管がない試験体（N0）に対し，音響管を設置し

た試験体（N4，N8）では，2 kHz 付近の音圧レベル
が大幅に低いことが確認できた。
各ケースの 1/3 オクターブバンドでの音圧低減量を
図─ 8に示す。音響管による音圧低減効果は，音響
管を配置しない試験体N0の音圧測定結果を基準に，
各ケースの測定結果との差分を音圧低減量として評価
した。

音響管を配置した全てのケースにおいて消音対象と
した周波数帯の音圧レベルを低減できており，音響管
の本数が多いほど効果が大きい結果が得られた。
主管と音響管の断面積比が 100％の試験体N8 にお
いては，消音対象である 2 kHz 帯の音圧レベルを
14 dB 以上低減することが確認できた。
また，試験体N2においては写真─ 3に示すように，

音響管の配置向きを対向配置および直交配置について
も実験を行い，その向きによる影響を確認した。

音響管を対向または直角に配置した場合の音圧計測
結果を図─ 9に示す。音響管を主管の同一円周上に
複数配置する場合は，音響管の開口面を対向する向き
に配置することで，向き合う音響管同士の相乗効果に
より，音圧低減効果が高まると考えられる。

表─ 1　音響管の配置ケース

試験体名
主管 φ 80.7 音響管 φ 28.6 断面積比

ΣAr/AA（mm2） 数量 ΣAr（mm2）
N0 5,115 － －     0％
N1 5,115 1 642   13％
N2 5,115 2 1,285   25％
N4 5,115 4 2,570   50％
N6 5,115 6 3,854   75％
N8 5,115 8 5,139 100％

写真─ 1　音響実験の概要

写真─ 2　試験体の一例

図─ 7　音圧計測結果（N0，N4，N8）

図─ 8　各ケースの音圧低減量

写真─ 3　試験体N2における音響管の配置
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（3）送風実験
（a）実験内容
高圧空気の排出に伴う排気音に対する音響管の効果

および配置の影響を確認するため，コンプレッサーか
らの吐出空気による送風実験を実施した。
実験の状況を写真─ 4，5に示す。実験時の排気流
速は，熱線風速計を用いて計測した。なお，音圧の計
測および分析方法は音響実験と同様とした。
送風実験に用いた試験体を写真─ 6に示す。実験
は，音響管を配置しない試験体N0を基準に，試験体
N8 に対して通気フィルターの有無による 2ケースを
行った。

（b）実験結果
各ケースの音圧計測結果を図─ 10に示す。なお，

実験時の排気流速は V＝43.0 ～ 49.2 m/s であった。
送風実験においても音響管により，2～ 2.5 kHz 付近
の音圧を大幅に低減できていることが確認できた。通
気フィルターの有無で比較すると，音圧低減のピーク
周波数においては，音響管のみの方が低減効果は高い
結果が見られる。これは，通気フィルターが抵抗とな
り音響管内に入射する音圧が減衰するため，音響管の
みの場合に比べピーク周波数における低減効果が抑え
られてしまうと考えられる。

1/3 オクターブバンドで評価した音圧低減量を図─
11に示す。音響管のみのケースでは，1,250 Hz 帯に
おいて音圧低減量がマイナスとなり音圧増幅する領域
が見られたが，通気フィルターを設置したケースでは
音圧増幅が抑えられる結果が得られた。

また，前述のとおり通気フィルターを設けた場合
は，ピーク周波数での音圧低減は小さくなるが，1/3
オクターブバンドで評価すると，音響管のみよりも通
気フィルターを設置した方が全体的に音圧低減効果は

図─ 9　向きによる音圧低減量の比較

写真─ 4　コンプレッサー 写真─ 5　計測状況

写真─ 6　送風実験の試験体（N8）

図─ 10　送風実験での音圧計測結果

図─ 11　送風実験における音圧低減量
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向上することが確認できた。

4．現場実証実験

（1）実験の概要
開発した排気騒音低減装置をニューマチックケーソ

ン工法による橋梁下部工事（写真─ 7）に導入し，実
機における音圧低減効果を検証した。
現場に導入した排気騒音低減装置の概要を図─ 12

に示す。実機における消音対象は350～450 Hz（400 Hz
帯）とし，排気主管の断面積に対する音響管の総断面
積の比は 88％とした。
現場での計測の状況を写真─ 8に示す。実験では，

消音器の出口から 1.5 m 離れた位置にマイクロホンを
設置し音圧計測を行った。

（2）現場での計測結果
現場では，音響管による消音器を配置したケース（写
真─ 8）と消音マフラーのみのケース（写真─ 9）に
ついて，それぞれ複数回の計測を行い，計測時の排気
流速が同程度の計測ケースについて比較を行った。
音圧の計測結果を図─ 13に示す。この時の排気流
速は，音響管配置ケースが 16.9 m/s，消音マフラーの
みのケースが 16.4 m/s である。計測の結果，消音対
象とした 400 Hz 帯において 8.4 dB の音圧低減が確認
できた。

写真─ 7　ニューマチックケーソン施工状況

図─ 12　導入した排気騒音低減装置の概要

写真─ 8　現場での計測状況

写真─ 9　消音マフラーのみ

図─ 13　現場での音圧計測結果
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5．まとめ

考案した排気騒音低減装置において実施した縮尺モ
デル実験の結果，以下のことが確認できた。
① 音圧低減効果は，配置する音響管の総断面積に依
存する。
② 音響管の開口面を対向する向きに配置すること
で，音圧低減効果が高まる。
③ 音響管の開口面に通気フィルターを設置すること
で，排気流速による音圧増幅が抑えられ，全体的
に音圧低減効果が向上する。
また，本装置の実現場への適用により，実機におい

ても音圧低減効果を検証することができた。

6．おわりに

本技術は，音響管の長さを調節することで様々な周

波数帯の音圧低減に対応できるため，状況に応じた設
計が可能である。
今後は，環境対策技術として積極的に現場適用を行
うとともに，排気を伴うその他の対策にも展開してい
きたい。
 

《参考文献》
  1） 角田晋相，原田尚幸：音響管を用いたニューマチックケーソンの排気

騒音低減技術の開発，土木学会全国大会第 74 回年次学術講演会，VI-
1076，令和元年 9月

［筆者紹介］
角田　晋相（つのだ　しんすけ）
㈱錢高組
技術本部　技術研究所
主席研究員
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1．はじめに

日本における海ごみ問題は，海外起因の漂着ごみが
顕著になった 1990 年代後半に遡る。筆者は，1997 年
1 月，日本海に沈没したロシアタンカー「ナホトカ号」
から流出した重油の回収活動に参加するため，学生達
と京都府網野町（現在の京丹後市）の海岸を訪れ，そ
こで大陸から流れてくる大量のごみを知る。その後，
市民による世界的な海ごみのモニタリング活動「国際
海岸クリーンアップ（一般社団法人 JEAN主催）」と
出会い，この活動の中継基地として「クリーンアップ
かごしま事務局」を立ち上げた。1999 年に開始した
国際海岸クリーンアップのローカル版「かごしまク
リーンアップキャンペーン」は，その後，年間 50 会場，
1万人が参加する活動へと成長したが，海ごみの漂着
時期や発生地，さらには堆積する微小プラスチック（当
時はマイクロプラスチックという言葉がなかった。）
の実態や原因については，依然謎のままであった。そ
こで本研究室では，海岸漂着物から海面漂流物，海底
堆積物，河川・街中散乱ごみ，マイクロプラスチック
を対象に調査研究を進め，その範囲も鹿児島から瀬戸
内海，日本全国，東アジア，さらには北太平洋へと広
げていった。さらに海岸漂着ごみ問題を社会問題化す
るため，地方自治体と連携して海ごみサミットを全国
で開催する等，JEANの活動にも積極的に参画した。
その成果として，2009 年に海岸漂着物処理推進法が
議員立法として制定された。

藤　枝　　　繁

最近，海洋ではプラスチックによる汚染，特にマイクロプラスチック問題が話題となっている。しかし，
この問題は最近始まったものではなく，またその原因も私たちにとって他人事ではない。ここではこれま
で 20 年以上にわたり取り組んできたNGOによる海岸清掃活動の成果と , 日本から東アジア，北太平洋へ
と展開した海ごみ研究の結果から，その現状について紹介すると共に，今後の対策について提言する。
キーワード：海ごみ，河川ごみ，漂着物，マイクロプラスチック

海ごみ問題の現実と対策

2．破片化するプラスチックごみ

課題を発見し，それを解決することを目的に開始し
た「かごしまクリーンアップキャンペーン」で最初に
取り上げた問題は，海岸に雪の様に舞う発泡スチロー
ルの微小破片であった。詳細調査の結果，その発生源
因は，魚類養殖生簀の浮力体として使用される発泡ス
チロール製フロートの海岸での放置であることがわ
かった 1）。そこで 2001 年，関係省庁，業界団体等を
集めた検討会を開催し，2003 年から，水産庁による
同フロートのリサイクル試験事業が始まった。それと
同時に鹿児島湾では，漁業者による硬質フロートへの
転換と市民による海岸清掃活動も始まった。このよう
なリサイクル・処分，発生抑制，回収の同時進行とい
う取組は，10 年かけて同湾での問題を改善した。こ
れは，国内における海ごみ改善事例の第一号と言えよ
う。
一方で 2007 年，1990 年から始まった「国際海岸ク
リーンアップ」のデータをまとめた JEANは，水辺
で回収されるプラスチック破片類の割合が増加傾向に
あり，2005 年にはその割合が製品類を上回ったこと
から 2），海洋中のプラスチックの破片化に警鐘を鳴ら
した。その後，硬質プラスチック破片が 2009 年から
8年連続で水辺で回収されるごみのワースト 1となり
（図─ 1）3），この警鐘は的中することとなる。
では，なぜ水辺にプラスチックの破片が増えたの
か。2012 年夏，私は前年に発生した東日本大震災を
起因とする漂流物の調査のため，練習船かごしま丸に
乗船し，鹿児島～ハワイ間を航海した。航海中，洋上
で多くのプラスチック漂流物を回収したが，いずれも



96 建設機械施工 Vol.73　No.3　March　2021

その表面には細かな亀裂があり，軽く触るだけで粉々
に砕けてしまうほど脆い状態にあった。これは紫外線
による劣化が原因で，海洋におけるマイクロプラス
チック（5 mm以下のプラスチックを言う）の主な発
生原因の一つとなっている。同航海で実施した海面に
浮遊するマイクロプラスチックの調査の結果，北太平洋
中央部には瀬戸内海の平均漂流密度の約 1/2 に相当す
る13万個/km2の漂流密度の海域が存在し（図─2）4），
その 3/4 が硬質プラスチック破片であることがわかっ
た。その後，震災漂流物の調査でアラスカ，カナダの
海岸を尋ねたが，ヘリコプターで氷河をいくつも越え
て行かねばならない極北の海岸にも，この小さなプラ
スチックの破片は大量に漂着していた。このように現
在の海ごみ問題は，過去に海洋に流出したプラスチッ
クが洋上を長期間漂流中に劣化し，破片となって広域
に拡散している状態と言える。

3．陸域から海洋全体に拡散する海ごみ

では，この海ごみの発生源はどこなのか。2003 年，
この疑問を解決するため，広く世界で使用され，かつ
店舗名，住所，電話番号などの配布地情報を持つ「漂

着使い捨てライター」を東アジアから北太平洋に及ぶ
のべ 1,500 以上の海岸から 70,000 本以上を回収し，そ
こに印刷された配布地と漂着地を結ぶことで海ごみの
流れを明らかにする国際プロジェクトを開始した。そ
の結果，ライターの流れは海の流れとほぼ一致し（図
─ 3）5），たとえば沖縄では台湾や上海から香港までの
中国沿岸都市から流出したものが主に漂着し，日本海
沿岸ではこれらに韓国から流出したものが加わり，さ
らには北上するにつれて九州や山陰地方の日本海沿岸
からの漂着が増え，それらは津軽海峡を通って太平洋
に流出し，茨城県まで南下していることがわかった。

図─ 1　1990 年から 2018 年の国際海岸クリーンアップ結果の順位変化 3）

図─ 2　�北太平洋を漂流するマイクロプラスチックの分布（2012 年，か
ごしま丸）4）

図─ 3　�日本周辺海岸で回収された使い捨てライターの流出地と漂着地の
関係 5）
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一方，伊豆・小笠原諸島を含む太平洋沿岸では，8割
以上が瀬戸内海，伊勢湾，東京湾を含む日本の太平洋
沿岸を起源とし，これらは北太平洋中央部のミッド
ウェー環礁（コアホウドリの親鳥による洋上での誤食
によるもの）やハワイ諸島でも大量に発見された（図
─ 4）6）。これより日本の南西諸島や日本海沿岸は，大
陸からのごみの影響を強く受けるが，一方で日本の太
平洋沿岸は北太平洋へ大きな負荷を与えていることが
わかった。
では，これら大量のライターはなぜ海に存在するの

か。東京湾に注ぐ荒川の河口で 681 本のライターを回
収分類した結果，その配布地は荒川流域に集中してい
ることがわかった（図─ 5）7）。また伊勢湾の湾口海岸
で回収されたライターの配布地もそのほとんどが伊勢
湾に流入する河川流域であり，さらには瀬戸内海 13
河川，1,200 km におよぶ河岸散乱ごみの分布調査の
結果からも，ごみはいずれも河口域に集積していた8）。

図─ 4　北太平洋ミッドウェー環礁のコアホウドリ雛鳥（足元にライター）とライターの流出地（店舗所在地）6）

図─ 5　東京湾荒川河口部で回収されたライターの流出地（店舗所在地）7）

よって海洋を漂流するライターは，陸域から河川を通
じて海に流れ出たものと言え，他のプラスチックごみ
も同じルートで海洋に流出していると言えよう。

4．海ごみの変化

ではこの海ごみの構成はこの 30 年でどのように変
化してきたのだろうか。1990 年から始まった「国際
海岸クリーンアップ」の結果より，回収個数順位の経
年変化を見ると（図─ 1）3），1990 年代，タバコのフィ
ルターであったワースト 1は，2000 年代になると硬
質プラスチック破片に代わり，プラスチックシートや
袋の破片も順位を上げている。また1990年代にはワー
スト 20 にも入らなかったペットボトル（プラスチッ
クボトル）は，その後次第に順位を上げ，現在ではワー
スト 5 となっている。一方，1990 年代，ワースト 3
に入っていた花火は，次第に順位を下げ，現在ではワー
スト 20 にも入らなくなった。このような海ごみの経
時変化は，前述したプラスチックの破片化の進行に加
え，1996 年の容器包装リサイクル法の施行と同時に
行われた小型ペットボトル生産の業界自主規制の解除
による流通量の増加，1998 年のたばこ特別税の創設
とその後の増税および 2002 年公布の健康増進法によ
る受動喫煙防止の推進によるたばこ消費量の低下（マ
ナー向上？），さらには食品の個別包装化の普及など，
私たちの社会や生活様式の変化として説明することが
できる。
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5．今後の海ごみ対策

瀬戸内海では，2008 年から 3年間，瀬戸内海の 230
海岸，海面 7 海域，13 河川を対象に漂流・漂着散乱
ごみの全域調査が実施された。その結果，瀬戸内海に
流入するごみの総量 4,500 t のうち 2/3 が陸域起源で
あり，流入量全体の半分が外洋に流出していると試算
された（図─ 6）9）。この陸域からの流入量は，瀬戸内
海の流域人口（3,176 万人）一人一日あたりに換算す
ると 0.3 g／人／日であり，国民一人一日あたりのご
み排出量 918 g／人／日（2018 年度）と比べて極めて
少ない。すなわち海ごみは，社会問題になったものの，
日常生活で毎日排出するごみのほんの一部が漏れ出し
たものであり，一律の発生抑制や啓発ではその効果が
望めない状況にあると言える。一方，試算では，回収
量を現在の約 3倍に増やすことで現存量を半減するこ
とができるとされたが，回収が進めば次第に漂着密度
が低下し，回収効率が低下するため，回収努力量は現
在の約7倍必要となる9）。よって現在の海ごみ対策は，
既に流出したものが破片化して広域に拡散しているた
め，回収が困難で，一人あたりの排出量が少ないため，
個人の発生抑制に期待することも難しく，さらには多
少回収を頑張っても目に見える効果が得られないとい
う三重難の状態にある。
では，このような海ごみ問題について，本当に対処

する方法はないのだろうか。もちろん陸域に住むすべ
ての人々が日常におけるごみ排出総量を低減すること
で漏れ量を減らし，また不法投棄となる行為を一つず
つ取り除き，海ごみの元となる陸域散乱ごみを減らし
て海域への流出量を減らすことは，劇的な効果が見込
めなくても必須事項である。ただ幸いにも瀬戸内海の
海岸漂着散乱ごみの 8割は調査全海岸（261 海岸）の
17.0％の海岸に集積しており 9），この傾向は全国の海
岸でも同じである 10）。また陸域から海へのごみの供

給経路となる河川でも河口域にごみが集積し，さらに
マイクロプラスチックも海のフィルターである砂浜で
最も密度が高い。
よって陸域から海へのごみ流出と漂流ごみの再流出
や破片化を最小限にするには，陸・河川・海ごみ総量
を効果的に減らすことが必要であり，そのためには「集
積しやすい場所」をあらかじめ探し出し，そこでの「回
収」を「継続的」に実施することだと言える。ただし
海ごみの集積地点は発生地や大都市域とは一致せず，
多くはそれらから遠く離れた地域に偏在する。よっ
て，これら活動は集積地点の方々に求めるのではな
く，活動可能な全ての人が参加できるものにしなけれ
ばならない。また効率的な回収方法についても，まだ
多くの技術的課題が残っている。よって今後の海ごみ
対策には，建設機械・施工分野の技術力とネットワー
クが必要であり，重要となっている。皆様のご協力を
通じて日本からきれいな海が世界に広がっていくこと
を大いに期待している。
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  5） 藤枝　繁，大倉よし子，小島あずさ，漂着ディスポーザブルライター
の流出地と漂着地の関係から求めた日本沿岸における漂流物の流れ，
漂着物学会誌，12，29-42，2014.

  6） 藤枝　繁，大倉よし子，小島あずさ，漂着ディスポーザブルライター
を指標とした北太平洋島興および北米西海岸に漂着する海洋ごみの流
出地推定，漂着物学会誌，13，35-44，2015.

  7） 藤枝　繁，河岸で採取されたディスポーザブルライターの配布地の範
囲，漂着物学会誌，11，7-11，2013.

  8） 藤枝　繁，瀬戸内海に流入する 13 河川における散乱ごみの分布特徴，
沿岸域学会誌，23（1），35-46，2010.

  9） 藤枝　繁，星加　章，橋本英資，佐々倉諭，清水孝則，奥村誠崇，瀬
戸内海における海洋ごみの収支，沿岸域学会誌　22（4），17-29，
2010．

10） 農林水産省農村振興局 , 農林水産省水産庁 , 国土交通省河川局 , 国土交
通省港湾局 , 全国海岸の漂着ゴミの実態調査 , 平成 18 年度社会資本整
備事業調整費／海岸における一体的漂着ゴミ対策検討調査報告書 ,1-
25，2007．

［筆者紹介］
藤枝　繁（ふじえだ　しげる）
鹿児島大学産学・地域共創センター　特任教授，
（一社）JEAN　代表理事，
漂着物学会　事務局長

図─ 6　瀬戸内海における海ごみの収支 9）
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新潟とお蕎麦
小　栁　一　太

「新潟は食べ物がおいしいですね！」「やっぱり食は
新潟ですね！」などと県内外の人たちに言われること
がある。大阪や東京から出張してくる面々をおもてな
しさせていただくときには，地酒が豊富に揃っている
店，旬の魚のおいしい店，そして仕上げは新潟の「へ
ぎそば」のあるところ，このコースが定番となってい
る。特にフノリをつなぎとした「へぎそば」は触感が
よく，これを楽しみに新潟出張に来られる方も多い。

杉や檜を薄くはいだ板を「へぎ」といい，それで作っ
た平板に縁を付けた角型のお盆をへぎと呼んでいる。
新潟県の小千谷や十日町などでは，このへぎに波模様
に盛ったもり蕎麦を「へぎそば」と言っている。この
地方の蕎麦の特徴は，海草の一種であるフノリをつな
ぎに使用すること。茹で上がった蕎麦はフノリが入っ
ているため，淡い緑色を帯びている。
小出営業所に勤務していたときには，客が来るたび

に，魚沼市（旧　北魚沼郡広神村）にある，道光高原
そば「いたや」の天ぷら蕎麦を食しに行ったものであ
る。ここの蕎麦は，フノリを使ってはいるが，新潟市
内でいただく「へぎそば」より，やや黒味がかってお
り，素朴だが，地域に伝わる振る舞い蕎麦として，大
変気に入っていた。鰹節のみでとるだしと，しょうゆ
とみりんで作る，しょっぱめのつゆも昔ながらの味で，
蕎麦の満足感を際立たせてくれる。

全国各地に伝わる郷土蕎麦は，その土地土地に代々
受け継がれている技術であり，蕎麦文化である。つな
ぎにその土地ならではの素材を用いたり，独自の道具
や技法で打たれたものがある。信州戸隠そばと比較し
てみると，魚沼地域の蕎麦は，つなぎとして小麦粉，
フノリ，山芋，オヤマボクチなどを用いており，変化
に富んでいる。そのうえ，つなぎを何も使わない十割
蕎麦まであって，多種多様。戸隠そばはいずこも同じ
二八蕎麦であるのとは対照的である。

蕎麦に関する農林水産省などの資料をながめて，各
地の蕎麦を勝手に整理してみた。
改めて分かったことは，
① 収穫量は北海道が最も多く，新潟は 2019 年全国
13 位の 484 トンとそれほどでもない
② 地域によって，いろいろな製法，食べ方があり，
伝統の食であることを再認識した
ということであった。

蕎麦にはルチンが多く含まれていることは有名。ル
チンは抗酸性が高い物質であり，細胞の壁や遺伝子を
傷つける，老化や癌の原因となる過酸化物の生成を抑
制する。どろどろの血液をサラサラにしてくれる，健
康に寄与してくれるもの。ただしルチンは水に溶けや
すいので，蕎麦を食べたあとには必ず，ルチンの溶け
だした蕎麦湯をいただくことにしている。
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また，蕎麦はビタミン Cの吸収を助けてくれると
いわれている。薬味を入れることは，もちろん，清涼
感，風味，香，彩をより楽しむために必須なものだが，
ルチンはビタミン Cと一緒になるとさらに効果を発
揮するので，蕎麦に薬味は健康のためによいともいえ
る。薬味には大根，葱，山葵が定番だが，ほかにも，

からし，大葉，生姜，茗荷，海苔，胡麻，唐辛子など，
その場の雰囲気で和して食べている。
コロナ禍の終息を願いつつ，新潟と各地の美味しい
お蕎麦をもりもり食べ，健康に気をつけて過ごしたい
と思っている。

地方名
代表的な
蕎麦の名前

蕎麦の特徴，つなぎ，
薬味など

蕎麦の盛り方や
入れ物など

蕎麦収穫量（t） 作付面積（ha）

新潟 へぎそば
（手振りそば）

フノリ
からし，ワサビ

へぎ　波模様 484   1240

長野 信州そば
戸隠そば

乾麺製法誕生の地
挽きくるみ
辛味大根

ぼっち盛り 3350   4410

福井 おろしそば 大根しぼり汁
ネギ，かつお節

ぶっかけ 1250   3300

福島 会津磐梯そば
会津山都そば

十割そば
やや白っぽい

1910   3740

北海道 ブランド名不明。コメ生産調整の結果，蕎麦への転作増加 19700 25200
全国 海外産 7割，国内産 3割。国内産蕎麦は貴重品 42600 65400
※蕎麦の収穫量，作付面積は農林水産統計令和 2年 4月 10 日公表値

─こやなぎ　いちた　福田道路㈱　執行役員新潟本店長─
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機電技術者のための講演会報告

建設業部会　機電技術者交流企画WG

1．はじめに

当協会の業種別部会に属する建設業部会（建設業
54 社の会員会社で構成）は，会員相互の共通課題を
テーマに取り上げ，事業活動を行っている。
過去，時代の要求や業界の状況を反映し，様々な事

業活動が実施されてきたが，特に建設の生産性向上と
品質確保および環境保全といった業界普遍のテーマに
取り組むための『人作り』，『場づくり』の企画は当部
会の大きな柱となっている。
これまで，この企画の中心として機電技術者意見交

換会を平成 9年より 23 回開催してきているが，第 16
回（平成 24 年）からは，当部会の中に「機電技術者
交流企画WG」を設置し，開催意義を再検討するとと
もに，機電技術者のさらなる育成交流に資する活動と
なるよう，毎年検討を重ねてきたところである。
今年度も，例年通り若手現場見学会，第 24 回機電

技術者意見交換会を開催すべく，年度当初よりコロナ
禍での開催方法を模索するとともに，会員各社に出欠
のアンケートを取るなど検討を重ねてきたが，欠席回
答の会員が多数あったことや，何より参加者の移動も
含めた安全を最優先に考え，中止が決定された。
この中止決定を受け，新たな取り組みとして，Web

参加が可能な講演会を企画し，テーマを身近な建設業
界に関するものから 1つ，さらに異業種から 1つとし
た。また，Web システムが 300 回線まで対応できる
ことから，各社に 6回線を振り分け，また感染対策を
講じた上で直接参加枠も設け，出来るだけ多くの人に
視聴できる環境を整え，「機電技術者のための講演会」
を開催した。

2．機電技術者のための講演会

（1）概要
①開催日時
　2020 年 11 月 26 日（木）13：15 ～ 16：30
②場所
　機械振興会館B3　研修 1号室
　Web 回線（Zoom使用）

③講演
【テーマ 1】
　『 建設施工におけるロボット技術の現状と 
課題について』

　講師：国立研究開発法人　土木研究所
　　　　技術推進本部先端技術チーム
　　　　主任研究員　橋本　毅　様
【テーマ 2】
　『 ニューノーマルな時代における 5Gの 
取り組みの紹介』

　講師：ソフトバンク㈱　法人事業統括
　　　　法人 5G推進室
　　　　担当部長　小池　勝矢　様
④参加者
　 参加者は，直接参加者とWeb 参加者（同時視聴
者を含む）を合わせ，166 名以上となった。以下，
判明している参加者数を示す。
　・直接参加者　29 名
　・Web 参加者　92 回線
　　（同時視聴者　45 名）

写真─ 1　講演会の様子（直接参加会場）

（2）アンケート結果
当部会では，初めての実施となったWeb 参加型講
演会の反省や，次年度への検討課題の把握等を目的と
して参加者へアンケートを実施した。アンケートの中
で講演者への質問も受け付けた。
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アンケートの回収率は 40.5％，同時視聴者からの回
答もあり，回収総数は 71 人となった。
①【テーマ 1】について
（感想）
 　テーマ 1については，「大変満足：27％」・「満足：
58％」という回答であり，建設業界に身近なテーマ
でもあり，評価としては，85％が満足と捉えている。
 　アンケートからは「各社のロボットについての取
り組みを知ることが出来た」，「建設業全体に協調領
域が広がることで研究開発の発展に繋がることを期
待したい」，「無人化施工の実施映像やデメリット，
改善点について知ることが出来た」，「遠隔操作を実
際に体験してみたい」などの意見が寄せられた。

図─ 1　テーマ 1の感想に関する結果

（質問事項と回答）
Q1．		建設の自動化に関して，安全に関するルール

作りはこれからだと思いますが，具体的な内
容について構想があればご教示ください。

A1．		申し訳ございません。具体的な構想等はまだ
ありません。産業用ロボット，農業機械，な
どの安全規格を参考に検討したいと考えてお
ります。

Q2．		遠隔操作で施工効率が上がらなかった理由に
関して，慣れの要因についてはご検討された
でしょうか。（酔いの問題は解決が難しそうに
思いましたが，アラウンドビューは慣れれば，
操作しやすそうに感じました。）

A2．		新しい実験操作法（普段行わない操作）に対
する慣れの影響を排除するために，実験前に
練習を行いました。過去の実験から練習回数
3 回～ 5 回程度である程度習熟することがわ
かっております。	 	
しかし，数か月～数年という長いスパンでの
習熟につきましてはまだ検討しておりません。
様々な新技術を長期スパンで練習した場合，
どのような施工効率になるかは非常に興味が
あるところです。可能ならば今後検討したい

と思っております。
Q3．		建設業界におけるロボット技術については，

かなりわかりやすかったです。どの研究も大
学と建設業，建機メーカーと行っている印象
を受けたのですが，他業界・他業種との連携
や技術連携等は現在あるのでしょうか。

A3．		残念ながら，土木研究所にて他業界との連携
は現在行っておりません。将来的には行って
いきたいと考えております。

Q4．		レベルについては場合分けが建設現場では必
要かと思いますが，多くの意見を業界にヒア
リングすることなどお考えでしょうか。

A4．		今回お示ししましたレベルは橋本の私案であ
り，現在のところヒアリングやオーソライズ
して一般的なものを作成することは考えてお
りません。（レベルは使用する人や目的で大き
く異なり，必要に応じて作成されるものと考
えております。）なお，本レベルは論文にて公
表されておりますのでご自由に参照いただい
てかまいません。

Q5．		建設機械の自動運転レベルは御協会で独自に
定めたものと伺いましたが，公式にオーソラ
イズする予定はあるのでしょうか。

A5．		Q4 をご参照ください。
Q6．		自動化 AI 開発の音頭を取っていくと伺いま

したが，具体的なマイルストーンがあればご
教示ください。

A6．		土木研究所では，様々な企業や研究機関での
自動化研究を加速させるためのルールやプ
ラットフォームの提案を行うことを考えてお
ります。（音頭をとるというより）提案したも
のを皆様で活用していただきたいと考えてお
ります。そのために，それらのプロトタイプ
を来年度中には作成し，業界の皆様等と意見
交換をさせていただき，皆様が活用できるよ
う修正をしていきたいと思っております。

Q7．		無人化に関して海外での需要 ? 研究はあまり
されていないというような話があったと思い
ます。なぜ海外ではそういった分野が盛んで
はないのでしょうか。（海外の方が盛んなイ
メージがあるので…。）

A7．		建設機械単体のラジコン化については海外で
も事例があります。しかし災害対策として建
設現場全体を無人化し，複数台の遠隔操作建
設機械で施工を行う形の無人化施工は海外で
はほとんど事例がありません。理由につきま
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しては（はっきりとしたエビデンスはありま
せんが）居住地域近くでの災害発生件数の少
なさと，迅速な災害復旧工事の必要性の低さ
があるのではないかと思います。

Q8．		水中掘削機の操作方法（有人・無人なのか ?）
視界が悪いと思われるが，その他の設備（近
距離カメラ・照明等）も開発を進めているの
でしょうか。

A8．		水中油圧ショベルにつきましては土木研究所
が直接開発に関わっておりませんが，操作方
法は有人（ダイバー）・無人両方で可能と聞い
ております。また，その他のツールについても，
開発企業様などで開発が行われているそうで
す。

Q9．		レベル 2 から 5 への開発段階においての懸念
事項と各フェーズのスケジュール感があれば
ご教示ください。

A9．		本レベルは技術の現在地を概念的に示す目的
で作ったもので，開発ロードマップを示して
いるものではありません。建設施工の自動化
技術開発に関するロードマップは，国土交通
省殿より策定される予定と聞いております。

Q10．		将来，熟練作業者が少なくなるとおっしゃっ
ていましたが，ロボット等による自動化の技
術が進歩し，どのような形になるのが理想だ
とお考えでしょうか。

A10．		橋本の個人的な考えですが，施工現場にいな
くてはならない人員を削減し，遠隔施工・監
視が主流となることが将来的な目標です。こ
れにより建設業界の働き方改革も実現できれ
ばと思っております。

Q11．		重機メーカーの協力が大きく必要と思います。
建設業とは遠隔操作等に関する熱意 ? が必要
と考えますが，この点について如何お考えで
しょうか。

A11．		おっしゃる通りで，建設業・建設機械メーカ・
レンタル業・他業種など全体で協力して進め
ることが必要と考えております。そのために
も協調領域と競争領域を明確にし，企業間の
枠を超えて協力できる体制を構築することが
必要と思っております。

Q12．		Q7 と重複しますが，海外で重機の遠隔操作が
行われていない理由をご教示お願いします。

A12．		Q7 を参照ください。
Q13．		無人運転の協調領域については，パッケージ

化した際は販売する形となるのか，提供する

形になるのか，現状のお考えをご教示くださ
い。（費用が発生するのか。）

A13．		協調領域につきましては，土研にて案を作成
し，企業様等と協議しながら皆様が活用でき
るよう調整していきたいと思います。将来的
には規格化できればと考えております。協調
領域を含む開発用プラットフォームにつきま
しては，土研に構築したのちに無料で公開し
たいと考えております。詳細な公開方法につ
いては検討中です。（土研との何らかの契約を
必要とするかなど。）

Q14．		重機との無線やり取りは，重機自身が電波の
障害になり通信の確保が困難なケースが生じ
ると思われます。対策は有るのでしょうか。

A14．		電波障害につきましては様々な対処方法があ
ります。例としましては受信アンテナ，送信
アンテナ，中継器などの位置や姿勢の調整，
回析が大きい（周波数が低い）電波を使用す
るなどの手法があります。

②【テーマ 2】について
（感想）
 　テーマ 2については，「大変満足：23％」・「満足：
54％」という回答であり，異業種からのテーマであっ
たものの，評価としては 77％が満足と捉えている。
 　アンケートからは，「最新の通信技術（5G）に関
するトレンドを詳しく知ることが出来た」，「5G が
実際どの程度 4G から良くなっているか理解でき
た」，「スマートシティ構想やHAPSMobile が早く
普及することに期待したい」などの肯定的な意見の
一方で，「一般的に普及していないので，すべて夢
物語のようである」，「5G という名前が先行し過ぎ
ている」，「理解できない言語がたくさんあった」と
いう意見もあった。

写真─ 2　講演会の様子（直接参加会場）
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（質問事項と回答）
Q1．		映像を 5G で送信する場合，遅延のネックに

なるのは通信自体ではなくエンコードやデ
コードの部分が大きいと聞いたことがありま
すが，要因ごとの遅延はいかほどでしょうか。

A1．		映像変換装置の性能に左右される側面があり
ますので定量的遅延を一概に指し示す事はで
きません。

Q2．		5G 技術で行えること，やっていることは分
かった。それを行うためにはどの程度「費用」

「期間」が掛かるものなか，具体的な数値をご
教示ください。

A2．		環境構築する構成や規模によって左右される
為，一概に申し上げる事が出来ません。

Q3．		ローカル 5G は野外では使える周波数が限ら
れているようですが，プライベート 5G の工
事現場で使えるデータ伝送量はどの程度が見
込まれているのでしょうか。

A3．			お客さまに必要な容量やエリアを設計した上
で構築させて頂く予定です。

Q4．		6G はテラヘルツ波で，5G よりももっと伝搬
距離が短いが，対策はあるのでしょうか。

A4．		現時点未定です。
Q5．		5G も伝搬距離が短いが，ローカル 5G の他に

リピータなどの電波増幅装置は開発しておら
れるのでしょうか。

A5．		回答は控えさせて頂きます。
Q6．		5G が使用可能になるためにどのような技術進

歩があったのでしょうか。
A6．		5G 向けの規格として 5G	NR（Release	15）が

公開され，チップセットベンダーが 5G 対応
端末のモデム開発に着手できたこと。

  また，環境面については，高周波数域の国内
利用が認可されたことや超多素子アンテナ技
術が大幅に進化したことが挙げられます。

Q7．		プライベートネットワーク環境下で，携帯端
末を利用する場合に，既存の 4G との共存は

可能なのでしょうか。（5G 環境専用の携帯端
末が必要で，4G 環境下では使用できないので
しょうか。）

A7．		回答は控えさせて頂きます。
Q8．		動画でトラックの隊列走行があったが，基地

局とどれくらい離れていても情報の共有が可
能か。限界距離はあるのでしょうか。

A8．		現時点では実証段階でありますが，商用レベ
ルでは，地形など諸条件によって電波の到達
範囲も変わりますので，適切なエリア設計の
取組みを推進致します。

Q9．		HAPS を利用するにあたり，地上側に別途受
送信器を配置する必要があるのでしょうか。

A9．		既存のスマートフォンにてご利用頂けます。
（予定）

Q10．		被災し停電した場合や，ヒトが立ち入れない
箇所に無人建設機械で進入する場合の通信手
段として活用できると思いますが，如何お考
えでしょうか。

A10．		HAPS の電波が受信できる環境下であれば通
信手段としては適いますが，実用レベル（遅
延や操作性等）としての利活用については実
検証を経た確認が必要です。

Q11．			現在 5G を用いた無人運転の実験をされてい
ましたが，今後 6G が使用できることになっ
た際はどのような事が実現できるようになり
ますか。

A11．			自動運転の高度化や社会インフラの拡充によ
りITSが更なる進化を遂げるものと考えます。

Q12．			回折しにくい高周波数の 5G 規格を移動体や
坑内の通信手段に本当に適しているのでしょ
うか。技術革新で課題を克服できるのか，如
何お考えでしょうか。

A12．			実証実験や検証を踏まえて課題をクリアさせ
ていくものと考えております。

Q13．			5G の海洋の話は出ましたが，電波が現在あま
り届いていない場所について，パブリック 5G
を設置する予定はありますでしょうか。それ
ともローカル 5G を個別に設置する方法で対
応するように考えておられるのでしょうか。

A13．			エリアカバーの拡大に努めて参ります。
Q14．			トンネル坑内での 5G を使った通信について

特に切羽では多くの重機の移動や突発的な湧
水等，時々刻々と電波伝搬状況が変化するか
と思います。5G ではこのあたりの問題も解決
するのでしょうか。

図─ 2　テーマ 2の感想に関する結果
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A14．		実証実験や検証を踏まえて課題をクリアさせ
ていくものと考えております。

Q15．		トンネル坑内ではマルチパスの影響を受けや
すいかと思います。5G ではこの問題も従来よ
りは大きな問題とはならないのでしょうか。

A15．		電波干渉やフェージングなどの影響がないエ
リア設計をおこない基地局を敷設致します。

③受講環境について
 　今回，初めての試みとなったWeb 講演会であっ
たが，受講側に不具合があったか，設問した。
 　「映像・音声ともに良好であった：38％」，「映像・
音声ともに問題がないレベルであった 53％」と，
91％が良好または問題ないと回答したが，「映像・音
声ともに不満・改善を要する：9％」との結果となった。

図─ 3　受講環境に関する結果

 　改善点を求める意見を抽出し，次回検討する上で
の参考としたい。
（改善を求める主な意見）
　・映像遅れや音声が途切れる
　・話者によって音量に差異がある
　・動画と音声が重なった時に聞こえづらい
　・質疑応答時に声が小さいく聞き取りづらい
④講演時間（45分 1講演）について
 　講演時間については，「適当な時間であった：
94％」と肯定する回答が圧倒的に多く，今後も 45
分前後を確保して進めたい。
 　アンケートからは，「十分な講演時間が確保され
ており，じっくりと話が聞けた」，「質疑応答も含め
適当な時間であった」，「講演前は長過ぎると思った
が，内容が濃く，長いと感じなかった」との肯定的
な意見があった一方で，「2講演で，1.0 ～ 1.5 時間
を希望する」，「90 分ほどあっても良い」といった
少数意見も見られた。

⑤Web講演について
 　Web 講演に関する評価は，「良い：45％」，「まあ
まあであった 54％」と，ほぼ参加者全員が良いと
捉えている。

図─ 5　Web 講演に対する結果

 　どのような点が良いと評価したのか，意見を整理
してみた。ポストコロナ時代のニューノーマルな講
演会のあり方が見えて来る。
（Web 講演を評価する理由）
　・移動時間が必要ない
　・コスト削減とコロナ対策ができる
　・時間と場所の都合がつけ易い
　・一方的な情報発信はWeb に向いている
　・ 会場で聴講するより，音声は良好，資料は自分
の画面にあり見易い

　・Web 講演が主流になりつつある
　・自分の PCにメモを取ることが出来る
　・リアル空間（直接参加）と差異がない
　・リラックスして聴講できた
　・質問があればチャットに打ち込める
　・Web のおかげで，講演に触れる機会が出来た
　・業務で少し席を外すことも可能
⑥次回講演会への参加について
 　次回講演会へ参加したいか設問した。「参加した
い：55％」，「どちらとも言えない：43％」，「参加し
ない：2％」との回答となった。次回のテーマが未
定の中で，半数以上が参加したいと回答があったの
は，今回の講演会が評価され，次回への期待が大き
いと捉えられる。
 　Web での講演，今回のテーマ選定への評価が表

図─ 4　講演時間に関する結果
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れた形となった。実際の意見をいくつか紹介したい。
　・ネット環境があれば手軽に受講できる
　・移動時間が無くなり，時間を有効活用できる
　・ 今現在知らなかった技術，また具体例を聞く事
ができるから

　・ Web 参加であれば，工事所赴任の方々も参加
しやすい

　・ 内容にもよりますが機電職員のための活動は積
極的に参加します

　・ 先駆けて検証をしている映像（現場や実際の操
作など）や説明は興味を持てたため

　・ 新しい技術を知る良い機会となるので参加して
いきたい

　・現場施工に役立つ知識が習得できるため
　・自分の知らない先進技術情報が得られるため
　・ 進んだ技術の話を聞けることは自分にとっても
ためになり，新たな考えを思いつくことにつな
がると思うので，また参加してみたい

　・ 普段，現場勤務であると接することの少ない情
報を沢山聴くことが出来るため

 　Web 講演は，コロナ対策に主眼を置き実施した
が，現場勤務者をも参加可能とした副次的効果が
あったと言える。また，繁忙な機電職にとっては，
場所や時間に捕らわれず，ネット環境があれば参加
できるといった点も評価に繋がったと考えられる。
 　一方，少数意見ではあるが「他の会社の方とも交
流出来ればよかった」との声もあった。今年度は，
機電技術者意見交換会を中止としたが，次年度以降
も感染状況を見つつ開催を前提とした検討を引き続
き行っていく。
⑦次回どんなテーマを聞いてみたいか
 　次回どんなテーマを視聴したいか設問した。様々
な意見があったが，今回のテーマから発展した適用
例，利用事例を聞いてみたい意見が多くあった。主
な意見を以下に紹介するとともに次回テーマを検討
する上での材料としたい。
　・ ロボットの技術と通信技術でどのような研究開
発ができるか

　・建機施工技術における新工法に関する実績
　・IoTと建設現場について（実用例など）
　・ DX について，言葉の定義や i-Construction と
の関係，最近の取り組みについて

　・5Gを使った建設現場の実用例
　・宇宙や深海などのロボットや技術の紹介
　・通信技術について（衛星を含む）
　・機電技術者のキャリアパスについて
　・建設業から少し離れた業界の「夢のある」話
　・ ICT を活用した機械化施工について（山岳ト
ンネル，シールド等）

　・ どういったロボット技術が建設現場で活躍して
いるのか，今後ニーズについて

　・建機へのAI 導入状況と課題について
　・ 現在の新技術（機械・付加部品等）を使用した
際の効率や安全性の向上について

　・ 環境保全を考慮した建設機械の新技術開発につ
いて

　・6Gについての解説と活用案
　・開発の失敗事例とその原因分析
　・現場ニーズを共有・共感できるような講演
　・ 機電技術者の現場での基本的な作業や技術的な
課題に対する実例の対応方法について

⑧その他意見について
 　今回の講演会を通しての意見を「その他意見につ
いて」として設問した。主な意見を以下に紹介する。
　・ 発表に使用された資料を，聴講者に配布して頂
きたい

　・ 参加者の側からするとTeams の方がアプリに
関係なくWeb 参加できる

　・ 講演者の発表で画面共有しているならば，PC
上のマウスポインターを使用していただくと，
Web 参加者は分かり易い

　・ 講師の方は，任意で顔を映してもと思ったのと，
説明時に講師本人がパワーポイントを操作する
方が，いいのではと思いました

　・ 建設業における機電技術者は，各社においても
少数な会社が多く，他社の同年代がどのような
業務を行っているのか，このままの業務内容で
いいのか特に中堅・若手技術者は，不安がある
のではないかと思っています

　・ このような研修会が定期的に開催されれば，横
とのつながりも拡がり，新たな目を持って，業
務に励むことができると確信しています

　・ このような企画を続けていただければありがた
いと思います

図─ 6　次回講演会への参加についての結果
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　・ Web の場合一方通行になりがちで，交流とい
う目的は果たせませんが，場所を選ばず貴重な
講演を拝聴できるメリットもあると思います。
コロナが収束した後でも，Web 講演会は続け
て欲しいと思います

　・ 今後も講演会に関しては今回のようなWeb 形
式が増えていくと思われます。聴講する方も人
数に縛られないため，多くの人に勧めることが
できます

写真─ 3　講演会の様子（直接参加会場）

（3）今回の成果と次年度以降の対応
今年度は，コロナ禍で例年実施していた機電技術者

意見交換会，若手現場見学会が中止となり，代替策と
して，新たな試みとなるWeb 併用講演を実施した。
参加者が把握してるだけでも 166 名あり，取り分け

例年出席が難しい現場勤務者の参加を得たことは大き
な成果であったと考える。また，大きなトラブルもな
く大多数の参加者から，「大変満足」，「満足」の回答
を得たことは，当部会の「人づくり」，「場づくり」，
当WG「機電技術者の交流・育成に資する場づくり」
の目的は何とか達成したと考えられる。
次回講演会の開催に期待する「参加したい」は半数

を超え，高評価を得ている。またWeb併用については，

単なるコロナ対策ではなく，時間の有効活用や場所の
制限がないといった受講者側の利便性が高まることに
加え，非常に多くの参加を見込めることから，今後も
継続していくべきと考える。
次年度以降の開催に当たっては，今回少数意見では
あったものの，「話者による音量の差異」，「講演者に
よるパワーポイントの操作」，「マウスポインターの使
用」，「資料の事前配布」等の意見にも検討を加え，更
なる視聴環境の向上に努める必要がある。
テーマについては，今回出された意見を参考にしつ
つ，我々を取り巻く情勢を踏まえ，検討したい。
講演時間については，今年度と同様に進めることと
したい。
更に，どうしても時間の都合がつけられない夜勤者
等への配慮として，講演状況を録画し，HP上に公開
することも検討したい。

3．おわりに

機電技術者交流企画WGでは，3年毎に計画の達成
度を確認するとともに活動内容の評価を行い，継続性
を協議することとなっており毎年見直しを行い，活動
総括を行う。
次年度については，新型コロナウイルス感染症が一
日も早く終息することを願いつつ，機電技術者意見交
換会を活動の中心として検討を進め，「交流の場づく
り」に取り組みたい。また同時にポストコロナの時代
に応じた活動がどうあるべきか議論し，新たな取り組
みへと発展させたい。
最後に，本講演会にご協力下さいました，土木研究
所・橋本様，ソフトバンク㈱・小池様には，講演会後
も質問への回答を賜り心よりお礼申し上げます。
  （文責　機電技術者交流企画WG）
 



108

新工法紹介　機関誌編集委員会

建設機械施工 Vol.73　No.3　March　2021

04-423
6 m継ぎロックボルト自動打設機　

（ボルティンガー）
大成建設㈱
古河 RD㈱

▶概　　　要

山岳トンネルの掘削はNATM工法による支保工が一般的で

あり，ロックボルトによりトンネル断面の周辺地山を補強して

いる。ロックボルトの長さは 3 m～ 6 mまで地質により使い

分けられているが，とりわけ 6 mロックボルトの人力挿入は，

その長さと重量のため大変な苦労を強いられる。また，トンネ

ル上半先進掘削やマイクロベンチ付き断面の場合，条件によっ

てはロックボルトをトンネル断面に対し垂直に打設することが

困難なことがある。

今回開発した 6 m継ぎロックボルト打設機は，長く重たい

6 mロックボルトを 3 mのロックボルト 2本を機械的に継ぎ足

す装置により，小さな断面でも 6 mロックボルトの挿入を可能

にした。また，3 mのボルト 2本を継ぐことで，上半断面での

6 mロックボルトを断面垂直に打設することが可能となった

（図─ 1）。

この機械は 3ブームを有し，左右両サイドのブームに 3 m穿

孔ロッド 2本を自動で継ぎ外すことができるロッドセッターを

装備している。中央のブームは，モルタル定着材充填とロック

ボルト挿入に特化した機能を装備した。穿孔とロックボルトの

挿入を並行して行うことが可能となり，施工サイクルを改善す

るメリットがある。

今後はさらなる施工時間の短縮と少人化を目的としたロック

ボルト打設位置ガイダンス機能を備えた機械を開発し，現場に

展開する計画である。

▶特　　　徴

①ロックボルト孔の穿孔

左右のブームに装備されたロッドセッターにより，3 m穿孔

用の穿孔ロッド 2本を自動で継ぎ外しして 6 mロックボルト

孔を 2ブームで同時に穿孔する。

②ロックボルト定着材（モルタル）の充填

中央のブームに装備されたモルタル充填パイプを穿孔した孔

に挿入し，引き戻しながらモルタルを充填する。

③ロックボルトの挿入

1本目（3 mロックボルト）を挿入しロックボルトクランプ

で固定した後，ボルトマガジンから自動でセットした 2本目

（3 mロックボルトスリーブ付）を回転させながらねじ込む。

接続が完了したらクランプを開放して全体を押込み，挿入を完

了する（図─ 2）。

▶用　　　途

・山岳トンネルロックボルト打設

▶実　　　績

・国道 57 号滝室坂トンネル東工区工事

▶問 合 せ 先

大成建設㈱

〒 163-0606　東京都新宿区西新宿 1-25-1

TEL：03-3348-1111

図─ 1

図─ 2
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建設工事受注動態統計調査（大手 50 社） （単位：億円）

年　　月 総　　計

受　　　注　　　者　　　別 工　事　種　類　別
未消化 
工事高 施工高民　　　間

官 公 庁 そ の 他 海　　外 建　　築 土　　木
計 製 造 業 非製造業

2013 年 132,378 89,133 14,681 74,453 31,155 4660 7,127 90,614 41,463 129,076 120,941
2014 年 139,286 80,477 16,175 64,302 43,103 4822 10,887 86,537 52,748 138,286 125,978
2015 年 141,240 96,068 19,836 76,235 35,633 4993 4,546 95,959 45,281 141,461 141,136
2016 年 146,991 99,541 17,618 81,923 38,894 5247 3,309 98,626 48,366 151,269 134,037
2017 年 147,828 101,211 20,519 80,690 36,650 5183 4,787 99,312 48,514 165,446 137,220
2018 年 142,169 100,716 24,513 76,207 30,632 8561 5,799 95,252 46,914 166,043 141,691
2019 年 156,917 114,317 24,063 90,253 29,957 5319 7,308 109,091 47,829 171,724 150,510

2019 年 12 月 16,113 11,771 2,266 9,504 2,819 880 623 11,353 4,760 171,724 16,276
2020 年  1 月 9,201 5,889 859 5,030 2,331 363 617 5,443 3,758 171,126 9,299

2 月 12,135 8,202 1,743 6,459 3,075 423 436 7,563 4,572 171,571 12,006
3 月 32,354 22,796 3,515 19,282 6,807 506 2244 20,538 11,816 179,841 22,488
4 月 7,023 4,434 941 3,493 1,993 542 54 4,437 2,585 177,186 8,282
5 月 6,956 4,877 1,404 3,473 1,641 352 85 4,675 2,281 174,405 9,289
6 月 10,306 6,725 1,114 5,612 2,971 453 157 5,651 4,655 172,281 12,579
7 月 9,241 5,870 1,622 4,248 2,674 449 248 5,703 3,538 172,468 9,311
8 月 8,945 6,618 1,032 5,586 1,878 382 66 5,914 3,031 171,851 10,264
9 月 12,429 8,684 2,148 6,536 3,235 416 95 8,327 4,102 171,010 13,923
10 月 9,550 6,408 1,298 5,109 2,756 395 －872 6,500 3,050 171,551 8,961
11 月 9,564 6,486 1,782 4,704 1,895 418 764 6,111 3,452 170,235 10,572
12 月 15,466 10,468 2,390 8,078 4,191 526 281 10,863 4,603 － －

建　設　機　械　受　注　実　績 （単位：億円）

年　  　月 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 18 年 19 年 19 年
12 月

20 年 
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

総　      　 額 17,152 18,346 17,416 17,478 21,535 22,923 20,151 1,344 1,420 1,668 1,808 1,124 1,035 1,318 1,446 1,173 1,462 1,577 1,756 1,859
海  外  需  要 10,682 11,949 10,712 10,875 14,912 16,267 13,277 873 954 1,097 1,111 629 534 733 859 726 894 1,035 1,149 1,245
海外需要を除く 6,470 6,397 6,704 6,603 6,623 6,656 6,874 471 466 571 697 495 501 585 587 447 568 542 607 614

（注）2013 ～ 2015 年は年平均で、2016 ～ 2019 年は四半期ごとの平均値で図示した。
 2019 年 12 月以降は月ごとの値を図示した。

出典：国土交通省建設工事受注動態統計調査
　　　内閣府経済社会総合研究所機械受注統計調査
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■基礎工事用機械技術委員会
月　日：1 月 13 日（水）（会議室，web
並行開催）

出席者：樗沢淳一委員長ほか 19 名
議　題：①各社トピックス：鉱研工業㈱
新製品（鉄筋切削ビット）の紹介　 
②標準部から JIS 改訂に関する説明

■コンクリート機械技術委員会　
月　日：1 月 14 日（木）（会議室，web
並行開催）

出席者：清水弘之委員長ほか 11 名
議　題：①前回の議事録確認　②各社技
術紹介：新明和工業㈱「事業紹介と特
装車関係の商品説明（ダンプトラック，
ミキサー車，バルク車，塵芥車他）」　
③令和 3年度活動計画に関する討議　
④正副委員長交代について　⑤日本建
設機械便覧 2022 年版の編集について

■路盤・舗装機械技術委員会 幹事会
月　日：1 月 20 日（水）（会議室，web
並行開催）

出席者：山口達也委員長ほか 11 名
議　題：①今年度の活動計画の進捗状況
の確認　②下期総会の発表内容につい
て討議　③情報化機器保有アンケート
中止に関する報告　④来年度の委員会
役員について　⑤日本建設機械便覧
2022 年版の編集について

■原動機技術委員会　　
月　日：1月21日（木）（web会議で開催）
出席者：工藤睦也委員長ほか 22 名
議　題：①前回の議事録確認　②建設機
械の次期燃費基準の件：進捗状況の報
告　③海外排出ガス規制の動向に関す
る情報交換：中国ノンロード 4次規制
の件，カナダ，コロンビアの情報共有　
④油脂技術委員会より，バイオ燃料に
関する最近の話題について紹介

■トンネル機械技術委員会 技術講演会（技
術の伝承について）　　　　
月　日：1 月 25 日（月）（会議室，web
並行開催）

出席者：橘伸一委員長ほか 120 名
講演題目：①全自動ドリルジャンボ
J32Rx-Hi について：古河ロックドリ
ル㈱ 宮越征一副部長　②（厚生労働
省）ずい道等建設工事における粉じん
対策に関するガイドラインの概要，お

（2021 年 1 月 1 日～ 31 日）

行 事 一覧
よび換気技術の提案：㈱流機エンジニ
アリング 西村章会長　③新東名トン
ネル建設における清水建設の新技術：
清水建設㈱ 福田毅工事長

■情報化機器技術委員会　
月　日：1月 29 日（金）
出席者：白塚敬三委員長ほか 7名（web
会議で開催）
議　題：①ジック社 自動運転技術見学
会の情報共有と報告書の作成について　
②施工現場での通信方式に関する議論　
③規制・規格の最新情報の共有　④令
和 3年度活動計画に関する討議　

標　準　部　会

■ ISO/TC 195/SC 3/WG 1（穿孔及び基礎
工事用機械 -用語及び定義）国際バー
チャルWG会議
月　日：1月 13 日（水）夜
出席者：山本卓也（㈱技研製作所）委員
ほか 15 名（Web 参加）
場　所：Web 上（ISO Zoom）
議　題：①WD 11886 コメント審議（続
き）　② CIB 2 件（PWI 11886 投票結
果・NP 21467 投票開始）の審議　③今
後のWeb 会議日程（3月 3日）

■ ISO/TC 195/WG 9（自走式道路建設機
械 -安全要求）国際バーチャルWG会議
月　日：1月 26 日（火）夜～ 28 日（木）
夜の 3日間
出席者：小倉公彦（JCMA標準部）ほ
か 18 名（Web 参加）
場　所：Web 上（ISO Zoom）
議　題：① ISO/DIS 20500-1 コメント審
議（続き）　②今後のWeb 会議日程：
3 時間 / 日× 3 日間× 4 回（2 月 9 ～
11 日，3月 8～ 10 日，4月 26 ～ 28 日，
5月 25 ～ 27 日）

■ ISO/TC 127/SC 3/JWG 11 ISO 12509灯
火類 改正 国際バーチャルWG会議
月　日：1月 26 日（火）夜
出席者：片桐顕（日立建機）委員ほか
16 名（Web 参加）
場　所：Web 上（ISO Zoom）
議　題：①CD投票結果の審議（続き）　
②今後のWeb 会議日程（2月 2日，
16 日，3月 4日）

■機関誌編集委員会
月　日：1月 6日（水）
出席者：見波潔委員長ほか 28 名
議　題：①令和 3 年 4 月号（第 854 号）
計画の審議・検討　②令和 3年 5月号

（第 855号）素案の審議・検討　③令和
3年6月号（第856号）編集方針の審議・
検討　④令和 3年 1 月号～令和 3年 3
月号（第 851～853 号）進捗状況報告・
確認   ※通常委員会及びZoomにて実施

支部行事一覧

■第 2回施工技術検定委員会
月　日：1月 12 日（火）
場　所：北海道建設会館 9 階大会議室
出席者：加藤信二施工技術検定委員長ほ
か 23 名
議　題：建設機械施工技術検定 2級学科
試験の実施要領と監督要領の打合せ

■建設機械施工技術検定 2級学科試験
月　日：1月 17 日（日）
場　所：北広島市（星槎道都大学）
受検者：2級 730 名（延 885 名）
■第 3回広報部会広報委員会
月　日：1月 22 日（金）
場　所：北海道建設会館 9 階大会議室
出席者：川崎博巳広報部会長ほか 11 名
議　題：①支部だよりNo.121 号の編集
について　②支部講演会講師の選定，
支部懇親会について　③建設工事等見
学会について　④「建設機械施工」ず
いそうについて　⑤その他

■令和 2年度 2級建設機械施工技術検定 

学科試験
月　日：1月 17 日（日） 
場　所：滝沢市 岩手産業文化センター
（アピオ） 
受検者：2級 実受検者数 647 名
　　　　延べ受検者数 741 名
　　　　　　種別内訳  1 種  90 名
    2 種  583 名
    3 種  13 名
    4 種  40 名
    5 種  5 名
    6 種  10 名

■令和 2年度 機械技術専門技術研究会
月　日：1月 12 日（火）
場　所：北陸地方整備局 4F 合同会議室
出席者：堤雄生事務局長ほか EM6 人，
北陸地方整備局職員 6名
議　題：①除雪機械配置計画（改定）の
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取組状況について　② 1人乗り除雪グ
レーダの圧雪除去性能向上について　
③雪のトップランナー ICT 除雪機械
の開発について

■ ICT活用講習会（入門者クラス）
月　日：1 月 14 日（木），19 日（火），
21 日（木）
場　所：西部ブロック 石川県建設総合
センター，中部ブロック 上越市市民
プラザ，東部ブロック 新潟県建設会
館

　※ 「緊急事態宣言の発出を踏まえた職
員の勤務のあり方（令和 3年 1 月 8
日付け，国土交通省事務次官通知）」
により全て中止

■建設機械施工技術検定学科試験
月　日：1月 17 日（日）
場　所：朱鷺メッセ（新潟コンベンショ
ンセンター）

受検者：2級延べ 398 名
　　　　第 1種：47 名
　　　　第 2種：359 名
　　　　第 3種：9名
　　　　第 4種：25 名
　　　　第 5種：5名
　　　　第 6種：3名

■学生のための ICT講座
月　日：1月 8日（金）
場　所：名城大学
参加者：理工学部社会基盤デザイン工学
科 3年約 60 名
講　師：サイテックジャパン㈱鈴木勇治
氏，横幕果澄氏
内　容：建設 ICT技術等についての講義

■建設機械施工技術検定試験
月　日：1月 17 日（日）
場　所：名古屋芸術大学東キャンパス
受験者：2級 425 名

■令和 3年度木曽川連合水防演習・広域
連携防災訓練連絡調整会議
月　日：1月 27 日（水）
場　所：WEB会議
主　催：中部地方整備局
参加者：永江豊事務局長

■令和 2年度 建設機械施工技術検定（2

級学科試験）試験監督者打合せ
月　日：1月 7日（木）
場　所：関西支部 会議室
出席者：松本克英事務局長以下 11 名
議　題：①学科試験監督要領について　

②その他留意事項
■令和 2年度 建設機械施工技術検定（2

級学科試験）試験監督者打合せ
月　日：1月 8日（金）
場　所：関西支部 会議室
出席者：松本克英事務局長以下 2名
議　題：①学科試験監督要領について　
②その他留意事項

■建設用電気設備特別専門委員会（第463回）
月　日：1月 20 日（水）
場　所：中央電気倶楽部 会議室
議　題：①「JEM-TR104 建設工事用受
配電設備点検補修のチェックリスト」
見直し検討　②「JEM-TR121 建設工
事用電気設備機器点検保守のチェック
リスト」見直し検討　③委員会活動報
告について　④その他

■令和 2年度 2級建設機械施工技術検定
試験
月　日：1月 17 日（日）
場　所：国立京都国際会館
受 検 者：2 級 735 名（1 種 56 名，2 種
648 名，3種 4名，4種 63 名，5種 8名，
6種 14 名）

■令和 2年度 2級建設機械施工技術検定
学科試験監督者事前説明会
月　日：1月 7日（木）
場　所：中国支部事務所
出席者：新宅清人総括試験監督者ほか 6
名
内　容：2級建設機械施工技術検定学科
試験実施要領説明

■第 4回広報部会
月　日：1月 14 日（木）
場　所：Web 会議
出席者：錦織豊部会長ほか 5名
議　題：①広報誌（CMnavi）57 号の編
集・発行について　②今後の発行予定
と編集（案）について　③その他懸案
事項

■令和 2年度 2級建設機械施工技術検定
学科試験
月　日：1月 17 日（日）
場　所：TKP ガーデンシティ広島駅前
大橋
受検者：284 名
■第 3回施工技術部会
月　日：1月 27 日（水）
場　所：Web 会議
出席者：新宅清人部会長ほか 9名
議　題：①令和 2年度の部会活動の実施
状況について　②令和 3年度の部会活
動の予定と実施体制について　③その

他懸案事項
■第 5回広報部会
月　日：1月 29 日（金）
場　所：中国支部事務所
出席者：錦織豊部会長ほか 1名
議　題：①令和 3年度事業計画（案）に
ついて　②広報誌（70 周年記念）特
集号の発行について　③支部ホーム
ページの改訂について　④その他懸案
事項

■令和 2年度建設機械施工技術検定【学科】
（2級）試験
月　日：1月 17 日（日）
場　所：第一会場 高松センタービル（高
松市），第二会場 屋島中学（高松市）

受検者：第一会場 359名，第二会場102名
■第 2回 香川県 ICT活用工事支援連絡協
議会
月　日：1月 26 日（火）
場　所：香川用水記念会館（高松市）
出席者：四国地方整備局ほか関係 7機関
から 26 名が出席。JCMA四国支部か
ら事務局長が出席
議　題：①香川県の取組みについて　 
②国土交通省の取組みについて

■建設行政講演会
月　日：1月 6日（水）
出席者：86 名
議　題：①道路行政の現状…九州地方整
備局 道路部長 沓掛敏夫　②河川行政
の現状とこれからの対応…九州地方整
備局 河川部長 藤井政人　③国土交通
行政における最近の話題…九州地方整
備局 企画部長 堂薗俊多 

■令和 2年度 2級建設機械施工技術検定
学科試験
月　日：1月 17 日（日）
場　所：豊国学園高等学校，福岡国際会
議場
受験者：482 名（豊国学園）＋1044 名（福
岡国際）＝ 1526 名

■企画委員会
月　日：1月 29 日（金）
場　所：メールによる書面会議
出席者：原尻克己企画委員長ほか 19 名
議　題：①災害協定の見直しについて　
②永年会員，永年役職員等の本部表彰
について　③優良建設機械運転員等表
彰について　④第 3回運営委員会開催
について　⑤その他
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九 　 州 　 支 　 部〒 812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-4-30  電話（092）436-3322

この 1年，新型コロナウイルスが
世界中に猛威を振るい，緊急事態宣
言とともに旅行や帰省，繁華街での
飲食が制限され，マスク着用と検温・
消毒，3密回避の生活が続いています。
また，企業の倒産件数では，飲食
店が最も多く，次に建設・工事業と
なっており，宿泊業や服飾小売業よ
りも影響が大きい状況となっていま
す。
自宅での巣ごもり生活に暗く厳し
いニュースが増えると，精神的にも
塞ぎがちになりますが，一方でワク
チン接種開始のニュースが伝わり，
一筋の光が差し込んだかのように思
えます。今後も，医療従事者の方々
へ深く感謝するとともに，行動自粛
とワクチンの普及によって感染者数
が減少することを祈るばかりです。
さて，3月号は「都市環境の整備
向上，都市基盤整備特集」で，関連
する記事や話題から原稿の執筆をお
願いさせていただきました。

巻頭言は，「都市設計の先で」と題
して，東京大学大学院の羽藤教授か
ら，都市設計の複雑な実務における
技術革新や価値観の更新，COVID-19
以降を見据えた都市基盤整備などに
ついてご執筆いただきました。
行政情報は「スマートシティプロ
ジェクト」と「道路政策ビジョン」，
「災害に強い首都「東京」形成ビジョ
ン」についてご執筆いただきました。
技術報文は，都市計画や都市整備，
また，インフラ維持管理や環境対策
など幅広い内容についてご執筆をお
願いしました。その中でも下水道施
設の維持管理などに関連した対応を
多く執筆頂き，老朽化や維持管理の
効率化などが行われていることに気
付かされました。
交流のひろば・ずいそうについて
も普段見聞き出来ない大変興味深い
内容をご執筆いただきました。
執筆者の皆様には年末ご多忙の
中，貴重な原稿を作成いただきまし
たこと，改めて御礼申し上げます。
  （竹田・太田）

4 月号「建設施工における点検，検査，管理システム特集」予告
・インフラメンテナンス新技術・体制等導入推進委員会の取り組み　・下水道施設管理の省力化・
低コスト化に向けた新技術の開発　・UAVと SfMを活用した橋梁 3次元モデル作成手順の紹介  
・鋼橋の疲労き裂に関する近接目視点検教育システムの開発　・UAVを用いた橋梁点検　・橋
梁床版の急速取替と継手検査システムの開発　・測量から ICTショベルまで兼用できる汎用性の
高い現場管理システム　・ドローン撮影画像を用いた簡易な路面ひび割れ測定技術の開発　・屋
内自律飛行ドローンによる床コンクリートひび割れ検査システム　・飛行船型の水路トンネル調
査ロボットの開発　・MRデバイスを活用した水路トンネルの調査・点検手法と維持管理業務の
効率化　・データ利活用型の現場管理システムの開発　・NEXCO中日本・東京支社管内のリニュ 
ーアルプロジェクトの概要　・ドローンを使用した赤外線撮影における，タイル浮きAI 判定技
術の開発

本誌上へ 
の広告は  有限会社 サンタナ アートワークスまでお申し込み、お問い合せ下さい。
　　　　〒 103-0013　東京都中央区日本橋人形町 2-21-5　井手口ビル 4F　TEL：03-3664-0118　FAX：03-3664-0138
　　　　E-mail：san-mich@zam.att.ne.jp　担当：田中

【お詫びと修正・追記のお知らせ】

本誌令和 3年 1 月号について修正致したくお詫びの上，以下の
通りとさせて頂きます。
「締固め機械史 2：突固め系の機械化」p84　右段 13 行目
現状記事：…ているのは三笠，和光，酒井である。
修正後　：…ているのは三笠，和光，酒井，明和等である。

機関誌編集委員会

編集顧問
今岡　亮司  加納研之助
後藤　　勇  佐野　正道
新開　節治  関　　克己
髙田　邦彦  田中　康之
田中　康順  中岡　智信
渡邊　和夫

編集委員長
見波　　潔　村本建設㈱

編集委員
小櫃　基住　国土交通省
友寄　厚樹　農林水産省
瀧本　順治　（独）鉄道・運輸機構
岡本　直樹　  （一社）日本機械土工協会
穴井　秀和　鹿島建設㈱
赤坂　　茂　大成建設㈱
宇野　昌利　清水建設㈱
佐藤　誠治　㈱大林組
内藤　　陽　㈱竹中工務店
宮川　克己　㈱熊谷組
松本　清志　㈱奥村組
京免　継彦　佐藤工業㈱
竹田　茂嗣　鉄建建設㈱
副島　幸也　㈱安藤・間
松澤　　享　五洋建設㈱
飯田　　宏　東亜建設工業㈱
佐藤　　裕　日本国土開発㈱
斉藤　　徹　㈱NIPPO
中川　　明　コマツ
山本　茂太　キャタピラージャパン
花川　和吉　日立建機㈱
上田　哲司　コベルコ建機㈱
石倉　武久　住友建機㈱
新井　雅利　㈱加藤製作所
小六　陽一　古河ロックドリル㈱
太田　正志　施工技術総合研究所

事務局
（一社）日本建設機械施工協会
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表 2 表 3背 5mm

常滑工場　〒 479-0002　愛知県常滑市久米字西仲根 227 番
TEL　0569-84-8582（直通）  　FAX　0569-84-8857
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建設機械施工建設機械施工
ISSN　2187−851Ｘ
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Vol.73 No.3 M
ar. 2021 (No.853)
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令和3年 3 月 25 日発行 
（毎月1 回25日）通巻853号  

雑誌 03435 - 3

令和3年3月25日発行（毎月1回25日）　Vol.73  No.3 （No.853）

特集　�特集　�都市環境の整備向上�都市環境の整備向上�
都市基盤整備都市基盤整備

人中心の空間として再生した，まちのメインストリート人中心の空間として再生した，まちのメインストリート

MaaSや自動運転に対応した人が主役の都市交通ターミナルMaaSや自動運転に対応した人が主役の都市交通ターミナル

背 5mm

巻頭言 都市設計の先で
●  スマートシティの推進に向けた取組
●  国土交通省におけるスマートシティの取組
●  道路ビジョン「2040年，道路の景色が変わる」
●  災害に強い首都「東京」形成ビジョン

行政情報 ●  世帯数急減を前提とした今後の地方都市の都市計画と都市
基盤整備の進め方

●  ICTを活用した下水道施設Web広域監視の拡大
●  稼働中ダムの改造工事における仮締切の施工
●  建物管理プラットフォームを活用した維持管理サービス　他

技術報文

海ごみ問題の現実と対策交流の広場
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